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池田町告示第７６号 

 

 平成３０年１２月池田町議会定例会を次のとおり招集する。 

 

  平成３０年１２月４日 

池田町長  甕     聖  章 

 

 

 １.期  日  平成３０年１２月１０日（月） 午前１０時 

 

 ２.場  所  池田町役場議場 
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○応招・不応招議員 

 

応招議員（１１名） 

    １番  倉 科 栄 司 君       ２番  横 澤 は ま 君 

    ３番  矢 口   稔 君       ４番  矢 口 新 平 君 

    ５番  大 出 美 晴 君       ６番  和 澤 忠 志 君 

    ７番  薄 井 孝 彦 君       ８番  服 部 久 子 君 

    ９番  櫻 井 康 人 君      １０番  立 野   泰 君 

   １２番  那 須 博 天 君 

 

不応招議員（なし） 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

平 成 30 年 12 月 定 例 町 議 会 

 
 

（ 第 １ 号 ） 
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平成３０年１２月池田町議会定例会 

 

議 事 日 程（第１号） 

 

                   平成３０年１２月１０日（月曜日）午前１０時開会 

      諸般の報告 

      報告第２０号 議長が決定した議員派遣報告について 

      報告第２１号 議員派遣結果報告について 

      報告第２２号 例月出納検査結果報告（９・１０・１１月）について 

      報告第２３号 定期監査報告について 

      報告第２４号 寄附採納報告について 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

      会期－１２月１０日（月）から１９日（水）までの１０日間 

日程第 ３ 町長あいさつ 

日程第 ４ 承認第１０号 平成３０年度池田町一般会計補正予算（第７号）について 

                上程、説明、質疑、討論、採決 

日程第 ５ 議案第５４号 北アルプス広域連合規約の変更について 

                上程、説明、質疑、討論、採決 

日程第 ６ 議案第５５号 池田町農業委員会に関する条例の一部を改正する条例の制定につ 

             いて 

                上程、説明、質疑、討論、採決 

日程第 ７ 議案第５６号 町道の路線廃止について 

      議案第５７号 町道の路線認定について 

                一括上程、説明、質疑、討論、採決 

日程第 ８ 議案第５８号 平成３０年度池田町一般会計補正予算（第８号）について 

      議案第５９号 平成３０年度池田町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）に 

             ついて 

      議案第６０号 平成３０年度池田町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）に 

             ついて 
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                一括上程、説明、質疑 

日程第 ９ 議案第５８号より議案第６０号について各担当委員会に付託 

日程第１０ 請願・陳情書について 

                上程、朗読、各常任委員会に付託 

────────────────────────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 議事日程に同じ 

────────────────────────────────────────────────── 

出席議員（１１名） 

     １番  倉 科 栄 司 君      ２番  横 澤 は ま 君 

     ３番  矢 口   稔 君      ４番  矢 口 新 平 君 

     ５番  大 出 美 晴 君      ６番  和 澤 忠 志 君 

     ７番  薄 井 孝 彦 君      ８番  服 部 久 子 君 

     ９番  櫻 井 康 人 君     １０番  立 野   泰 君 

    １２番  那 須 博 天 君 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────────────────────────── 

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

町 長 甕   聖 章 君 
副 町 長 兼 
企画政策課長 
事 務 取 扱 

小田切   隆 君 

教 育 長 平 林 康 男 君 総 務 課 長 藤 澤 宜 治 君 

会計管理者兼 
会 計 課 長 丸 山 光 一 君 住 民 課 長 矢 口   衛 君 

健康福祉課長 塩 川 利 夫 君 産業振興課長 宮 﨑 鉄 雄 君 

建設水道課長 丸 山 善 久 君 教育保育課長 中 山 彰 博 君 

生涯学習課長 倉 科 昭 二 君 
総 務 課 
総 務 係 長 宮 澤   達 君 

監 査 委 員 吉 澤 暢 章 君   

────────────────────────────────────────────────── 

事務局職員出席者 

事 務 局 長 大 蔦 奈美子 君 事 務 局 書 記 矢 口 富 代 君 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○議長（那須博天君） おはようございます。 

  平成30年12月池田町議会定例会が招集されました。御多忙の折、御参集願い大変御苦労さ

までございます。 

  各位の御協力をいただき順調な議会運営ができますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

  ただいまの出席議員は11名です。定足数に達しておりますので、ただいまから平成30年12

月池田町議会定例会を開会いたします。 

  会議に入る前にお諮りします。 

  本会議の発言で不適切な用語等があれば、その部分については言い間違えとして、議長に

おいて会議録を修文させていただきたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（那須博天君） 異議なしと認めます。 

  これから本日の会議を開きます。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎諸般の報告 

○議長（那須博天君） 諸般の報告を行います。 

  報告第20号 議長が決定した議員派遣報告について。 

  この報告については、前定例会後、急を要する場合として、会議規則第128条の規定によ

り、議長において議員の派遣を決定しましたので、お手元に配付した資料のとおり報告いた

します。 

  報告第21号 議員派遣結果報告について。 

  この報告については、派遣議員から議長に報告があり、お手元に配付した資料のとおりで

す。 

  報告第22号 例月出納検査報告（９月・10月・11月）について。 

  この報告については、監査委員から議長に報告があり、お手元に配付した資料のとおりで
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す。 

  報告第23号 定期監査報告について。 

  吉澤代表監査委員。 

〔監査委員 吉澤暢章君 登壇〕 

○監査委員（吉澤暢章君） 皆さん、おはようございます。 

  それでは、平成30年度定期監査の結果に関する報告をさせていただきます。 

  地方自治法第199条第４項の規定に基づき、平成30年度定期監査を実施し、その結果に関

する報告を決定したので、同条第９項の規定により、次のとおり提出いたします。 

  本報告書につきましては、平成30年12月４日町長に提出をいたしました。 

  監査につきましては、私、吉澤と立野監査委員の２名で行っております。 

  それでは、１、監査の期間です。 

  平成30年11月５日から11月13日までの６日間。 

  監査の対象 

  議会事務局から生涯学習課まで、各課全般にわたり監査の対象といたしました。 

  監査の範囲 

  平成30年４月１日から９月30日までに執行された財務に関する事務の執行状況、経営にか

かわる事業の管理について。 

  監査の方法 

  定期監査に当たっては、財務に関する事務、経営に関する事業の法令に基づいて適正かつ

効率的に執行されているかに主眼を置き、各課等の関係職員から監査資料に基づき執行状況

及び帳簿等を審査し、監査を実施しました。 

  監査した書類等は、一般会計の職員等の給与費等人件費を除く課担当ごと、特別会計の歳

入歳出計算書、委託料・負担金・補助金の状況資料、工事実施状況資料及び袋会計の通帳等、

実査その他の資料です。 

  監査の結果 

  予算の執行状況（平成30年９月30日現在） 

  予算は目的に従って、適正に執行されているものと認められました。 

  事務処理状況（平成30年９月30日現在） 

  収入事務について、関係諸帳簿を調査した結果、おおむね良好な処理がなされていました。

国庫支出金、県支出金については事業施行中であり、まだ収入されていないものが多いが、
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事業の執行状況にあわせ、収入の時期についてはおくれのないように留意されたい。歳入に

ついては、一般会計全体で歳入予算現額63億5,540万6,000円、繰越明許費を含みます、に対

し、収入済額24億4,553万7,538円、収入率は38.4％である。特別会計は、各会計ごとに明記

いたします。 

  議会・監査事務局 

  歳出予算現額6,092万7,000円に対し、支出済額は3,161万9,109円、執行率は51.8％である。 

  会計課 

  歳出予算現額218万4,000円に対し、支出済額は79万9,082円、執行率は36.5％である。現

金・物品の手持ち監査を実施したが、正確であった。 

  総務課 

  歳出予算現額５億5,238万8,000円に対し、支出済額２億6,451万8,950円、執行率は47.8％

である。 

  企画政策課 

  歳出予算現額７億8,759万1,000円に対し、支出済額３億2,773万8,544円、執行率は41.6％

である。 

  住民課 

  一般会計 

  歳出予算現額６億5,935万6,000円に対し、支出済額２億4,469万7,560円、執行率は37.1％

である。 

  国民健康保険特別会計 

  今年度の歳入歳出予算現額10億3,256万3,000円に対して、９月末現在の収入済額は４億

5,168万6,306円、収入率は44.6％で、支出済額は４億2,748万6,728円、執行率は41.4％であ

る。昨年度の１人当たりの医療費の県内市町村順位は、一昨年の25位から15位となり、県内

市町村平均を上回る結果となった。歳出の保険給付費は、昨年同期と比較すると1,625万827

円減少しており、医療費がやや減少傾向にある。 

  歳入では、国民健康保険税の収納率は31.2％で、昨年より2.1％減少している。 

  後期高齢者医療特別会計 

  今年度の歳入歳出予算現額１億3,695万4,000円に対して、９月末現在の収入済額は4,290

万4,992円、収入率は43.5％、歳出済額は6,223万3,214円、執行率は45.4％である。 

  歳入の後期高齢者保険料の収納率は、９月末現在で43.6％である。歳出の後期高齢者医療
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広域連合納付金の執行率も45.4％であり、ともに順調に推移している。 

  健康福祉課 

  歳出予算現額７億9,957万5,000円に対し、支出済額は３億5,783万670円、執行率は44.7％

である。 

  産業振興課 

  一般会計 

  歳出予算現額９億5,499万8,000円に対し、支出済額は２億4,821万9,131円、執行率は

25.9％である。 

  工場誘致特別会計 

  歳出予算現額608万5,000円に対し、支出の執行はありません。 

  農業委員会 

  歳出予算現額1,611万円に対し、支出済額は640万１円、執行率は39.7％である。 

  建設水道課 

  一般会計 

  歳出予算現額６億5,876万1,000円に対し、支出済額１億2,649万2,301円、執行率は19.2％

である。 

  下水道事業特別会計 

  歳入歳出予算現額６億6,271万3,000円に対し、収入済額は１億99万8,907円で、収入率は

15.2％である。支出済額は３億4,611万8,707円、執行率は52.2％。 

  ９月30日現在のつなぎ込み完了は3,404戸、水洗化率91.0％。前年比45戸の増となってい

ます。今後もつなぎ込みの推進を図っていただきたい。 

  簡易水道事業特別会計 

  歳入歳出予算現額1,006万6,000円に対し、収入済額は303万9,964円、収入率は30.2％であ

る。支出済額は482万1,154円、執行率は47.8％である。 

  水道事業会計 

  収益的収入及び支出 

  収入は、予算額２億4,474万8,000円に対し、収益額は１億900万1,620円、収益率は44.5％

である。そのうち水道使用料収益は、予算額２億1,243万7,000円に対し、収益額は１億818

万9,330円、収益率は50.9％である。支出は、予算現額１億8,228万4,000円に対し、支出済

額は3,020万3,318円、執行率は16.5％である。 
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  資本的収入及び支出 

  収入は、予算額259万2,000円に対し、収入済額246万2,400円、収入率は95％であり、支出

予算額２億1,008万8,000円に対し、支出済額4,811万2,381円、執行率は22.9％である。 

  教育保育課 

  歳出予算現額６億2,245万3,000円に対し、支出済額は２億6,585万1,751円、執行率は

42.7％である。 

  生涯学習課 

  歳出予算現額12億4,106万3,000円に対し、支出済額は7,667万5,029円、執行率は6.1％で

ある。 

  以上、公営企業会計を除く６会計は、合わせて82億378万7,000円の予算のうち、27億

9,150万1,931円の予算執行がなされ、執行率は34％となっている。 

  平成30年度定期監査の要望及び指摘事項 

  株式会社池田にぎわい創造社への支出は、指定管理料と委託料になっているが、指定管理

料に一本化するのが望ましい。 

  袋会計については事業年度を明確にし、管理を適正に行っていただきたい。また、組織の

実態のない袋会計は、通帳残高の処理について検討していただきたい。 

  地域交流センターについては竣工の予定を明確にし、各課との連携を図っていただきたい。 

  専門学校整備事業についてはスムーズな開校に向け、学校法人（設立認可申請中）と綿密

な打ち合わせを行っていただきたい。 

  下半期において支出予定のない予算は、減額補正等の措置を講じていただきたい。 

  以上、一般会計・特別会計及び公営企業会計について申し述べた。今後も大変厳しい財政

事情のもとではあるが、平成30年度において計画されている諸事業は、職員各位の努力によ

り各会計とも適切に執行されている。 

  なお、主要な事業の執行は年度の後半に集中している。大型事業など各課や係にわたった

事業執行が見られるので、事業担当課や担当職員間の連携を十分に図られ、円滑な事務執行

をお願いしたい。今後も国や県の動向に十分配慮し、より一層の行財政改革への取り組みと

事業執行に努めていただきたい。 

  以上で報告とさせていただきます。 

○議長（那須博天君） 報告第24号 寄附採納報告について。 

  この報告については、お手元に配付した資料のとおりです。 
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  以上で諸般の報告を終わります。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎会議録署名議員の指名 

○議長（那須博天君） 日程１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、３番、矢口稔議員、８番、服部久子議員を指名いたします。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎会期の決定 

○議長（那須博天君） 日程２、会期の決定を議題といたします。 

  会期、日程については、議会運営委員会を開催し、あらかじめ審議を願ってあります。議

会運営委員長から報告を求めます。 

  倉科議会運営委員長。 

〔議会運営委員長 倉科栄司君 登壇〕 

○議会運営委員長（倉科栄司君） おはようございます。 

  議会運営委員会の報告を申し上げます。 

  去る12月４日に開催されました議会運営委員会において、平成30年12月池田町議会定例会

の会期及び議事日程等について協議をいたしました。 

  本12月定例会の会期については、本日12月10日から19日までの10日間とし、議事日程につ

いてはお手元に配付のとおりといたしましたので、報告を申し上げます。 

  以上、議会運営委員会の報告を申し上げました。 

○議長（那須博天君） ただいまの委員長報告に質疑がありますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（那須博天君） 質疑なしと認めます。 

  お諮りします。 

  本定例会の会期、日程については、委員長の報告のとおりとしたいが、御異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」の声あり〕 
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○議長（那須博天君） 異議なしと認めます。 

  したがって、別紙会期日程案のとおり決定をいたしました。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎町長あいさつ 

○議長（那須博天君） 日程３、町長あいさつ。 

  甕町長。 

〔町長 甕 聖章君 登壇〕 

○町長（甕 聖章君） おはようございます。 

  12月議会定例会の開会に当たりまして、一言ごあいさつ申し上げます。 

  議員各位には、御多用のところ御出席をいただき、本日から19日までの会期、日程を御決

定いただきましたこと厚く御礼申し上げます。 

  さて、年末を迎え、ことし一年を振り返りますと、日本列島、猛暑と災害に見舞われた年

でありました。温暖化の影響が極めて顕著になってきた感があります。当町でも、豪雨によ

り、高瀬川の堤防決壊の危機に見舞われ、肝を冷やしたところであります。これを機に、よ

り一層の防災に対する意識を高めてまいりたいと感じておりますが、このたびは、県下でも

誇れるような池田町防災計画が全面改訂されました。関係各所に徹底を計るとともに、防災

訓練等を通して、全町へ周知徹底を計ってまいりたいと存じます。災害時協力協定につきま

しては、行政、事業所合わせて33カ所と結ぶことができました。今後はより連携を深め、災

害時の強固な備えとしてまいります。 

  また、当町にとりましては、いよいよ人口減少、少子化の傾向が顕著となり、第６次総合

計画も人口推計をもとに何としても減少に歯どめをかけるための施策を中心に組みあげられ

てまいりました。このたび、誘致を進めております専門学校も外国人が中心となりますが、

人口増対策につながるものと考えております。 

  社会資本総合整備事業につきましては、地域交流センター建設を初め、道路整備、緑地公

園等が進められ、最終年度の31年度に全ての事業が完了すべく着々と進められております。

順調に進行することを願うところであります。 

  本定例会に提案します案件は、承認１件、条例改正案等４件、補正予算案３件の計８件で

あります。 
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  なお、最終日には追加案件を予定しております。御審議、御決定をいただきますようお願

い申し上げまして、ごあいさつといたします。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎承認第１０号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（那須博天君） 日程４、承認第10号 平成30年度池田町一般会計補正予算（第７号）

についてを議題といたします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  甕町長。 

〔町長 甕 聖章君 登壇〕 

○町長（甕 聖章君） 承認第10号につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 

  この承認案件は、この夏の猛暑を受け、小・中学校の各教室にエアコンを設置するための

設計費用を盛り込んだもので、全国一斉に同様の動きがあり、早期発注しないと業者が飽和

状態になってしまうため、地方自治法第179条第１項の規定により、11月15日付の専決処分

を行いましたので、議会に報告し、承認を願うものであります。 

  それでは承認第10号 平成30年度池田町一般会計補正予算（第７号）について説明を申し

上げます。 

  歳入歳出それぞれ820万円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ57億8,089万1,000円とい

たしました。 

  歳入では、17款繰入金で、公共施設等整備基金を820万円取り崩しました。 

  歳出では、10款教育費において、設計業務委託料として820万円を計上いたしました。 

  以上、承認第10号の提案理由の説明を申し上げました。御審議の上、御承認をお願い申し

上げます。 

○議長（那須博天君） これをもって提案説明を終了いたします。 

  質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（那須博天君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終了いたします。 
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  討論を行います。 

  まず、この議案に対して反対討論がありますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（那須博天君） 次に、この議案に対して賛成討論がありますか。 

〔「省略」の声あり〕 

○議長（那須博天君） これをもって討論を終了いたします。 

  承認第10号を挙手により採決いたします。 

  この議案を原案のとおり承認することに賛成の方は挙手を願います。 

〔賛成者 挙手〕 

○議長（那須博天君） 挙手全員であります。 

  したがって、この議案は原案のとおり承認されました。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第５４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（那須博天君） 日程５、議案第54号 北アルプス広域連合規約の変更についてを議題

といたします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  甕町長。 

〔町長 甕 聖章君 登壇〕 

○町長（甕 聖章君） 議案第54号 北アルプス広域連合規約の変更についての提案理由を申

し上げます。 

  このたびの北アルプス広域連合規約の変更につきましては、平成５年から大北伝染病舎と

して市立大町総合病院に併設し同病院に無償貸与しておりました施設を、法改正により広域

連合での利用目的が消滅したことにより、平成31年２月をもって市立大町総合病院に無償譲

渡するため、広域規約から該当施設名を削除し、あわせて生じる条ずれを修正するものであ

ります。地方自治法第291条の11の規定により関係地方公共団体の議会議決をお願いするも

のでございます。 

  以上、議案第54号の提案理由の説明とさせていただきました。御審議の上、御決定をお願

いいたします。 
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○議長（那須博天君） これをもって提案説明を終了いたします。 

  質疑を行います。 

  質疑はありますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（那須博天君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終了いたします。 

  討論を行います。 

  まず、この議案に対して反対討論がありますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（那須博天君） 次に、この議案に対して賛成討論がありますか。 

〔「省略」の声あり〕 

○議長（那須博天君） これをもって討論を終了いたします。 

  議案第54号を挙手により採決します。 

  この議案は原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

〔賛成者 挙手〕 

○議長（那須博天君） 挙手全員であります。 

  したがって、この議案は原案のとおり可決されました。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第５５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（那須博天君） 日程６、議案第55号 池田町農業委員会に関する条例の一部を改正す

る条例の制定についてを議題といたします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  甕町長。 

〔町長 甕 聖章君 登壇〕 

○町長（甕 聖章君） 議案第55号 池田町農業委員会に関する条例の一部を改正する条例の

制定について、提案の説明を申し上げます。 

  平成28年度からの改正農業委員会法により、池田町農業委員会の委員定数12名、農地利用

最適化推進員２名体制で、農地利用の最適化、遊休農地発生防止等の事業活動を３年間展開
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していただいております。農業委員会から、農地耕作条件整備事業等において農地の中間管

理機構への貸し付け等が増加していることを考慮し、農地利用最適化推進員を２名から４名

への増員要望がなされました。農地利用最適化推進員の国の設置基準では100ヘクタールに

１名となっています。国及び県下の状況を考慮し、平成31年の改選にあわせ、２名の農地利

用最適化推進員の増員のため、条例の一部を改正するものです。 

  なお、条例の施行については平成31年４月１日であります。御審議の上、御決定、よろし

くお願い申し上げます。 

○議長（那須博天君） これをもって提案説明を終了いたします。 

  質疑を行います。 

  質疑がありませんか。 

  矢口稔議員。 

○３番（矢口 稔君） おはようございます。 

  １点お伺いをさせていただきます。 

  全協等、また、農業委員会の皆さんとの懇談の中でこの議論をさせていただいて、おおむ

ね２名から４名に増員するための改正については了承するものでございますけれども、その

見極めといいますか、費用対効果といいますか、２名から４名になったことによってどのよ

うに、こういうふうに目標が変わるのか、耕作を放棄された土地がふえている状況の中での

ことかと思いますけれども、これを行うことによって、評価みたいな形はどのように行って

いくのかお聞かせください。 

○議長（那須博天君） 宮﨑振興課長。 

○産業振興課長（宮﨑鉄雄君） それでは、ただいまの質問に対してお答えをさせていただき

ます。 

  農地利用最適化の事業につきましては、やはり認定農業者、または、農業法人等のサポー

トというところもあります。耕作放棄地の防止等が一つの必須の業務となってきたというこ

とが、この３年間の活動の中で理解をようやくしていただいてきたところであります。今後

も小規模農地等の改善、そして担い手への集積、集約ということが重要な課題となってきて

おります。 

  現在２人で活動をしていただいておりますけれども、いかんせん800ヘクタールの農地を

全てこのお２人プラス農業委員というと、非常に難しいところがあります。もう２人ふやし

て、この認定農業者の相談役、そして農地の集積、また、耕作放棄地の発生防止ということ
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に努めていただくということで、期待をしているところでございます。 

○議長（那須博天君） 他に質問がありますか。 

  矢口稔議員。 

○３番（矢口 稔君） もう１点お願いいたします。 

  せっかくこの２名から４名にふえるといったことなんですけれども、実際に町民の皆さん

がそういう農地パトロールをしている機会が非常に少ない、一斉にやっているところはわか

るんですけれども、今多分それぞれのお持ちの車やさまざまな方法によってパトロールを行

っていただいているとは思いますけれども、この適正化の推進をしているというようなステ

ッカーなり何なりで、要するにやっているところを見て、町民の方に、あの人は今、農地を

見ているだけでも、怪しい人だと思われる可能性もありますし、不審者の情報も今多発して

いる中ですので、そういったところについて、農地のパトロールをしているといったアピー

ルみたいなところは何か力を入れていくつもりなんでしょうか。 

○議長（那須博天君） 宮﨑振興課長。 

○産業振興課長（宮﨑鉄雄君） 現在、農業委員さん、農地最適化推進員さん、農地パトロー

ルという形で一斉のパトロールを年２回行っております。そのときには、帽子、腕章、そし

て、ことしからビブスで農地パトロール中という形のものをつけております。 

  また、転作の確認の折にも、農業委員さん、最適化推進員さん、同行していただいてござ

います。そんな形で、当町の農地の全筆調査という形の中で、個人で回られていただいてい

ることもあります。そのときには、そのビブス等をまた活用してまいりたいというふうに思

っております。 

○議長（那須博天君） ほかに質問ございますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（那須博天君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終了いたします。 

  討論を行います。 

  まず、この議案に対して反対討論がありますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（那須博天君） 次に、この議案に対して賛成討論がありますか。 

〔「省略」の声あり〕 

○議長（那須博天君） これをもって討論を終了いたします。 
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  議案第55号を挙手により採決します。 

  この議案を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

〔賛成者 挙手〕 

○議長（那須博天君） 挙手全員であります。 

  したがって、この議案は原案のとおり可決されました。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第５６号、議案第５７号の一括上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（那須博天君） 日程７、議案第56号 町道の路線廃止について、議案第57号 町道の

路線認定についてを一括議題といたします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  甕町長。 

〔町長 甕 聖章君 登壇〕 

○町長（甕 聖章君） 議案第56号 町道の路線の廃止について、議案第57号 町道の路線の

認定について、一括提案理由の説明を申し上げます。 

  初めに、議案第56号 町道の路線の廃止についてであります。 

  これは道路法第10条の第１項の規定に基づき、町道の路線の廃止を提案するもので、農地

耕作条件改善事業の会染中鵜地区において、農地の区画整備が計画されていることから、計

画区域内に位置する町道337号線と町道339号線の終点に変更が発生するため、この２路線を

廃止するものであります。 

  次に、議案第57号 町道の路線の認定についてであります。 

  これは道路法第８条第２項の規定に基づき、町道の路線の認定を提案するもので、議案第

56号で一旦廃止した町道339号線の終点を変更し、改めて、路線の認定を行うものでありま

す。 

  以上、議案第56号及び議案第57号について提案理由の説明を申し上げました。御審議の上、

御決定をお願いいたします。 

○議長（那須博天君） これをもって提案説明を終了いたします。 

  議案第56号 町道の路線廃止について質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 
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〔「なし」の声あり〕 

○議長（那須博天君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終了いたします。 

  討論を行います。 

  まず、この議案に対して反対討論がありますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（那須博天君） 次に、この議案に対して賛成討論がありますか。 

〔「省略」の声あり〕 

○議長（那須博天君） これをもって討論を終了いたします。 

  議案第56号を挙手により採決いたします。 

  この議案を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

〔賛成者 挙手〕 

○議長（那須博天君） 挙手全員であります。 

  したがって、この議案は原案のとおり可決されました。 

  議案第57号 町道の路線認定について質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（那須博天君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終了いたします。 

  討論を行います。 

  まず、この議案に対して反対討論がありますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（那須博天君） 次に、この議案に対して賛成討論がありますか。 

〔「省略」の声あり〕 

○議長（那須博天君） これをもって討論を終了いたします。 

  議案第57号を挙手により採決します。 

  この議案を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

〔賛成者 挙手〕 

○議長（那須博天君） 挙手全員であります。 

  したがって、この議案は原案のとおり可決されました。 
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──────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第５８号より議案第６０号まで、一括上程、説明、質疑 

○議長（那須博天君） 日程８、議案第58号 平成30年度池田町一般会計補正予算（第８号）

について、議案第59号 平成30年度池田町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）につい

て、議案第60号 平成30年度池田町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）についてを一

括議題といたします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  甕町長。 

〔町長 甕 聖章君 登壇〕 

○町長（甕 聖章君） 議案第58号から議案第60号について、一括提案理由の説明を申し上げ

ます。 

  初めに、議案第58号 平成30年度池田町一般会計補正予算（第８号）についての提案理由

の説明を申し上げます。 

  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億5,071万5,000円を追加し、総額をそれぞれ59

億3,160万6,000円とするものであります。債務負担行為の補正では、翌年度に3,135万円を

追加するものであります。地方債の補正では、公共土木施設災害復旧事業債を1,330万円増

額変更するものであります。 

  歳入の主な補正として、13款国庫支出金6,628万円、14款県支出金で1,806万1,000円を追

加計上し、17款繰入金では、財政調整基金を4,590万円取り崩し繰り入れるものであります。

19款諸収入では677万8,000円を追加、20款町債では1,330万円を増額補正を行っております。 

  対する歳出では、２款総務費で総額358万8,000円の追加を行っておりますが、主な内容と

して、人件費の変動に係る経費及び公共用地分筆登記代等となっております。 

  ３款民生費では7,476万1,000円の増額をお願いするものですが、主は障害者福祉事業に

7,120万1,000円充当するものであります。 

  ４款衛生費では、インフルエンザ予防接種委託料や各種検診費用を中心に計487万2,000円

を追加しました。 

  ６款農林水産業費では総額154万5,000円を計上してありますが、農業農村整備管理経費や

林業振興費に追加いたしました。 

  ８款土木費では、除雪関連事業費を中心に総額2,270万7,000円を追加であります。 
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  10款教育費では、小・中学校それぞれの教育用備品購入費をメーンに補正を行った結果、

総額241万2,000円を追加いたしました。 

  12款災害復旧費では、中之郷地区の道路災害復旧費4,180万円を計上いたしました。 

  次に、議案第59号 平成30年度池田町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について

提案理由の説明を申し上げます。 

  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8,592万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ11億1,848万5,000円とするものであります。 

  歳入では、県支出金で8,592万2,000円を増額し、歳出では、主に２款保険給付費に充当す

ることといたしました。 

  次に、議案第60号 平成30年度池田町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）について

提案理由の説明を申し上げます。 

  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ100万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ1,106万6,000円とするものであります。 

  歳入では、水道料金を増額し、歳出では、平畑地区の施設修繕を行うため、それぞれ100

万円を計上しました。 

  以上、議案第58号から議案第60号まで一括提案理由の説明を申し上げましたが、御審議の

上、御決定をお願いいたします。 

  なお、補足の説明は、担当課長にいたさせます。 

○議長（那須博天君） 補足の説明を求めます。 

  議案第58号中、歳入関係と企画政策課の歳出について。 

  小田切副町長兼企画政策課長事務取扱。 

○副町長兼企画政策課長事務取扱（小田切 隆君） おはようございます。 

  それでは、議案第58号 平成30年度池田町一般会計補正予算（第８号）につきまして、歳

入全般と企画政策課関係の歳出の補足説明を申し上げます。 

  歳入歳出それぞれに１億5,071万5,000円を追加しまして、総額59億3,160万6,000円とする

ものです。 

  ４ページをお開きください。 

  第２表で債務負担行為の補正を行っていますが、中之郷地区に発生いたしました土木災害

復旧工事を２カ年かけて実施するため、翌年度に3,135万円を追加するものであります。 

  次の５ページでは、地方債の補正を行っていますが、先ほどの工事費のうち、本年度実施
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分に充当する公共土木施設災害復旧事業債を1,330万円増額変更するものです。 

  続きまして、歳入関係。８ページをお開きください。 

  13款国庫支出金6,228万円を追加してございますが、障害者総合支援給付費や中之郷地区

の公共土木災害復旧費にそれぞれ充当いたします。 

  また、ページをめくっていただき、９ページの上段、民生費国庫補助金では放課後児童ク

ラブの活動運営費といたしまして400万円計上しました。 

  その下、14款県支出金で1,780万円を追加計上してございますが、国庫支出金と同様、障

害者総合支援給付金に使われます。 

  最下段の17款繰入金では、財政調整基金を4,590万円取り崩すものです。 

  10ページにまいりまして、19款諸収入のうち、主なものといたしましては、広域連合から

の負担金精算分といたしまして416万4,000円と、町営バス事故にかかわります保険金141万

9,000円であります。 

  最下段、20款町債では、公共土木災害復旧事業２本合わせて1,330万円増額補正を行って

おります。 

  次、歳出にまいりまして、企画政策課の歳出関係を御説明いたします。 

  11ページからになります。 

  ２款総務費、５目財産管理費では150万3,000円の増額をお願いするものですが、旧北保育

園の境界確定によります分筆登記代等となっております。 

  12ページ、６目企画費では456万1,000円の減額措置を行っていますが、人件費組みかえが

主な内容です。 

  その下、７目自治振興費では44万1,000円の増額計上となっていますが、元気なまちづく

り事業補助金の伸びを補正するもので、本年度から机・椅子購入補助をメニューに加えた結

果であります。 

  ページをめくっていただきまして、13ページでございますが、指定統計費が記載されてお

りますが、事業費確定によります減額措置を行っております。 

  企画政策課の関係は以上であります。 

○議長（那須博天君） 次に、議案第58号中、議会事務費関係の歳出について。 

  大蔦議会事務局長。 

○議会事務局長（大蔦奈美子君） おはようございます。 

  議会費関係の説明を申し上げます。11ページをお願いいたします。 
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  １款１項１目の議会費でございます。補正額62万円の減額でございます。説明欄をお願い

いたします。議会運営経費84万3,000円の減額でございます。こちら、事業確定による減額

でございます。議会事務局関係の経費でございますが、22万3,000円の増額でございます。

議会の会議録作成委託料等の不足額の増額でございます。 

  以上、議会費関係を御説明申し上げました。 

○議長（那須博天君） 次に、議案第58号中、総務課関係の歳出について。 

  藤澤総務課長。 

○総務課長（藤澤宜治君） おはようございます。 

  それでは、総務課関係歳出につきまして、説明を申し上げたいと思います。 

  予算書の11ページをごらんをください。 

  ただいまの続きになります。下段、款２項１目１一般管理費であります。640万5,000円の

増額をお願いするものでございます。説明欄二重丸、特別職人件費では、副町長の選任に伴

いまして、給与、手当、負担金を合わせまして695万6,000円の増額をお願いするものでござ

います。その下、一般職人件費では、９月及び11月に退職者があったことから、退職手当組

合の負担金55万1,000円の減額をお願いするものであります。 

  続きまして、ページが飛びますが、18ページをごらんをいただきたいと思います。 

  18ページ、中段でございます。款９項１目１常備消防費では、12万円の増額をお願いする

ものでございます。説明欄二重丸、常備消防経費では、北アルプス広域消防におきまして来

年度より女性消防隊を雇用するに当たりまして、本部庁舎の改修に伴います設計費用の池田

町負担分となっております。 

  総務課関係は以上であります。 

○議長（那須博天君） 次に、議案第58号中、住民課関係の歳出について。 

  矢口住民課長。 

○住民課長（矢口 衛君） それでは、住民課関係の歳出の補足説明を申し上げます。 

  12ページをごらんください。 

  款２項１目９バス等運行事業費は20万4,000円の減額補正でございます。説明欄をごらん

いただきたいと思います。印刷製本費を32万9,000円減額し、時刻表等更新業務委託料を105

万円増額計上してございます。これは、従来、時刻改正に伴う時刻表印刷とバス停の時刻表

表示等について、時刻表の印刷が主な経費でしたので、印刷製本費で一式で行ってきました

が、今回はバス停３カ所の新設をしますのでバス停の設置や変更が主になりますので、業務
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委託での実施が適切ということで印刷製本費を減額し、時刻表等更新業務委託料に振りかえ

ての計上でございます。 

  それから、自動車借上料等の49万8,000円の減額は、事故のありました町営バスの代替車

両リース料の確定により計上してございます。 

  なお、リース料は全額保険適用していただくことができましたので、財源内訳の欄に記載

のとおり、公用車自動車共済保険料の増額分141万9,000円を収入額として充当してございま

す。 

  それから、一番下の庁用・機械器具購入費の42万7,000円の減額は、バス購入費の確定に

よる減額計上でございます。 

  次に、15ページをごらんください。 

  款４衛生費、項１目３環境衛生費の説明欄、地球温暖化対策事業につきましては50万円の

増額計上でございます。これは、住宅用太陽光発電システム設置補助金の申請が当初見込み

の15件を上回り17件となりましたので、今後の増も見込み５件分の計上でございます。 

  それから、下段、目５墓地公園事業費は財源振替のみでございます。聖地の申し込みが１

件ございましたので、聖地永代使用料29万2,000円を充当し、その分財源が充当過多になり

ますので、墓地公園清掃等手数料29万2,000円を清掃費へ振替充当してございます。 

  次に、16ページをごらんください。 

  項２清掃費、目１清掃費の説明欄、清掃一般経費は、40万9,000円の増額計上でございま

す。これは、職員の退職に伴い、臨時職員１名を雇用する賃金の計上でございます。 

  住民課関係は以上でございます。 

○議長（那須博天君） 次に、議案第58号中、健康福祉課関係の歳出について。 

  塩川健康福祉課長。 

○健康福祉課長（塩川利夫君） それでは、健康福祉課関係の補足説明を申し上げます。 

  13ページからとなります。 

  中段、款３民生費、目３障害者福祉費の7,120万1,000円の増額であります。介護給付訓練

等給付費の増額であります。国・県からの４分の３の補助を受け、障害者等が日常生活を営

む上で必要な自立支援給付であります。 

  下段、目５地域包括支援センター運営費の63万5,000円の増額であります。主なものは、

第１号介護予防支援事業委託料52万8,000円であります。 

  次に、14ページであります。 
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  中段、目９総合福祉センター管理費の180万2,000円の増額であります。灯油使用量の増に

伴う125万4,000円と施設修繕54万8,000円でございます。 

  次に、15ページであります。 

  上段、目５子育て支援費の27万7,000円の増額であります。カウンセラー等報酬確定によ

る12万3,000円の減額と母子発達支援事業委託料40万円の増額であります。 

  次に、中段、款４衛生費、目２予防費の517万4,000円の増額であります。これは、実績に

伴うもので、二重丸、予防接種事業の予防接種委託料増による356万円と保健事業の各種検

診等委託料161万4,000円の増額であります。 

  健康福祉課関係は以上でございます。 

○議長（那須博天君） 次に、議案第58号中、産業振興課関係の歳出について。 

  宮﨑産業振興課長。 

○産業振興課長（宮﨑鉄雄君） それでは、引き続き産業振興課の関係、お願いをいたします。 

  予算書16ページからになります。 

  款６農林水産業費、項１農業費、目３農業振興費であります。39万5,000円の増額補正を

お願いするものです。説明欄、農業振興事業では直接支払推進事業補助金26万1,000円の増

額補正です。こちらにつきましては、交付決定によります事務費の補助金の増となっており

ます。続いて、多目的研修集会施設管理費13万4,000円の増額補正です。こちらにつきまし

ては、２階の天井の一部にモルタル落下によります穴があいてしまいました。こちらの修繕

のための費用でございます。 

  めくっていただきまして、17ページをお願いをいたします。 

  目７土地改良費であります。55万円の増額補正をお願いを申し上げます。農地耕作条件整

備事業の鵜山６工区に接しております赤線を拡幅いたしまして、農道に認定するための分筆

登記委託料であります。 

  款６農林水産業費、項２林業費、目１林業振興費であります。60万円の増額補正をお願い

するものです。９月の台風等の影響によりまして、林道花見線、花岡山線、作業道六地蔵日

影線に倒木及び小規模な土砂崩落が発生したため、これらを撤去する費用として重機借上料

の増額をお願いをするものであります。 

  款７商工費、項１商工費、目１観光費であります。47万円の減額補正であります。旧２丁

目駐車場及び旧３丁目駐車場につきまして、まちなか第１、第２の駐車場の整備供用開始に

伴いまして、契約解除を行いましたので減額をするものでございます。 
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  産業振興課の補足説明は以上であります。 

○議長（那須博天君） 次に、議案第58号中、建設水道課関係の歳出について。 

  丸山建設水道課長。 

○建設水道課長（丸山善久君） お疲れさまでございます。 

  それでは、建設水道課関係の歳出についてお願いいたします。 

  17ページをお願いいたします。 

  下段の８款土木費、２項道路橋梁費、１目道路橋梁維持費でございますが、今回、除雪に

関する費用を中心に2,230万8,000円の増額補正でございます。 

  主な内容につきましては説明欄をごらんいただき、まず、除雪委託料の1,600万円でござ

いますが、約200路線の町道の除雪を建設業者、道路愛護会、自治会等に委託する費用で、

前年度以前の除雪費用と３カ月気象予報をもとに計上したものでございます。 

  重機等借上料の304万9,000円につきましては、除雪用ホイールローダー２台と塩カル散布

機を積載するための２トンダンプトラック１台のリース料４カ月分が主なものでございます。

補修用合材等の182万円でございますが、融雪剤の購入費用及び路面補修費用の合材費用が

主なものでございます。 

  18ページの除雪機設置事業補助金につきましては、除雪機等の整備、購入に要する経費を

自治会及び道路愛護団体を対象に補助するもので、今回、２自治会及び道路愛護会より要望

がございましたので、143万9,000円の計上でございます。 

  次に、２目の道路改良費につきましては、39万9,000円の増額補正でございます。この内

容につきましては、滝沢地区にあります町道敷の一部が未登記となっておりましたので、今

回、測量及び分筆登記の委託料を計上しまして、道路敷地として登記処理するものでござい

ます。 

  続きまして、20ページをお願いいたします。 

  中段の12款災害復旧費、１項１目道路橋梁災害復旧費につきましては、昨年の10月22日か

ら23日にかけての台風21号に起因する地すべり災害に関係するもので、地すべりが終息した

ことから、今回、災害復旧費用として4,180万円を補正するものでございます。内容につき

ましては、説明欄をごらんをいただきたいと思います。工事請負費としまして、4,000万円

の計上でございます。昨年の台風21号に起因する地すべりにより被災しました町道300号線

の中之郷地区におきまして、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に基づく災害復旧に要

する工事費用でございます。 
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  なお、この災害復旧に当たりましては、債務負担行為の設定により、来年度にかけての復

旧を予定するものでございます。 

  次の北アルプス広域連合土木事業負担金の180万円でございますが、国庫負担による災害

復旧工事の設計及び監督補助を広域連合で行っていただく費用を負担金として計上したもの

でございます。 

  建設水道課関係の補足説明は以上でございます。 

○議長（那須博天君） 次に、議案第58号中、教育保育課関係の歳出について。 

  中山教育保育課長。 

○教育保育課長（中山彰博君） それでは、教育保育課の関係であります。よろしくお願いい

たします。 

  ページにつきましては、14ページからとなります。 

  下段、款３項２目１児童福祉総務費では12万2,000円の増額でございます。これは保育認

定業務に伴います平成29年度の国・県の給付負担金の過年度分の精算金でございます。 

  その下、目４児童センター費では72万4,000円の増額でございます。これにつきましては、

児童クラブにおきまして障害児等支援を必要とされる児童の利用がふえたため、利用者の安

全確保のために臨時職員１名をお願いするものでございます。 

  18ページをお願いいたします。 

  款10教育費、項２目１池田小学校管理費では、一般修繕料14万9,000円の増額でございま

す。３階の女子トイレのバルブの修繕、それから、安全対策としまして校舎管理棟南側にあ

ります水道ます等の修繕を行うものでございます。 

  続いて、目２池田小学校教育振興費では51万4,000円の増額でございます。スキー教室用

のバス借り上げのための費用13万7,000円及び次のページ、19ページをお願いします。備品

購入費では37万7,000円をお願いしまして、新学習指導要領に伴います理科実験用コンロ３

台及びプログラミング教材10セットを購入させていただくものでございます。 

  目４会染小学校教育振興経費では76万8,000円の増額をお願いするものでございます。こ

れにつきましては、スキー教室用のバス借り上げのための費用10万5,000円、それから、教

材備品ということで66万3,000円を計上させていただきました。備品につきましては池小と

同様でありますけれども、新学習指導要領に基づくもので、理科用ガスコンロ12台、鉄製ス

タンド10台、プログラミング教材10セットを購入させていただくものであります。 

  下段、項３中学校費、目１学校管理費では46万1,000円の増額でございます。これにつき
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ましては、屋内用消火栓ポンプ室ボールタップが故障しまして、それに伴い水道料の増額36

万1,000円と、備品としまして10万円で平成11年に購入しました保健室の身長計１台と、そ

れから業務用の掃除機１台を購入させていただくものであります。 

  目２教育振興費では７万円の増額であります。これにつきましては、通常学級におけます

障害児等を指導するための教職員研修を開催するに当たりまして、中央から専門家を講師と

して招きましての増額補正でございます。 

  20ページをお願いいたします。 

  目３文化財保護費では45万円の増額補正でございます。委託料では広津にあります百体仏

像周辺の倒木処理費として15万円を計上しました。負担金補助及び交付金では30万円をお願

いしております。これにつきましては、渋田見地区にあります町指定文化財の諏訪神社本殿

の修理補助としまして、上限金額の30万円を交付金として計上させていただいたものでござ

います。 

  教育保育課の補正は以上でございます。 

○議長（那須博天君） 次に、議案第58号中、会計課関係の歳出について。 

  丸山会計課長。 

○会計管理者兼会計課長（丸山光一君） お疲れさまです。 

  それでは、会計課関係についての補足説明を申し上げます。 

  歳出、11ページをごらんください。 

  下から２段目、款２総務費、項１総務管理費、４会計管理費で庁用・機械器具購入費とし

て２万7,000円の増額補正をお願いするものでございます。内容としまして、長年使用して

きました小切手を印字する事務機器が経年劣化により印字ができない不具合が生じています

ので、購入のため予算計上をするものでございます。 

  会計課関係は以上でございます。 

○議長（那須博天君） 次に、議案第59号について。 

  矢口住民課長。 

○住民課長（矢口 衛君） それでは、議案第59号 平成30年度池田町国民健康保険特別会計

補正予算（第２号）の補足説明を申し上げます。 

  今回は、歳入歳出それぞれ8,592万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ11億

1,848万5,000円と定めるものであります。 

  詳細につきましては、５ページからになります。 
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  まず歳入でありますが、款４県支出金、項１県補助金、目１保険給付費等交付金の普通交

付金ですが、医療費の伸びによる保険給付費の増加見込みにより、県から8,592万2,000円の

交付金を見込み、計上してございます。 

  次に、６ページの歳出をごらんください。 

  款２保険給付費、項１療養諸費、目１一般被保険者療養給付費は、一般被保険者の医療費

の増加見込みにより、6,024万2,000円を計上してございます。 

  目３一般被保険者療養費は、一般被保険者の補装具、柔道整復師施術等の増加見込みによ

り、148万円を計上してございます。財源は、県から交付される普通交付金が全額充当され

ます。 

  下段の２項高額療養費、目１一般被保険者高額療養費は、一般被保険者の高額医療費の増

加見込みにより、2,420万円を計上してございます。こちらも県から交付される普通交付金

が全額充当されます。 

  次に、７ページをごらんください。 

  款６諸支出金、項１償還金及び還付加算金、目３償還金の説明欄、特定健康診査等負担金

過年度返還金は、前年度精算による国庫負担金の確定により、返還金として７万3,000円を

計上してございます。 

  款７予備費は、国庫返還金７万3,000円の一般財源調整のため、同額を減額計上してござ

います。 

  国保会計の補足説明は以上でございます。 

○議長（那須博天君） これをもって補足説明を終了いたします。 

  各議案ごとに質疑を行います。 

  まず、議案第58号について、質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（那須博天君） 質疑なしと認めます。 

  次に、議案第59号について、質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（那須博天君） 質疑なしと認めます。 

  次に、議案第60号について、質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（那須博天君） 質疑なしと認めます。 
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  これをもって質疑を終了いたします。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第５８号より議案第６０号まで、各担当委員会に付託 

○議長（那須博天君） 日程９、議案第58号より第60号までを各担当委員会に付託したいと思

います。 

  職員をして、付託表の朗読をさせます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○議長（那須博天君） はい。 

〔「60号の説明がない」と呼ぶ者あり〕 

○議長（那須博天君） 60号は補足説明ございません。 

  改めて、もし質疑あったら受けますけれども、よろしいですか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（那須博天君） では、これをもって質疑を終了いたします。 

  日程９、議案第58号より第60号までを各担当委員会に付託したいと思います。 

  職員をして、付託表の朗読をさせます。 

  大蔦議会事務局長。 

〔議会事務局長 朗読〕 

○議長（那須博天君） ただいまの付託表により、各委員会に付託したいと思います。これに

御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（那須博天君） 異議なしと認めます。 

  したがって、議案第58号より第60号までを各担当委員会に付託することに決定をいたしま

した。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎請願・陳情書について、上程、朗読、各常任委員会に付託 

○議長（那須博天君） 日程10、請願・陳情についてを議題といたします。 
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  職員をして、請願・陳情書の朗読をさせます。 

  大蔦議会事務局長。 

〔議会事務局長 朗読〕 

○議長（那須博天君） これについては、常任委員会に付託したいと思います。 

  職員をして、付託表の朗読をさせます。 

  大蔦議会事務局長。 

〔議会事務局長 朗読〕 

○議長（那須博天君） お諮りします。 

  請願・陳情書は付託表により、常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（那須博天君） 異議なしと認めます。 

  したがって、常任委員会に付託することに決定をいたしました。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（那須博天君） 以上で本日の議会日程は全部終了いたしました。 

  本日はこれで散会いたします。 

  大変御苦労さまでございました。ありがとうございました。 

 

散会 午前１１時０９分 



 
 
 
 
 
 
 
 

平 成 30 年 12 月 定 例 町 議 会 

 
 

（ 第 ２ 号 ） 
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平成３０年１２月池田町議会定例会 

 

議 事 日 程（第２号） 
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１２月定例議会一般質問一覧表 

番号 質  問  者 質  問  要  旨 

１  ４番 矢口新平議員 １．池田町における保小中一貫教育の今年度までにおけ

る推進状況は 

２．日本アルプス国際学院の今の現状と今後の町として

の取り組みは 

２ ２番 横澤はま議員 １．健康教育における食に関する条件整備について 

２．健康長寿をめざす食育の取り組みについて 

３．地域交流センターの運営組織体制について 

３  １番 倉科栄司議員 １．空き家バンクの現状と課題について 

４  ７番 薄井孝彦議員 １．池田町平坦部の水道用地下水の保全対策について 

２．防災対策について 

５  ８番 服部久子議員 １．給食費減免の具体化は 

２．学校と地域の連携で自殺防止対策を 

３．生活保護引き下げの影響は 

４．高齢者の足の確保について 

６  ５番 大出美晴議員 １．鳥獣被害の現状について 

２．保小中一貫教育の将来像は 

３. 移住者の自治会への加入促進は 

７  ９番 櫻井康人議員 １．農業環境の変化に町はどう対応するか 

２．中学校の運動部活動について 

８  ３番 矢口 稔議員 １．国際交流の推進について 

２．新地域交流センターは誰のものか 

９  ６番 和澤忠志議員 １．認知症対策について 

２．保育園、小中学校における農業体験の取り組みにつ

いて 

１０ １０番 立野 泰議員 １．今後の海外販路拡大事業の方向性は 

２．有効な移住定住促進事業のアピールは 
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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（那須博天君） おはようございます。 

  ただいまの出席議員は11名であります。 

  定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

  なお、吉澤監査委員、所用のため欠席との届け出がありました。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎一般質問 

○議長（那須博天君） 日程１、一般質問を行います。 

  質問の通告がありましたので、質問の順序は通告順といたします。 

  職員をして一般質問一覧表の朗読をさせます。 

  大蔦議会事務局長。 

〔議会事務局長 朗読〕 

○議長（那須博天君） これより一般質問を行います。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◇ 矢 口 新 平 君 

○議長（那須博天君） １番に、４番の矢口新平議員。 

  矢口新平議員。 

〔４番 矢口新平君 登壇〕 

○４番（矢口新平君） おはようございます。 

  平成30年12月定例会一般質問をいたします。 

  ２つの質問を用意しました。 

  まず、平林教育長に伺います。 

  長い間、教育長として、池田の子供たちの指導を一生懸命されてこられました。今年度を



－46－ 

もって退職ということで、本当に御苦労さまでした。 

  特別職の教育長という職の中で、大きな曲がり角に出会ったときのことなど、たくさんの

思い出があるかと思いますが、あと２週間余りになった今の教育長の気持ちをお聞きしたい

と思います。お願いします。 

○議長（那須博天君） 平林教育長。 

〔教育長 平林康男君 登壇〕 

○教育長（平林康男君） おはようございます。 

  それでは、ただいまの矢口議員の質問にお答えをしたいと思います。 

  私ごとになりますが、役場にはさまざまな仕事があるわけでありますけれども、私は教育

長の仕事に携われたこと、そしてまた、機会をいただいたことに大変感謝を申し上げます。

社会教育と学校教育の仕事は、より町民の皆様との結びつきが深く、多くの町の皆様と親し

くなれたことは、私の大きな宝物でございます。 

  在任中は、町民活動サポートセンターの立ち上げ、美術館の指定管理、公民館問題等、い

ろいろな問題が山積をしておりましたが、一つ一つ丁寧な対応を心がけ、何とか終結をする

ことができました。これも議員の皆様の御協力のおかげと感謝を申し上げます。 

  公民館活動は町づくりの大きなかなめであり、新池田学問所の楽しさ発見、仲間発見、ふ

るさと発見の、この３大精神を基盤に、地域交流センターが町民のよりどころとして、にぎ

わいの拠点となることが重要であります。また、社会体育と学校との連携も、これからの大

きな課題であります。 

  学校教育につきましては、教育大綱を作成し、池田学問所の精神を継承しながら、将来、

明るい未来を自分で切り開き、自立できる子供像を目指す保小中一貫型教育の方向性が定ま

りました。 

  池田の子供は皆、きらきら輝く原石であります。この原石を、町中で磨き上げることが学

問所の精神でもあります。レイモンドチャンドラーの言葉に、「強くなければ生きてはいけ

ない。優しくなければ生きる価値がない」という映画のセリフがあります。池田の子供たち

には、ぜひ真の優しさを身につけてほしいと願っております。 

  最後になりましたけれども、議員の皆様、長い間本当にありがとうございました。本当に

感謝を申し上げます。 

○議長（那須博天君） 矢口新平議員。 

〔４番 矢口新平君 登壇〕 
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○４番（矢口新平君） ありがとうございました。 

  本当に熱い気持ちが伝わったかと思いますが、平林教育長の美しい言葉の羅列が、来年か

ら聞けないというのは、まことに寂しいような気もしています。 

  今の話の中で、ちょっと保小中の一環教育が、相整ったような内容をお聞きしましたので、

その辺も含めて、また教育長にお伺いしていきたいんですが、池田町の教育は、保小中一貫

教育に持っていこうと今、されていますが、平成34年までの方向を決め、将来、池田の子供

たちが立派な大人となり、世の中に成人した後も、ひとり立ちできる人間に育む教育、その

基本姿勢が美し過ぎてよくわからないんです。 

  また、他の町村のこの教育の中で、池田との違いというのは、これをやることによって、

どのように明確に出てくるのか。それがちょっと見えてこないというのがありまして、今年

度まで、池田町が目指す一貫教育、この12月までにやる予定の進捗状況等と、あと、これを

やることによって、将来、他町村との違いが、子供の中にどのように生まれてくるのか、ち

ょっとわかりやすく説明をしていただきたいと思います。進捗状況もあわせてお願いいたし

ます。 

○議長（那須博天君） 平林教育長。 

○教育長（平林康男君） ちょっとわかりやすくなるかどうかわかりませんが、説明をしたい

と思います。 

  今年度の取り組み状況についてでございます。 

  本年度は、平成34年度実施に向けまして、全体計画の概要を作成しました。教育委員、校

長、園長、企画政策課長、健康福祉課長、子ども子育て推進室、教育委員会のメンバーで、

７月に運営委員会準備会を立ち上げ、そのもととなる一貫教育のあり方を研修するために、

10月に、東京の杉並区に先進地視察をしてまいりました。 

  現在は毎月、３校の校長先生、そして池田、会染両保育園長による校園長準備会、これは

主に全体調整をする会議でございますけれども、この会議を開催し、31年度からの計画の細

案、細かい案でありますが、特に教職員に向けた推進プランを練っているという状況であり

ます。 

  具体的には以上の３点であります。 

  まず、第１点目、一貫教育で重要になる保小中で目指す15歳のゴールに育ってほしい姿、

この検討です。２点目、保小中の教職員に理解をし、実践していただくのが第一であります

ので、そのための年間の研修計画や内容、指導者の検討、第３点目でありますけれども、保
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育園の園務、学校の校務、この両者の改革。 

  この会議の開催によりまして、保小中のそれぞれの活動状況が園と学校で共有され、一体

化が図られてきました。園長と校長が、お互い顔を突き合わせて話をする機会が持てるよう

になった、このことが大きな前進であります。 

  そんなことで、今、全体計画をつくっておりますので、最終的には、この準備会を基本に

しまして、保小中一貫型教育の子供たちに15歳に育ってほしいというこの姿を明確にしてい

きたいと思いますので、今はちょっと準備中ということで、この状況で御理解をいただけれ

ばと思います。 

  以上であります。 

○議長（那須博天君） 矢口新平議員。 

〔４番 矢口新平君 登壇〕 

○４番（矢口新平君） 学校の先生たちも、池田小学校、会染小学校、高瀬中学校にいても、

３年、４年だと思うんです。 

  それと、あと先生たちも、大変今忙しい中で子供の教育というのを見ておられると思うん

ですが、そういう中、また、あるいは教育委員会も来年、再来年以降、またメンバーがかわ

るんだろうというふうに思いますと、これを15歳のゴールまで持っていくのには、本当にし

っかりした柱が、教育長、なければだめだと思います。 

  それと一番問題は、先生たち、あと多分、大出議員、一般質問入っていますので聞くと思

うんですが、先生たちのその意識が、まだ平林教育長のところまで届いていないんではない

かと、今、私うんと危惧をしております。 

  この忙しい中で、また一つ新しい課題ができ、杉並区に研修に行かれたということなんで

すが、まだまだ先生たちが戸惑っているというか、わかっていないというのを感じるんです

が、要するに、教育委員会だけが先走ってしまって、担当の先生方、園長先生初め、まだま

だこの保小中の一貫の意味が理解されていないと思うんですが、そこが一番心配なところで、

ことし１年、15歳のあり得る姿もなんですが、これを一つ、きちんとしたものをつくってい

かないと、また、いろんな先生たちがかわり、教育委員会がかわれば、また人の考え方が変

わってきますので、その辺は教育長、その辺がみんな議員がよくわかっていない、教育長に

対して保小というふうに聞く部分だと思うんです。 

  全体像をつくる、要は、やっぱり積み上げは校長先生なりだと思うんですが、その辺、も

うちょっとローリングをした中で詰めていかないと、何かひとり相撲になっていくんではな
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いかと思うんですが、その辺は教育長どのようにお考えですか。 

○議長（那須博天君） 平林教育長。 

○教育長（平林康男君） まさしく矢口議員さんの言われるとおりだと思います。 

  そんなことで、先ほど説明をさせていただきましたけれども、校園長準備会、これが今の

矢口議員さんが言われたことをする機関であります。やはり最終的には、やっていただける

のは学校の先生であります。私たちは、その外枠をつくるだけでありまして、実行するのは

学校の先生、それから保育園の保育士でございます。そんなことで今、園と校長が一緒にな

って、学校の学校目標を基本にしながら、今、大きな流れをつくっています。 

  最終的には、ガイドラインというものをつくる予定であります。これをつくりますと、い

ろいろ、何年かで先生がかわられると思いますけれども、このガイドラインを中心にしなが

ら、池田の教育の基本をここで理解をしていただきながら、共通理解をして、ともに同じ方

向で池田の子供を育てる、この方向性で考えておりますので、よろしくお願いをしたいと思

います。 

○議長（那須博天君） 矢口新平議員。 

〔４番 矢口新平君 登壇〕 

○４番（矢口新平君） まだ、私自身も見えてこないもので、深い質問は多分できないかと思

いますが、きちんと巻き込んだ中で、教育委員会主体で動くんではなく、ぜひ、その辺の方

向はお願いをしたいと思います。 

  では、次のここ二、三年の子供たちの保育環境をどういうふうに変えるかという質問なん

ですが、今まで言われたとおり、会染保育園、池田保育園では、設備に差があるかと思います。 

  池田保育園は建って新しく、地中熱等ありまして、子供たちも雨の日も、廊下で走ること

もできる環境にあります。私が親だったら、会染と池田、どちらか選択ができるんだったら、

間違いなく池田保育園のほうにお願いをしたいと思う、その親の気持ちもあるかと思います

が、この辺、要するに、今、これで議論をしても、今２歳児、３歳児、４歳児は、これから

保育園に上がる子供たちは、これが終わってしまうんです、ここ、二、三年で、この結論が

出る代物じゃないと思うんです。 

  私は、思い切った提案をしたいと思いまして、会染保育園に関しては、今の２歳、３歳、

４歳の子供たちは、どうしても会染へ行かなければいけない。それで、いろいろ話が進むの

は３年や４年かかる。じゃ、今からこれから保育園に上がろうという子供たちのために、保

育料の会染と池田の見直しというのをやる必要があるんじゃないかと。池田小学校、会染小



－50－ 

学校は、本当に要するに同じような待遇といいますか、ものもそうだし、同じような待遇で

今やっております。 

  ただ、保育園に関してみれば、絶対これは、今のところ同じじゃないと思うんです。保護

者も会染へ行くと、どうしても駐車場から送っていくときに、園の周りを回って、西側のと

ころまで歩いていって、車を東側へとめてぐるっと回るようになります。 

  いろんな意味で、こういう格差というのはあってはいけないと思うんですが、教育長、こ

の辺、保育園の２園に関しての見解をお聞きしたいと思いますが。 

○議長（那須博天君） 平林教育長。 

○教育長（平林康男君） 会染保育園の老朽化につきましては、当然、改善されなければいけ

ない大きな課題であります。 

  特に、寒さと暑さ対策であります。新年度につきましては、遊戯室と事務室にエアコンと

いうことを、設置を今、検討しているという段階であります。 

  池田町では、今年度でありますけれども、公共施設個別計画、この計画の実態調査をして

おりまして、平成31年度にこの計画が策定をされる予定になっております。その結果を踏ま

え、今後の町の財政状況と将来人口の推計をあわせながら、会染保育園についての検討をし

てまいりたいと思います。 

  会染保育園の建設につきましては、答申が平成27年12月に出されていますけれども、今後、

私たちと一緒に議員の皆様におかれましても、もう一度検討する機会があればというふうに

思います。 

  なお、保育料につきましては、国のほうで今検討でありますけれども、保護者に無料化と

いうそんな方向で進めておりますので、これは十分注視しながら、保育料については、また

検討していきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（那須博天君） 矢口新平議員。 

〔４番 矢口新平君 登壇〕 

○４番（矢口新平君） 教育長、無料化は進んではいます。 

  ただ、現在、池田の池田保育園と会染保育園はちょっと格差があり過ぎる。要するに、会

染保育園は、収納の場所がなくて廊下に物が積まれていて、本当に狭い廊下になっています。

やっぱり収納する場所がないから。それと、あと、トイレなんかも、使えないトイレなんか

もある。 

  そういう中で、私がこの一般質問を考えたのは、教育長も今年度最後ということで、ぜひ、
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要するに思い切った保小中の一貫教育の延長にあるのは、やっぱり平等じゃなければいけな

いということで、平林教育長の置き土産ではないですが、保育料を見直して、来年の３月を

迎えるべきだと私は思います。 

  行政も議会も、皆さんで話し合ったりいろいろやっていくと何年もかかってしまう。来年、

再来年、その後、保育園に上がってくる子供たちは、もう我々が結論出したときは、もう小

学生です。やっぱりその辺を考えて、この保小中一貫教育をやるんだったら、まず平林教育

長の置き土産で、何とか池田の池田保育園よりは、会染は若干ちょっと不便ですので、保育

料を若干下げるとか、そういう裁量というのは教育長、どうなんでしょうか。 

  今まで公民館問題等、難しい問題に立ち向かってきた教育長なら、こんなことはわけがな

いと思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（那須博天君） 平林教育長。 

○教育長（平林康男君） 矢口議員さんのおっしゃること、よくわかります。 

  ただ、質的な問題につきましては、池田保育園、会染保育園は本当に同じ質の中で、それ

ぞれの保育士が頑張っていますので、それについては問題はないと思います。本当に施設の

関係でという、言われるとおりであります。 

  また、先送りという言葉を言われるかもしれませんけれども、私の考えていることを新し

い教育長に告げながら、その理解をしっかりしていただきながら、新しい保育園の姿ができ

ればいいかなと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（那須博天君） 矢口新平議員。 

〔４番 矢口新平君 登壇〕 

○４番（矢口新平君） 独断では決められないかと思うんですが、ぜひ新しい教育長が来たら

３月までの課題にしてもらって、４月から上がる園児に関しては、保育料というのを本当考

えていただきたいと思うんですが、それか、本当に平成27年度の当初のとおり、これでいつ、

保育園を建てるんだという話ができたら別なんですが、今、子供がどんどん少なくなる中で、

我々も実質公債費比率等を考えれば、来年、再来年、計画の中へ入れてくださいということ

は、多分、言えないような気がする中で、そうしたら、どこかで差をつけなければ、池田町

の本当に平等な教育にならないと思うんですけれども、その辺、町長どうなんでしょうか。 

  町長は池田の地籍にいますが、会染の地籍から子供を通わせる子は、やっぱり池田保育園

にやりたいですよ、これ。私もこの間も、つい最近、会染の保育園へ行ったけれども、やっ
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ぱり物があふれているというか、雑然としているんだよね、遊具なんかも。今もう使わない

ような年少児用のが、ただ重ねてあったり、本当に何かがあったら危ないんじゃないかなと

思うけれども、町長の中で、保育料の見直しというのを何とかできないでしょうか、来年の

３月くらいまでに、どうでしょうか。 

○議長（那須博天君） 甕町長。 

○町長（甕 聖章君） 今、教育長、答弁したとおりかなと思います。 

  十分、またちょっと協議をして、いかがなものかと思いますけれども、建てかえにつきま

しては、とにかく人口推計、非常に厳しい状況になってきております。今年度の出生数考え

ますと、およそ30人ということになってきております。そうしますと、３年後、入園者が非

常に減るという見通しになりますと、極端にいいますと、池田保育園１園で間に合うという

ような人数にもなってくるかなと思います。 

  そんなことでありますので、非常に判断に迷うところでありますけれども、保育料の見直

しにつきましては、また庁内で検討してみたいなと思います。 

  以上です。 

○議長（那須博天君） 矢口新平議員。 

〔４番 矢口新平君 登壇〕 

○４番（矢口新平君） ありがとうございます。 

  ぜひ、それを半額にしろとかそういう金額じゃないんです。池田の保育園に5,000円払っ

ている人だったら4,500円とか、そのような本当、ちょっとした落差をつけることによって、

何とか納得をするということ自体が大事だと思います。 

  それと、もう一つ、子供が減っている中で、池田保育園も結構キャパありますので、ぜひ

池田のバスとかがありますよね。だから、会染の園児を一度に動かすことも可能じゃないか

と思います。いろんな意味で、運動会とかそういう交流を池田保育園でやるとか、その辺も、

また将来に向けて考えていっていただきたいと思います。これ、希望でございます。 

  それでは、最後の質問にいきます。 

  日本アルプス国際学院について質問いたします。 

  池田町が誘致しようとしている日本アルプス国際学院についてお聞きます。年内に、町民

に対して説明が、具体的なものがあると聞きましたが、まだその話がございません。池田町

が、他の市町村と池田町の違いをつくる大変いいチャンスだと私は考えています。 

  人口が自然減になっていく地方都市の中で、どこか違いをつくらないと、この１万人くら
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いの池田町は将来5,000人くらいになり、あるいは、どこか合併するか廃町なるかというと

ころまで、間違いなく目減りをするんではないかと思います。 

  そのベトナムの研修生たちが、池田の田舎に夢と希望を持ってやってきます、だろうと思

います。町として、福祉会館を提供し、宿舎を貸せるだけでいいのでしょうか。役場職員、

池田町民が一緒になってウエルカムはできないでしょうか、その施策を聞かせていただきた

いと思います。 

○議長（那須博天君） 小田切副町長。 

○副町長兼企画政策課長事務取扱（小田切 隆君） それでは、この点につきまして、私から

御回答申し上げたいと思います。 

  来春オープン予定の専門学校でございますけれども、これにつきましては、当大北管内初

の、高校以上の学校開設ということでございますので、大変大きな注目を浴びるところであ

ります。 

  特に、介護人材等を国外から求めるという国の方策、そして現在、長野県が進めておりま

す「しあわせ信州創造プラン2.0」にうたわれております学びと自治の力で拓く新時代とい

うことにもマッチしておりますし、また、当町にとっても、大変大きなメリットのある学校

という位置づけができるわけであります。 

  そこで、御質問の点でございますけれども、当町の今後の支援体制ということに少し触れ

てまいりたいと思いますけれども、まず、１点目でございますが、今までかつてないほどの

外国人の受け入れをするということになってまいりますので、各種手続の申請を、実際の窓

口となります住民課を初めといたしまして、税制を担当する総務課、介護分野の健康福祉課、

ＩＴ関連の産業振興課、学校関係の教育委員会、そして、総合調整をいたします企画政策課

がタッグを組みまして、新たなプロジェクトチームを立ち上げまして、スムーズな受け入れ

体制ができるように準備を進めてまいりたいと思っております。 

  また、２点目でございますけれども、これにつきましては、学校運営が軌道に乗るまでと

いう期間限定になろうかと思いますが、事務員の補助体制といったことも視野に入れていか

なければならないのかなと思っております。 

  そして、３点目でございますけれども、この専門学校が開校して２年目以降になるかと思

いますけれども、介護学科と日本語学科がスタートするわけでございますので、受け入れま

す外国人の方もピークに達すると予測されますので、これに対応するために、平成32年度以

降ですが、自治体国際化協会からの交流員の派遣といったことも検討に入っていくわけであ
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ります。 

  また、住民の方にしましても、一度に大量の外国人と接するということがございますので、

一種独特の危惧を持たれる方が非常に多いというふうに思っておりますが、これにつきまし

ても、以前の一般質問の中でもお答えしたとおり、既に池田町では、多くの外国人の方が住

んでいらっしゃいますので、それらの方と交流する中で、風土でありますとか習慣、こうい

ったものを、ぜひ勉強する機会を設けていきたいなと思っております。 

  以上であります。 

○議長（那須博天君） 矢口新平議員。 

〔４番 矢口新平君 登壇〕 

○４番（矢口新平君） 矢口住民課長にちょっとお聞きしますが、今、池田町は、どのくらい

外国人、外国籍の方が居住されているんでしょうか、大体でいいですよ。 

○議長（那須博天君） 小田切副町長。 

○副町長兼企画政策課長事務取扱（小田切 隆君） この点、私のほうでもちょっと調べてご

ざいまして、今、外国人登録されている方が88名と、これは秋の段階でございます。 

  その中で、ベストスリーということになりますと、中国人、ベトナム人、ブラジル人とい

った国籍を持っている方が多いという状況になっております。 

○議長（那須博天君） 矢口新平議員。 

〔４番 矢口新平君 登壇〕 

○４番（矢口新平君） 88名ね。 

  これで、国際学院に今度来る予定の人数というのは、大体200人とは言えなくて、100人ぐ

らいでしょうか、どうなんでしょう。 

○議長（那須博天君） 小田切副町長。 

○副町長兼企画政策課長事務取扱（小田切 隆君） まず初年度につきましては、ＩＴ学科の

みということになりますので、その募集期間も短いということも踏まえて、初年度は恐らく

20数名だろうというものが予想されております。 

  ２年目以降は、ここに介護学科と日本語学科が加わりますので、恐らくトータルでいけば、

260名くらいの人数がマックスで集まるのではないかということも推測されているわけであ

ります。 

○議長（那須博天君） 矢口新平議員。 

〔４番 矢口新平君 登壇〕 
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○４番（矢口新平君） そうすれば、ちょっと計算のできる人、して。 

  260名ぐらいがこの学院に来ると。そうすると、今いる88名、80名足すと340名くらいか。

そうすると、その人口に対する外国人の割合というのはどのくらいになるか、３％、もうち

ょっとなるか、どうでしょうか。 

○議長（那須博天君） 小田切副町長。 

○副町長兼企画政策課長事務取扱（小田切 隆君） まず、80名と268名足して300何がしでは

なく、それらを全部含めた中で、１年で260名前後ということになってこようかと思います

ので、パーセントとしまして、約2.6％か2.5％くらいといったような状況になろうかと思い

ます。 

○議長（那須博天君） 矢口新平議員。 

〔４番 矢口新平君 登壇〕 

○４番（矢口新平君） 2.5％か３％の間だと思うんですが、そうすると、長野県では多分、

上田か池田町くらいの外国人のパーセントになるかと思うんです、３％弱くらいですから。 

  そうなると、やっぱり共存共生というか、そういう部分は、未知の世界に入ってくると思

うんです。 

  ですから、先ほど言われた外の対策はいいんですが、一番問題になるのはソフトの部分で、

池田町の町民がウエルカムで、本当に心を開いて迎え入れるとか、あるいはもうちょっと、

一番の壁は、多分日本語の言葉の壁だと思うんです。それと、理事長予定者がよく言われる、

語学力を持ってくるというけれども、日本語というのはそんなに簡単じゃなくて、日常会話

の裏があるような言葉までなければ通じないと思うんだよ、いろんな意味で。そういう中で、

もうちょっと日本語がしゃべれるだけでは、本当に24時間１年間生活は、外国人にとっても

本当に苦痛になるかと思うんです。 

  そういう中で、私が聞きたかったのは、町としてもいろんな手を差し伸べるという意味で、

それじゃ、ブラジル人が20数名来るんだったら、各家庭にある要らない自転車を集めてプレ

ゼントをするとか、1,000円とかそこらで売っている自転車を、みんなでどこか集めてやる

とか、そういう心の部分から、ぜひウエルカムというのを出してみないと、行政的な言葉だ

けじゃ、温かみが何にも通じない。 

  すると、池田の町民も、本当にこういう違いをつくる部分で、人口が減っていく中で、明

るい若いベトナム人が来るんだったら、もうちょっと議論をして、じゃ、我々にできること

は何なんだというのをやっぱりやっていかなければ、ある程度、認めた以上は、だめだと思
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うんです。 

  きちんと、副町長のあれは間違いない。ただ、それだけでは本当に心の痛みだ、そういう

のが通じてこないんだよ。本当に、その若い子供たち迎え入れるだったら、みんなで真剣に

何ができるんだろうという議論をする必要があると思うんですが、その辺、また町長に振っ

ていいですか、町長、その後ちょっと聞くんで。 

○議長（那須博天君） 甕町長。 

○町長（甕 聖章君） ただいまの矢口新平議員の御質問にお答えします。 

  この20日ぐらいに、正式に学校法人としての認可がおりると。ですから、専門学校の理事

者も、それからスタートということで、恐らくその認可後に、いろんな細かいところまで話

があるだろうと思います。今、自転車というお話がありましたけれども、その話も全然まだ

進んでおりませんし、どうするのかもこちらもよくわかっておりません。 

  そんな話はこれから出てくるだろうと思いますので、そのときに、いろいろ町としてでき

ること、十分考えていきたいなと考えております。 

  以上です。 

○議長（那須博天君） 矢口新平議員。 

〔４番 矢口新平君 登壇〕 

○４番（矢口新平君） 最後に、副町長に聞きますので、ぜひそういう中で、来年度、副町長

言うように20数名、30名弱くらいが池田町に来ると。そういう中で、本当に短い期間ではあ

りますが、我々のできることをして、やっぱりきちんと受け入れてもらいたい。 

  それと、いろんな意味で、今、介護のほう、韓国人とか中国人来ていて、一番の問題は、

やっぱり言葉なんだよ。本当にちょっとしたことが、日本人と働いていて、韓国人が、中国

人がわからないんだよ。汚い話だけれども、おむつがそこに捨てるのがこっちに置いてあっ

て、それがトラブルになって人間関係がだめになって、本当に小さいことの積み重ねが問題

になってくる。それは、やっぱり言葉の壁だと思うんです。 

  そういう中で、副町長、これでもうオーケーは出しましたので、３月から、もう現実に20

数名来るというんだったら、その辺、もうちょっと深く考えていく必要があると思うんです

が、どうでしょうか。 

○議長（那須博天君） 小田切副町長。 

○副町長兼企画政策課長事務取扱（小田切 隆君） それでは、残り時間も４分切ったという

ようなことでありますので、端的に申し上げたいと思いますが、まず言葉の問題は、各地で
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トラブルを起こしている例は、あくまでも技能実習生ということで、日本語をマスターして

いない方たちの事例ということになっております。 

  今回は、事前に日本語の学習をした方ということになっておりますので、全国で報告され

るほど深刻な問題ではないのかなと。そんな気楽には思っておりませんが。 

  あと、先般、マレーシアのほうから学校給食で訪れました。そのことも新聞記事に載って

おりますが、町の中学生も、自分たちの語学力がある程度通じて非常にうれしかったという

ことがございますので、ぜひ社会教育の中でも、たとえ片言でもしゃべれるような講座等を

開くことによって、町民の方もそうした講座に参加すること。そして、先ほど言いましたよ

うに交流を結ぶことで、お互いに言葉を学び合うという姿勢も非常に大切でないのかなと思

っております。 

  以上であります。 

○議長（那須博天君） 矢口新平議員。 

〔４番 矢口新平君 登壇〕 

○４番（矢口新平君） ありがとうございます。 

  私も一町民として、何らかの形で、このベトナムの学校にかかわっていきたいという、今、

気がしていまして、私にできることは何だろうというのをよく考えて、また、やっていきた

いと思います。 

  ぜひ、私の言ったことを思い出していただいて、ベトナム人が来たら、変なふうに変な目

で見ないで、ワンワールド・ワンピープル、要するにワンワンです、みんな一緒なんだから。

それと日本は今、労働力が不足、これ目に見えてきています。ぜひ彼たちといい関係で、い

いつながりができるように、また、池田町がそれの先頭に立ってこれができたら、長野県か

ら今後、全国へ広がっていくんじゃないかと思います。 

  日本だけが選択肢じゃないんです。韓国、中国も同様で、今、中国なんかはベトナムの労

働力が欲しくて困っている。だから、国を挙げて語学教育したり、いろんな方式をとってい

ます。それと、韓国なんかは、もう授業料免除といって売り出してやっています。日本だけ

がこんなあぐらかいていたら、みんなよそへ行ってしまうよ。そうしたら、日本は本当にい

い社会になっていかないと思うよ。今までみたいなぬるま湯の中にいた日本では、池田町も

大きなあおりを受けると思います。ぜひ、そこら辺も含めて、心の中でウエルカムをやって

いただきたいと思います。 

  以上で私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 
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○議長（那須博天君） 以上で矢口新平議員の質問は終了いたしました。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◇ 横 澤 は ま 君 

○議長（那須博天君） 一般質問を続けます。 

  ２番に、２番の横澤はま議員。 

  横澤はま議員。 

〔２番 横澤はま君 登壇〕 

○２番（横澤はま君） おはようございます。 

  ２番の横澤はまでございます。 

  今回は、３点質問させていただきます。 

  先ほどの矢口新平議員の質問の中にもありましたが、平林教育長、本当に長いこと教育に

対して熱い思いで御尽力されまして、本当にお疲れさまでございます。 

  そういう意味もありまして、私のほうからも、教育を主体にした質問をさせていただきた

いと思います。 

  まず、健康教育における食に関する条件整備についてであります。 

  １つは、学校教育における新学習指導要領の方向性についてお聞きしたいと思います。 

  新たな学習指導要領は、小学校、平成32年度、中学校は平成33年度から全面実施されます。

今回の改訂には大きく２つの軸があり、１つは、教育課程を一貫した理念に基づいて構造化

を図ったことで、子供が、何ができるようになるのか、何を学ぶのか、どのように学ぶのか、

一人一人に向けて、どう支援するのか、さらに何が身についたかをどう評価し、改善につな

げていくのかという、一連の流れに沿って教育全般を見直し、教育課程を編成、実施するこ

とを求めており、従来の指導要領に比べて、極めて革新的なものとなっていると理解いたし

ております。 

  また、もう一つの重要な軸は、学校と地域社会との徹底した連携の推進ということで、学

校の教育、運営の活動が、単なる協力、支援ではなく、協働というレベルにまで踏み込んで、

緊密な連携関係のもとに行うとするものです。 

  学校教育の中核たる教育課程が、地域とともに実施されることを目指し、学校の管理運営

の部分についても、地域の参画を前提になされることとなっており、地域とともに教育を行
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っていこうとする姿勢を明確にすることが、強く求められていると聞いております。 

  当町の小・中学校でも、学校独自の教育課程の編成、実施を行うことになると思いますが、

地域や学校、子供たちの状況に応じた、意欲的で効果的な教育活動をどのように展開してい

かれるかお聞きいたします。 

○議長（那須博天君） 平林教育長。 

〔教育長 平林康男君 登壇〕 

○教育長（平林康男君） それでは、ただいまの横澤議員さんの御質問にお答えします。 

  前段、大変ありがとうございました。 

  新学習指導要領では、学校で習ったことがいかに社会に出たときに使えるか、また役に立

つかということを求めているものであります。 

  今回の保小中一貫型教育の中で、学校全体としての教育内容や時間の適切な配分、教科横

断的な学習形態など、子供たちのためのカリキュラム・マネジメントを作成し、共有化を図

っていきます。 

  文科省では、教科横断的なテーマを扱う総合的な学習の時間につきまして、週末や夏休み

を利用して、校外学習を推進する案を中央審議会に示しました。これが実施されますと、こ

れまでの公民館のフルチャレや小学校の地域交流活動、あるいは放課後子ども教室などが該

当する可能性が高まり、今後それらの体系化、そしてまた充実化が急務となってまいります。 

  以上であります。 

○議長（那須博天君） 横澤はま議員。 

〔２番 横澤はま君 登壇〕 

○２番（横澤はま君） 私のほうでも、今、教育長のおっしゃられたとおりの資料として、別

途に明記させていただきました。 

  また、ごらんいただければというふうに思っておりますが、先ほどのお話の中でもありま

したけれども、子供がこれからの活動を通して、教育としてどういうふうに成長していくの

かという中で、私が思いますのは、いろいろと保小中一貫が上げられている中で、やはり教

育とは、人生の生き方の種まきであるという、こういう文章を残されている教育者がおりま

す。なるほどなと思いました。 

  とかく私たちは、今の子供たちにどういう教育というふうな、いろいろな議論をされる中

で、最終的には子供がどう生きるかという、こういう中での教育が大事ではないかと思いま

す。先生方、一生懸命、教育に根差しておりますけれども、その辺のところが、どうも知徳
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体ではありませんが、知識のところだけが集中されているような懸念も、私自身が感じてお

ります。 

  やはり人が幸福になるということがいかなることであるかという、この幸福論ですが、き

ちんと子供たちに教えることが、教育における最も大事なことではないかなというふうに思

っております。ぜひ、この保小中一貫の中で、このどう生きるかという、その幸福論という

ことについても、しっかりと池田町の子供たちに教えてあげたいなと。また、先生方にもお

願いしたいというのが、私の気持ちでございます。 

  つまり、人はどういう生き方をすれば幸せになれるのか、あるいは友達のため、人のため

に幸せにすることを教えることが、教育の最も根本的な本願であると私は思っております。

その辺が、どうも今の社会の中では、大変何かないがしろにされていることではないかと。

ある人が言いました。なぜ、勉強するのかというこの問いに対して、子供たちに幸せになる

んだよと、幸福なんだよと、そのために勉強するんだよという、これがまさに大事な日本の

教育だというふうに私は思っております。 

  ぜひ、この池田町にも、そういう子供たち、幸せになれる、幸福だという教育の理念のも

とで、この保小中一貫、そして、また新学習指導要領に向けての方向性をきちんとしていた

だければというふうに思っております。 

  次にまいりたいと思います。 

  学校の健康・安全・食にかかわる資質・能力育成の取り組みについてお伺いいたします。 

  健康・安全・食にかかわる資質・能力を、知識・技能、思考力・判断力・表現力等、学び

に向かう力・人間性等の３つの柱に沿って、食育においても、これらを念頭に置いた取り組

みを進める必要があるとされております。 

  また、これまで、体育（保健体育）科の時間はもとより、家庭（技術・家庭）科、特別活

動などにおいても、それぞれの特質に応じて、適切に行うよう努めることとするとされてき

たものが、それ以外の各教科等においても、それぞれの特質に応じて適切に行うことが明示

され、学校の教育活動全体を通じて適切に行うという点により強調されております。 

  そして、取り組みを進めていくためには、当然、計画的に行うことが必要不可欠でありま

す。新たに学校運営上の留意事項に、食に関する指導全体計画等、各分野における学校全体

計画を関連づけながら、効果的な指導が行われるように留意することが明記されました。 

  今後、平成32年度に向けて各小中学校では、各教科と関連づけた食に関する指導全体計画

をもととした体系的な指導をどのように進められるのか、お聞きいたします。 
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○議長（那須博天君） 平林教育長。 

○教育長（平林康男君） それでは、まず各教科と関連づけた現在の学校の食育の取り組みを

御紹介したいと思います。 

  まず池田小学校です。昼の放送で給食の献立を発表して関心を高めております。また全校

におきましても、健康指導の中でバランスのよい食事、朝食アンケートの取り組み、そして、

また学校保健委員会では、そのアンケート結果の発表や望ましい食生活の研究協議、町の食

育月間にあわせまして、校内に食育に関する掲示物を張り出したりということであります。 

  次に、会染小学校です。児童会の取り組みとして、残食を減らそう週間、学校給食センタ

ーと栄養教諭との連携をしながら、献立づくりのポイントや地域食材の生かし方などを教授

したり、あるいは地域食材の生産者との交流給食、また伝統食材の教材化につきましては、

内鎌かんぴょう保存会の皆様から授業の計画をしております。 

  最後に高瀬中学校であります。自分の食生活の振り返りから課題を見つけ、よりよい食生

活のための学習や、生徒会で栄養士を招いて食の講演会等、学級活動や保健体育でも食育を

行っております。また総合的な学習では、郷土料理に挑戦をして、Ｂ級グルメコンテストに

も出品しました。 

  以上、現在でもさまざまな活動を行っていますので、これら実施されているものをさらに

充実、体系化していくことが、今回の計画の狙いであります。食育は保小中の中でも大切な

項目として、子供に、年代ごとに何を学んでいくかを体系化するなど、今後さらに取り組み

を進めていきたいなと思っていますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

○議長（那須博天君） 横澤はま議員。 

〔２番 横澤はま君 登壇〕 

○２番（横澤はま君） ただいま細かく御説明ありがとうございます。 

  これを、やはりさらに進めていく必要があろうかということで、各教科にどうかかわるの

か、この食育はどうかかわっていくのかというのが、池田の食育のあり方の、これからの課

題だというふうに思っております。 

  既に、私のところには、手元にありましたのが池田小学校でございます。これが、食に関

する全体の計画案が立案されております。しかし、これが実際に、各教科でどういうふうに

それを展開しているのかは私はわかりません。ただ、これが会染、そして中学も、こういっ

た形の食に関する全体計画が、いわゆる学校教育目標です、それとどうつなげていくのか、

教科とどう関連していくのか、これが池田町の課題だと思います。 
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  もちろん、全国そういったことで、各それぞれの分野でやられているところも実際ござい

ます。これからまた、私ちょっとつなげていかなければいけない栄養教諭の問題もあります

ので、その辺で、またちょっとお話しさせていただきますが、ぜひ体系的な食育の食に関す

る教科とともに、どう関連していくかのことについてのこれからの期待をしたいというふう

に思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  次にまいりたいと思います。 

  栄養教諭・学校栄養職員の適正な人材確保についてお聞きいたします。 

  今、特に若い世代の食生活が乱れており、健康な心身の成長が憂慮され、第３次食育推進

計画でも、若者たちが、みずから取り組む力を培う食育の推進が重点課題として挙げられて

います。 

  子供を取り巻く食環境上のさまざまな問題が浮き彫りになる中、人間教育の基礎にもなる

食の指導を徹底し、かけがえのない命の大切さを伝え、少子化が進む子供たち一人一人をし

っかり育てなくては、次世代を担うことはできないと感じております。 

  このような現状の中で、次代の人材育成を目標に取り組む、学校における食育の充実は何

よりも急務であります。そのためには、中核となる栄養教諭の安定した人材確保が強く望ま

れます。 

  平成32年度から新しい学習指導要領が全面的に実施され、食に関する諸課題への対応も含

め、関連する教科を通じて、食に関する指導を充実することが望まれ、栄養教諭の職務にこ

れ以上の期待が高まっております。 

  池田松川学校給食センターは、町村の組合立として県内唯一の施設で、県職員（栄養教諭

１名、学校栄養教員１名、松川中学校に所属されております）２名体制であります。年々児

童・生徒数の減少で、数年後には1,500人を割り、栄養教諭、学校栄養職員がいずれか１名、

引き揚げられるのではと危惧するところであります。早くからの対応が必要であります。町

の考えをお聞きいたします。 

  なお、参考としまして、保健厚生課のほうにお聞きしましたところ、こういう回答がござ

いました。長野県学校栄養士が289名、その他、合計305名というようなことをおっしゃって

おりました。うち、栄養教諭が129名ということであります。全国的には１万1,392名の学校

関係者がいらっしゃいますが、その中に6,092人ということの栄養教諭であります。約50％、

60％近い程度でございます。 

  その中で、共同調理場で1,600人以上は２人というふうになっております。そこで私が危
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惧するところが、もし1,500人になった場合には、１名引き揚げられるのではないかという、

そういう心配であります。 

  まさに単独校の給食では、550人に１人というふうに決まっております。単独校にします

と全単独校にということでありますが、残念ながら、ここがまだまだ認識が県のほうでもさ

れていないというか、499人以下４校で１人というような、こういう状況でございます。こ

れについての町側のお考えをお聞きしたいと思います。 

○議長（那須博天君） 平林教育長。 

○教育長（平林康男君） ただいまの御質問にお答えをしたいと思います。 

  池田松川の給食センターの栄養士につきましては、以前は長い間、子供の数が栄養士２人

体制の条件を満たしていたわけでありますけれども、１人体制がずっと続いておりました。

そんなことで、私たち池田と松川につきましては、毎年そのことを県に強く要望をした経過

があります。 

  その結果、６年ほど前からでありますけれども、ようやく２人体制になることができまし

た。それによって、栄養士が学校に出て指導をする機会がぐっとふえて、これは本当によか

ったなというふうに思っています。 

  しかし、昨年からでありますけれども、県では、これを人数の関係で１人体制にすること

を明言するようになってきています。長い間要件を満たしていたにもかかわらず、１人体制

だったということがありますので、これを強く主張しまして、何とか今の２人体制が維持で

きるよう、これは毎年人事のときに、両町村のほうで強く県のほうに要望をしておりますの

で、また、ぜひ含めて応援のほうもよろしくお願いをしたいと思います。 

○議長（那須博天君） 横澤はま議員。 

〔２番 横澤はま君 登壇〕 

○２番（横澤はま君） この池田町松川学校給食センター、歴史をたどりますと、昭和40年ス

タートしたというふうになっております。 

  私ごとでございますけれども、ちょうど44年に池田松川の学校給食センターに勤務させて

いただきました。そして、昭和49年12月に、県費移管ということで市町村に残るのか、ある

いは県職になるかというそういう時期がございまして、私としては、県の職員ということで

ずっとまいったわけであります。 

  その中で共同調理場というのが、今、長野県では、本当にこの池田松川たった一つだとい

うことであります。この歴史ある、しかも日本の初の池田松川共同調理場は、最も最初の開
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設ということで、大変長い間、給食に携わった方の御努力というものは、今の私たちの大人

の体を守ってくれた、成長させてくれた、この尽力というのは、本当にとうといものだとい

うふうに思っております。 

  しかし、子供が減少して、こういう状況にもなりかねないという中で、ぜひ今後、地域で、

池田町で栄養士をもう一人というような、そういう熱意を持ったところで、これからもぜひ

頑張って確保していただけるように、御尽力をいただければというふうに思っております。 

  次にまいりたいと思います。 

  池田町の小中学校に食のコーディネーター（栄養教諭）の配属を願うことについてお話で

あります。 

  いよいよ始まる新しい教育では、チーム学校の一員として、食の教育に取り組むことが明

記されている中、栄養教諭の期待は非常に大きい。そして健康寿命を延伸し、高齢化しても

活躍できる国民の育成にも、多くの使命を担うことが求められております。 

  昨年度、文部科学省は、栄養教諭を中核とした、これからの学校の食育～チーム学校で取

り組む食育推進のＰＤＣＡ～いわゆる計画・実践・評価・改善の冊子が各都道府県に配付さ

れました。 

  これは、栄養教諭が中核となって担う食育を学校全体で推進していくために、管理職者や

教職員と共通理解を図り、食育推進体制を設置してチームとして取り組み、これまで行って

きたことを見える化し、食育を推進するためのものであります。 

  さらに、新学習指導要領の施行に伴い、ここに現代的な諸課題に対応し、求められる資

質・能力として、健康・安全・食に関する力が上げられており、学びを通して、児童・生徒

は何ができるようになったか、課題解決への確実な力を身につけることができるよう示され

ております。 

  反面、学校における食育は、教育の一環として位置づけていますが、自校給食と給食セン

ターの配置や、職務内容の格差が生じているのも事実であります。 

  平成16年には、学校における教育活動全体で、教職員相互の連携を図りながら一丸となっ

て取り組むために、中心的な役割を担う栄養教諭制度ができました。 

  現在、給食センターの所在地が松川村ゆえに、当町の学校には栄養教諭が配属されており

ません。当然、５校の食教育を担っていますが、栄養教諭がより一層、管理と食育が一体的

に取り組めるよう、格差のない環境体制の整備が必要です。当町にも栄養教諭の配属を願い

ますが、考えをお聞きいたします。 



－65－ 

○議長（那須博天君） 平林教育長。 

○教育長（平林康男君） 先ほどお話ししましたように、現在２人の栄養士により、４月当初

でありますけれども、献立検討委員会で、５校各学校にアンケートをとり、希望に応じた内

容で食育を行っております。 

  例えばでありますけれども、会染小学校の１年生につきましては、好き嫌いなく何でも食

べることの大切さというものを、議題に押しながら来ていただいております。池田松川５校

を均一に訪問しておりますので、この栄養士につきましては、松川だけ特に多いということ

はございませんので、御理解をいただきたいなというふうに思います。 

  とにかく、今、私たちは栄養士の２人体制というのを、何とか維持していきたいなという

ことで考えておりますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

○議長（那須博天君） 横澤はま議員。 

〔２番 横澤はま君 登壇〕 

○２番（横澤はま君） こういうことは私、初めてでありますし、恐らく全国でも、うちの町、

あるいは村に、給食センターの場合、栄養教諭を欲しいという、こういうお話は初めてかと

思います。 

  私が、なぜこの質問をするかということは、実は、松川のほうに給食センターがいかれた

と。これはいたし方ないな。でも、反面、私が勤めた中では残念なことであります。 

  といいますと、そこに栄養教諭なり栄養士がおって、そして、少なくとも子供たちとのコ

ミュニケーションが組めるのが、やはり、そのきずなというものの大事な立ち位置に栄養士

があるのではないかという、こういう思いであります。運営委員会に行きましても、何か、

やはり池田町は遠のいているような、そんな思いをするわけであります。 

  かつては、池田小学校に給食センターがございましたし、また、会染のほうにもできまし

たが、でも、そこには栄養士がおり、そして職員がおり、そういう中での子供たちとの食に

かかわる問題については、非常に深い深いきずなができていたのではないかなと、そんなふ

うに思っておりますので、ちょっと欲張りかもしれませんけれども、２人おりますので、１

人ぐらいは池田小学校、あるいは高瀬へ配属させていただきまして、やはり子供たちとの関

係、そして食育に力を入れていただきたいなというのが私の思いでありますので、これを、

やはり行政で、しっかりと環境整備をしていくのも御役目の一つかなというふうに思います

ので、ぜひ、不可能ではないというふうに私は思っております。ぜひ教育委員会、町の熱意

を、県のほうに届けていただければありがたいなと、そんなふうに思っております。 
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  この栄養教諭というのは、平成17年には学校の食育基本法ができました。その前に、平成

16年に栄養教諭制度が制定されております。私も、幸い栄養教諭という経験を持った１人で

ございます。その中で、この法律ができる、法制ができるのは布石とまで言われております。

というのは、栄養教諭がいなければ、子供の食育というのは徹底していかないという、この

危機感です。子供の健康に危機感を感じたからこそ、こういう布石だと言われる栄養教諭制

度ができたわけであります。そういう意味も含めて、ぜひ行政の力強いプッシュを御期待し

たいというふうに思っております。 

  次にまいりたいと思います。 

  ２番目であります。 

  ２、健康長寿を目指す食育の取り組みについてのお考えを伺いたいと思います。 

  健康寿命と健康な食事・栄養改善の施策についてであります。 

  日本は、世界有数の長寿国ですが、健康寿命との間には約10年の開きがあり、医療費は40

兆円を超え、介護給付費は約10兆円という状況であります。また、将来推計によると、団塊

世代が後期高齢者に移行する2025年には、医療費が54兆円、介護給付費は19兆8,000億円に

達するなど、社会保障費の増加が予想されております。 

  中でも、がん、心臓病、脳卒中、糖尿病の生活習慣病が医療費の約３割を占めており、平

成28年度国民健康・栄養調査報告では、糖尿病が強く疑われる人、糖尿病の可能性を否定で

きない人が、いずれも約1,000万人と推計されました。また、健康寿命を左右する寝たきり

や要介護の原因の約半分が、脳血管疾患や認知症、心疾患などで、ナトリウムの過剰摂取が

生活習慣病の大きなリスク要因となっております。 

  これからの健康寿命の延伸では、メタボリックシンドロームなど生活習慣病予防の観点か

ら肥満を、一方、高齢期は虚弱（フレイルティ）予防の観点から痩せの人を減らすことが課

題となっており、一層の健康な食事、栄養改善が必要であります。 

  また、公費負担軽減の観点からでなく、高齢者の生きがい面からも、健康で自立、自活し

た生活を支える施策を推進することが望まれております。 

  当町は、これから10年を見据えた第６次総合計画（案）では、保健予防の方針として、健

康長寿な町を目指し、予防活動、食育を進めるとしておりますが、特に、高齢者の生活習慣

病の重症化の予防とフレイル進行の予防対策を、今後どのように取り組まれていかれるのか

お聞きいたします。 

  なお、参考資料をごらんいただきたいと思います。 
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  特に、高齢者にはたんぱく質、そして、また脂質の問題、エネルギーの問題、炭水化物の

摂取について、ＰＦＣバランスといいますが、このバランスが非常に崩れている、そして、

若者もそういう傾向であります。そういう中で、ぜひ、この高齢者等の予防対策について取

り組まれることをお聞きしたいと思います。 

○議長（那須博天君） 塩川健康福祉課長。 

○健康福祉課長（塩川利夫君） それでは、ただいまの御質問についてお答えしたいと思いま

す。 

  団塊の世代が75歳以上となる2025年から高齢者がピークを迎える2040年を見据え、生活習

慣病予防及び重症化予防を、さらに進めていく必要があります。医療の面から見ましても、

国民健康保険及び後期高齢者医療保険の１人当たりの医療費が増加傾向にあり、県の平均よ

りも高い状況となっております。 

  生活習慣病は、若い世代からの生活習慣によって30年、40年と長い年月を経て発症いたし

ますが、多様化する就労体制の影響も大きく、社会全体で働き方を考えていかなければなら

ない問題であると感じております。 

  高齢者のフレイル進行予防対策に関しましては、フレイル診療ガイド2018年版により、生

活習慣病、加齢、鬱や、複合的要因として多病、多剤、副作用、また社会的要因が影響して

いると書いてあります。そこで、町としては、フレイル対策として、生活習慣病予防及び重

症化予防を中心に実施してまいりたいと考えております。 

  また、糖尿病が悪化したことで起こる神経障害などから転倒、骨折し、寝たきりや認知機

能低下へつながることもありますので、高齢期になる前からの生活習慣病予防が大切と考え、

保健補導員の方や地区の役員の方と連携して、地区公民館の健康教室でも普及啓発をしてお

ります。 

  また、高齢期におけるとじこもりや筋力低下を予防するために、地域包括支援センターで

は地区公民館でのゴム体操の普及や認知症カフェを行っております。また社会福祉協議会や

自治会では、ふれあい会の交流事業も行っていただいておりますので、今後も各関係機関と

連携しながら予防活動を行ってまいりたいと思います。 

○議長（那須博天君） 横澤はま議員。 

〔２番 横澤はま君 登壇〕 

○２番（横澤はま君） ぜひ、これからの大きな課題でありますので、よろしくお願いしたい

と思います。 
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  町民の認識、意識を高めていくという、このことが大事かと思いますので、あらゆる方策

を立てて、全町挙げての健康づくりをお願いしたいなと、そんなふうに思っております。 

  なお、参考に私の同級生であります大学の教授をやられ、先日といいますか、夏に同級会

のときに、小林良二という医師でございます。フレイルについて、私たちにメッセージを送

りました。その資料を添付させていただきましたので、また、ごらんいただきたいなという

ふうに思っております。 

  さて、次にいきます。 

  和食文化の再生と両手いっぱい野菜運動についてです。 

  当町では今年度、「朝ごはんを食べよう」を重点テーマに、さまざまな食育の取り組みを

展開されてきましたが、小・中学生の朝食状況は、県の平均を上回っているものの、十分に

野菜が摂取されず、アンバランスな朝食傾向にあると聞いております。 

  学校は、食教育の中で、調和のとれた食事、つまり、主食、主菜、副菜、汁、牛乳ほかを

とることにより、健康維持増進に必要なエネルギーとバランスのとれた栄養成分を、ごく普

通に補給することができることや、和食文化などを学んでいます。 

  日本の伝統的な和食は一汁三菜で、2,000年以上の歴史を持っており、食材や料理技術な

ども諸外国に学び、日本の気候、風土、国民性に合うように進化させてきました。世界の無

形文化遺産に登録された和食は、世界中から健康食として評価されております。 

  しかし、現在の食生活は、欧米風の食生活に走る傾向があり、生活習慣病がふえておりま

す。そのため、本来の健康食としての和食文化を見直し、食生活の中心に置く運動を展開す

る必要があると考えます。旬の食材を生かした和食は、地産地消の食文化であり、本来の農

産物を利用することでもあります。また、ＴＰＰの環太平洋経済連携協定で揺れる日本農業

の活性化につながる運動でもあります。 

  今後、町民一人一人の健康長寿を願い、活力ある町づくりを推進していくために、池田町

食育推進計画の事業推進はしかるべきですが、和食文化の再生、両手いっぱい野菜運動を根

幹とした健康づくりを町民が深く理解し、実行することをもって結実させることこそが肝要

と認識するところであります。それゆえ、このような食育運動を進めるべきと思いますが、

考えを伺います。 

  なお、ここに、ごらんいただければと思います。参照させていただきましたが、ごらんい

ただきたいと思います。 

  また、食育推進母体、池田町子ども・子育て会議の組織化を、現在の行政の縦割り方式で
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は、健康にかかわるいろいろな施策を推進するのに、十分な成果を上げることはできないと

感じ、新たな視点に立った推進母体、推進会議をつくる必要があると思います。 

  食生活の改善推進には、食材の生産者や供給業者、料理する人、栄養指導する人、正しい

食習慣を身につけさせる人など多岐にわたり、また、行政組織の面から見ても中核になる母

体が必要であります。さらに、よりこの運動の成果を上げるためにも、民間団体や民間企業

の協力が不可欠であります。推進母体の組織化について、町の考えをお聞きいたします。 

○議長（那須博天君） 塩川健康福祉課長。 

○健康福祉課長（塩川利夫君） それでは、ただいまの２点の御質問についてお答えさせてい

ただきます。 

  和食は世界にも認められた食文化であり、日本人としてうれしい限りです。しかしながら、

近年は手間のかかる和食よりも、簡単に食べられるファストフードなど食の外部化が進み、

それに伴って生活習慣病がふえていると考えられますが、時代背景から和食だけを提唱する

のは難しいと考えております。 

  和食、洋食に限らず健診結果や医療機関での検査結果から、体の状態に合わせて食べ物を

選択できるような支援をしていくことが重要と考えております。 

  まずは健診を受けていただき、食生活や運動習慣などを振り返っていただけるよう、健診

結果説明会や地区での健康教室で啓発してまいります。また、来年度の食育推進計画の重点

テーマは、「バランスよく食べよう」ですので、炭水化物、たんぱく質、脂質の三大栄養の

摂取量や野菜の摂取量についても、各機関と連携しながら啓発をしてまいります。 

  もう一つの御質問についての回答でございますが、子ども・子育て推進会議の委員は、一

般公募、保護者、農産物の生産者や販売者、社会福祉協議会、学校、教育委員会、生涯学習

課、産業振興課等多岐にわたり、それぞれの機関が、関係する機関と食育の推進を行ってい

ただいておりますので、新たな組織化は考えておりませんので、お願いしたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（那須博天君） 横澤はま議員。 

〔２番 横澤はま君 登壇〕 

○２番（横澤はま君） 今後の大きな課題だと思いますので、ぜひいろいろなあらゆる角度か

ら御検討いただいて、健康づくりをお願いしたいなというふうに思っております。 

  それで、食育推進の特別会議委員会が設置されて２年になります。いつか、食育の条例と

いうのを目指しながら、今研究をしておりますが、また、そういった形も出てきたときには、



－70－ 

ぜひ町としてもお考えをいただければというふうに思っております。 

  最後になります。 

  時間がございませんので、簡単にいきたいと思いますが、３、地域交流センターの運営組

織体制についてであります。 

  これは、既に前回にも一般質問させていただきました。要は、お願いすることは、組織づ

くりができたのか、どうするのかというところの返答で、細かい点につきましては、これか

らの矢口稔議員の質問にありますので、そこでお答えいただければと思いますが、まず、こ

の組織づくり、運営組織について御返答いただきたいと思います。 

○議長（那須博天君） 倉科生涯学習課長。 

○生涯学習課長（倉科昭二君） ただいまの横澤議員の御質問にお答えします。 

  現在、交流センター運営方針を、センター建設前に策定いたしました基本構想に基づき作

成中であります。その中で、施設運営などにつきまして表記していきたいと考えております。 

  今後作成次第、教育委員会、公民館運営審議会、芸文協などと協議をしてまいりますので、

いましばらくお時間をいただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（那須博天君） 横澤はま議員。 

〔２番 横澤はま君 登壇〕 

○２番（横澤はま君） ぜひ、早急にお願いをしたいと思います。 

  以下、矢口稔議員に委ねたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（那須博天君） 以上で横澤はま議員の質問は終了いたしました。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◇ 倉 科 栄 司 君 

○議長（那須博天君） 一般質問を続けます。 

  ３番に、１番の倉科栄司議員。 

  倉科栄司議員。 

〔１番 倉科栄司君 登壇〕 

○１番（倉科栄司君） 12月定例議会の一般質問を行います。 

  午前中最後になろうかと思いますが、よろしくお願いを申し上げます。 
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  空き家バンクの現況と課題についてということでお尋ねをしたいと思います。 

  空き家バンク制度が始まり、１年を経過する中で、空き家バンクの現況と今後も含めた課

題についてお聞きをしたいと思います。 

  先日、11月10日付の市民タイムスの紙面で、池田町で開設した空き家バンクの現況が報道

されました。空き家を有効活用するための補助制度の創設や、さまざまな側面からの支援制

度により、着実な成果が上がっていることが報じられていました。全国的な人口減少の中、

移住・定住が推進され、成果を上げることにより、人口減少に多少でも歯どめがかかること

が期待されます。 

  限りある紙面では伝え切れない具体的な数字も交えた空き家バンクの現況について、まず

お聞きをしたいと思います。 

○議長（那須博天君） 小田切副町長。 

〔副町長兼企画政策課長事務取扱 小田切 隆君 登壇〕 

○副町長兼企画政策課長事務取扱（小田切 隆君） それでは、私のほうから池田町空き家バ

ンクの11月末現在での現況をお答えしたいと思います。 

  先ほど御質問の中にもありましたとおり、この空き家バンクにつきましては、昨年の10月

に立ち上げて以来１年が経過してございますが、その間、25件の登録件数がございました。

さらに、そのうち賃貸といたしまして３件、売買が９件、計12件というもの、率にしますと

半数近いものを占めるわけでございますが、これが商談として成り立ったという状況になっ

ております。 

  さらに、この売買の９件を掘り下げて分析をしましたところ、購入後、改修、リフォーム

をした方が５件、購入後、そのまま解体をして新築をしたという方が４件という状況になっ

ております。 

  現況につきましては以上になります。 

○議長（那須博天君） 倉科栄司議員。 

〔１番 倉科栄司君 登壇〕 

○１番（倉科栄司君） 今、最新の数字を課長のほうからお聞きをしたわけでありますが、市

民タイムスの報道の中で、実際に報じられた数字からちょっとお尋ねをしたいと思います。 

  町内の空き家が268件あったという実態調査ができたとことで、このうち182件の所有者に

意向を尋ねたとありました。所有者には、どういった方法でこれからに対する意向を尋ねた

のかお聞きするとともに、意向を聞くことができなかった86件の所有者はどういった理由が
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あったのか、差し支えない範囲で結構でございますので、答弁をいただきたいと思います。 

○議長（那須博天君） 小田切副町長。 

○副町長兼企画政策課長事務取扱（小田切 隆君） それでは、昨年の秋に実施いたしました

意向調査について御説明申し上げますが、まず、各自治会長さんから情報をいただきました

ものをベースにいたしまして、今回の空き家の対策調査としましては、268件ということで

ピックアップをさせていただいております。 

  ただ、このうち広津陸郷地区にございます空き家、これが86件ございましたが、これにつ

きましては、そのほとんどが居住に適さない物件、さらには、土地の値段から解体費を差し

引きますと、不動産価格としましてはマイナスになってしまう、いわゆる負の資産いう位置

づけがございます。個々の相対で取引する意味では、そういった負の資産でも構わないわけ

でございますが、事当町の空き家バンクにつきましては、それぞれの物件に不動産の方が担

当するということになりますので、このマイナスの部分につきましては、どうしても業者に

敬遠されてしまうということがございますので、この広津陸郷地区の86件は、今回の調査か

ら除外をしてございます。 

  残りの物件につきまして、固定資産台帳に登録されております所有者の居住地に郵送でお

送りいたしまして、あわせまして、その同封したのは、返信用の封筒を入れておきましたの

で、それにて回収をしたというところでございます。その結果といたしまして、10件が住所

不明ということで戻ってきてございますし、87件が回答なしということで出てきております。 

  恐らく御質問のあったのは、こちらの回答なしのことかと思いますけれども、いかんせん

全然何の音沙汰もなく回収できなかったということでございますので、その理由等につきま

しては、分析ができていないという状況であります。 

  以上です。 

○議長（那須博天君） 倉科栄司議員。 

〔１番 倉科栄司君 登壇〕 

○１番（倉科栄司君） わかりました。 

  町を離れると、なかなか事情があって回答を寄せられないというようなことがあろうかと

思いますが、特に土地とか家屋については、非常に愛着のあるものだと思います。祖先から

守ってきた土地であったり、また、一生の買い物と言われます住宅の建設ということがあり

まして、たまたまどこかに空き家がないかというような話がかつてあったときにも、こうい

った話があったわけですが、意向を尋ねると、やっぱり自分の生きているうちはとか、それ
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から、あるいは、現在は空き家のほうについては、物置程度に使っているというようなこと

があって、なかなかそういった売買とか物件の賃貸ができなかったという事情があったよう

な気もいたします。 

  こんなことをしておりますので、現在、賃貸を望まない人も、事情が変わって状況に変化

が出ると思いますので、リスト化をした中で、連絡を密にとっていただきたいということで

ございますが、特に、返事がない方についてはしようがないわけでございますが、３番にご

ざいますように、意向調査に回答した人のうち、46人が売却や賃貸を望んだとありましたが、

売却を望まないという方についての理由は、何かおありでしたらお聞きをしたいと思います。 

○議長（那須博天君） 小田切副町長。 

○副町長兼企画政策課長事務取扱（小田切 隆君） この賃貸及び売買を希望されない方の意

見を集約いたしますと、５つのジャンルに分けられるかと思います。 

  まず、１点目が今後活用する予定があるということでございます。これは恐らく将来、子

供さんが帰ってきたために、残しておきたいという声が非常に大きいのかなと思っておりま

す。２点目が既に現在、物置や倉庫として使っている、３点目が今後解体する予定がある、

４点目が賃貸や売買に適さない古い物件である、そして、５点目が、まだ相続が未完了であ

るといったようなことが主な意見として寄せられている状況であります。 

  以上であります。 

○議長（那須博天君） 倉科栄司議員。 

〔１番 倉科栄司君 登壇〕 

○１番（倉科栄司君） 今、お話をいただきました。 

  そういった方も、将来については、また事情が変われば、そういった意向で何とか新しい

うちに誰かにお貸しをしたりとか、売却できるものということがあろうかと思いますので、

ぜひ連携については、連絡を密にとっていただくことをお願いしたいと、こんなふうに思い

ます。 

  次にいきたいと思います。 

  空き家バンクの運用推進には、不動産業者の皆さんで組織する町空き家等利活用連絡会や

町移住定住促進協議会が、町の担当係と連携をとることにより、よりスムーズに、より広い

ネットワークが生かされ、充実した情報提供がなされて成果が上がっていると思われます。 

  そんな中で、空き家バンク制度が１年を経過しました。成果が目に見えて上がってはきて

はいるところでございますが、今、課題として把握していることがあればお聞きをしたいと
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思います。 

○議長（那須博天君） 小田切副町長。 

○副町長兼企画政策課長事務取扱（小田切 隆君） まず、課題の１点目でございますが、先

ほどのアンケート調査でもございましたが、回答がないという方が半分近くいるということ

も踏まえまして、なかなか所有者と連絡がとれないということがあります。 

  そして２点目でございますけれども、利活用がなかなかできないという理由によりまして、

登録ができないという物件が非常に多いことかなと思っております。 

  特に、この２点目の件につきましては、先ほど広津陸郷地区の状態のときもお話ししたと

おり、土地の価格よりも取り壊し費用が多くなってしまうということで、さらにこういった

動きが、特に土地につきましては価格が下がる一方でありますし、解体費用につきましては

上がるということで、こういった状況がさらに広がっていくものと思っております。 

  特に町なかの場合は、住宅密集地ということがございますので、隣同士が非常に接近して

いる状況でございますので、なお、この解体費用がかさんでしまうということがございます

ので、幾ら所有者が登録をしたいという気持ちがありましても、やはり仲介する不動産業者

からは、そうした負の資産という位置づけがされてしまいますので、敬遠されるということ

が懸念材料かなというふうに強く感じているところであります。 

  以上であります。 

○議長（那須博天君） 倉科栄司議員。 

〔１番 倉科栄司君 登壇〕 

○１番（倉科栄司君） 今、課長のほうから回答がないという物件のほかにも、利活用の問題

があるというようなお話をいただきました。 

  課題の一つとして、こういったことはないでしょうか。町内の空き家を一斉に調査をいた

しました。今後出てくる物件が、毎年毎年そう多くはないと思うんです。ということは、一

斉に調査をした段階で、例えば280何件、およそ300件近いものがあったけれども、今後ここ

に一緒に積み上がってくるものがそんなに多くないということも、やっぱり一つの課題とし

て捉えられるんじゃないかと思いますが、これについては、課長のお考えはいかがでしょう

か。 

○議長（那須博天君） 小田切副町長。 

○副町長兼企画政策課長事務取扱（小田切 隆君） 確かに、空き家の掘り起こしというもの

は、初年度につきましては一斉に把握できるわけでございますが、その後、そんなにたびた
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び空き家も出るものということでもないということも、一つの課題としてあるわけですから、

目新しい空き家の掘り起こしということも、今後の課題の一つになってくるかと思っており

ます。 

○議長（那須博天君） 倉科栄司議員。 

〔１番 倉科栄司君 登壇〕 

○１番（倉科栄司君） 答弁の中でも語られていますが、今後、人口減少や高齢化の影響で、

そんなに多くはない、空き家がふえてくるということは想像ができるかと思います。 

  地区の人の動きで、各自治会の中で確実な把握ができるのは、やはり先ほど調査に御協力

をいただいた自治会長さんではなかろうかと、こんなふうに思います。１年、あるいは２年

で交代されている自治会長さんですが、常に緊密な連携をとって、情報があればこちらのほ

うにとか、行政のほうに連絡をいただくというような体制づくりはできているかどうかをお

聞きしたいと思います。 

○議長（那須博天君） 小田切副町長。 

○副町長兼企画政策課長事務取扱（小田切 隆君） まず現在、総務課の消防防災係は、池田

町空家等対策計画に基づきまして、業者に委託をしまして、詳細な空き家の調査をしてござ

います。 

  そのうち結果が出まして、その結果につきましてもデータベース化がされるということで

ございます。ですから、このデータができた段階で、その後、やはりデータ更新ということ

が必要な作業となってまいりますので、そこの部分を自治会長さんにお願いできるよう、し

てまいりたいなと思っております。ですから、このデータベース化ができた後に、そういっ

たシステムづくりというものに着手してまいりたいと思っております。 

○議長（那須博天君） 倉科栄司議員。 

〔１番 倉科栄司君 登壇〕 

○１番（倉科栄司君） 先ほど課長からの、町なかに空き家があっても、なかなか隣接をして

いて、連携していて、なかなか取り壊すのも難しいというようなお話もございましたが、私

の住んでいるところの４丁目の境から５丁目の消防署へ行く信号機の間に、いわゆる道路に

面して家屋が建っているところが、およそ20軒ございます。そのうち、半数の10軒が人が住

んでいない状況だということで、やはり先ほどの課長の答弁にありましたように、物件的に

非常に古くなってしまって、もう本当に隣の家を壊せば、一緒に壊れてしまうというような

物件も中にはございますし、物置として使っているという物件もあります。 
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  やはり、新しく空き家ができた段階で次の行動ができるような、今のお話のようにベース

化とかそういったことで、今後なるべく有効的な活用ができ、町が移住定住に向けて進んで

いくような方法をとっていただきたいと思いますが、実際に私どもの住んでいる町も、夜、

電気がつかないというような状況が非常にふえてきておりますので、そんなことで、ぜひ新

しいうちに新しい動きができれば、誰か新しい人が来てくれるということで、１件は、信号

機の近くに新しい方が居住をされまして、町のほうへ新しく入っていただいてということで、

そんなことで町が活性化していくこともございますので、ぜひそこら辺につきましては、ベ

ース化等のものについて自治会長さんとの連携、あるいは不動産業者との連携を十分に密に

とっていただきたいと、こんなふうに思います。 

  それでは、最後になりますが、空き家バンク制度により契約が成立し、実際に居住されて

いる皆さんとの連携はどのようなものを、どうのようにとられているのかをお聞きしたいと

思います。 

  現在では、さまざまな方法により情報発信がなされます。しかし、一番確実で一番効果が

あるのは、やはり口コミによるものと思います。池田町に、空き家バンク制度を活用し移住

された皆さんと細やかな連携をとり、契約成立で終わりではなく、契約後、きめ細やかなフ

ォロー体制を構築することで、新たに移住された皆さんから、池田町のよさをＰＲしていた

だくことができるのではと考えます。 

  地味でも確実に、次の移住定住者への道筋をつけるため、空き家バンクの利用により、池

田町に移住された皆さんと十分な連携をとっていただきたいと思いますが、これについては

いかがでしょうか。 

○議長（那須博天君） 小田切副町長。 

○副町長兼企画政策課長事務取扱（小田切 隆君） まず、今まで賃貸及び売買が成約したと

いう一連の流れの、ちょっと一つのパターンを御紹介したいと思いますけれども、まずは、

都市圏での移住セミナーに参加をいたしまして、池田町のことを知ったということになりま

す。次のステップといたしまして、町で主催をしてございます日帰り体験ツアーに参加いた

しまして、そこで、現に池田町に移住してきた方の声、これ、町が委嘱しております定住ア

ドバイザーの方でございますが、こちらの方との懇談をする時間を必ず設けてございまして、

生の声を聞いて御判断をいただいたと。次に、空き家バンク等を利用する中で、定住に結び

つけたというのがパターン化してございますので、ぜひこの流れを、町としても非常に大切

にしていきたいと思っております。 
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  今の現段階では、その定住アドバイザーの方５名委嘱してございますが、当然、移住の方

ふえてまいりますと、そうした動きにもどんどん加わっていただきまして、そこで町のホー

ムページでありますとか、移住セミナーの折に、生の声として情報発信をしていけたらと思

っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（那須博天君） 倉科栄司議員。 

〔１番 倉科栄司君 登壇〕 

○１番（倉科栄司君） 首都圏のところの情報発信とか日帰りツアーとか、さまざまな体験を

実施されていることを聞いて、非常にありがたいと思います。 

  体験者が、あらゆる媒体を利用して情報発信していることが一番いいんですけれども、一

つ、例えば池田町に来て起業をしたい、例えばシェアベースなんかございますよね。ああい

ったところを利用して、起業して町に来たいという方等について、商工会とかそういった関

係団体と連携をとっていただきたいということで、窓口を企画政策課と商工会との連携、そ

ういった連携についてのこれからの方針とかというのがあったら、お聞きをしたいと思いま

す。 

○議長（那須博天君） 小田切副町長。 

○副町長兼企画政策課長事務取扱（小田切 隆君） ただいまおっしゃいました移住者の起業

という部分でございますが、実は今まで空き家バンク、うちが伸びた理由は、その各種補助

制度をセットしたということでございましたが、たまたまその補助制度は、居住向けの補助

制度でございました。ですから、空き家を使って起業するといった補助制度はなかったわけ

でございます。 

  これにつきましては、先般、商工会のほうからも、何とか制度化をしていただけないかと

いう要望がございましたので、まだこれ、予算審議に入っておりませんので、詳しいことは

言えませんけれども、私どもの一応一つの案としましては、空き家を利用した起業向けの補

助制度の創設といったことも視野に入れているところであります。ですから、そういった情

報も、商工会のほうからいただく中で、連携して進めていきたいなと思っております。 

  以上であります。 

○議長（那須博天君） 倉科栄司議員。 

〔１番 倉科栄司君 登壇〕 

○１番（倉科栄司君） 前、一般質問で、町の活性化の中でちょっと質問をさせていただいた

ときに、移住定住に関してということもありまして、起業をしたいということで、町にそう
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いった場所を求めてくる方について、商工会の皆さんとの話し合いの中で、ちょっと町とそ

の当時では連携がとれていなかったということで、ぜひ町との連携を商工会もとらせてもら

いたいということでございましたので、今のお話でいきますと、そういうことが可能だとい

うことでございますが、ぜひ実現に向けて努力をお願いしたいと思います。 

  また、そういったことを、いろんな面で情報発信するということも大事でございますが、

例えばハーブセンターとか、あるいは役場、それから今、新しく始まりましたシェアベース

等に、空き家バンクに登録するとか、それから町に、移住定住にこういった制度があったり

とか、こういったことで町は、今、事業を展開しているというようなことで、こういう希望

する方の意向が投稿できるようなポストとか、そういったものが設置できないかということ

について、ちょっとお尋ねをしたいと思いますが、例えば土日に、家族で池田町のほうへ移

住した、あるいは、そのようなところに移住したいという方が町を訪れたときに、休日でし

たら役場もあいていないというようなこともございますが、例えばハーブセンターとか、今

言うシェアベースでありますとか、そういったところで、こういうポストとかそういうこと

で意向が投稿できる、そういったポストみたいなものが設置できれば、それについて、また

回収をして、町のほうから連絡をさせていただくというようなことで、本当に流れとしては、

なかなか大きな流れにならないかと思うんですけれども、いろんなことで移住定住に向けて

の情報発信をしていけるかと思いますが、そんなようなことが今後できるかどうかについて、

課長のお考えをお聞きしたいと思います。 

○議長（那須博天君） 小田切副町長。 

○副町長兼企画政策課長事務取扱（小田切 隆君） ただいま非常に目新しい提言をいただき

まして、ありがとうございます。 

  これらにつきましても、関係する部局と、ちょっと検討に入らせていただけたらと思って

おりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（那須博天君） 倉科栄司議員。 

〔１番 倉科栄司君 登壇〕 

○１番（倉科栄司君） 今、検討していただくということでありますが、ぜひ小田切課長、実

現性の高い行動をとっていただきまして、非常に目立つような色で、本当に例えばレジの精

算所の横にとか、町としては移住定住の促進をしておりますよとか、どんなことも結構です

ので町に連絡を欲しいとか、あるいは希望する方については、今後こういったことをお助け

できますよと、そんなようなことでも結構ですので、そんなような簡単なもので、ぜひ掘り
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起こしをしていただきたいと思いますが、これについていかがでしょうか。 

○議長（那須博天君） 小田切副町長。 

○副町長兼企画政策課長事務取扱（小田切 隆君） 先ほどの新しい提言とともに、具体的な

そうした設置場所、あるいは効果的な方法といったものもあわせて検討させていただきたい

と思います。 

○議長（那須博天君） 倉科栄司議員。 

〔１番 倉科栄司君 登壇〕 

○１番（倉科栄司君） 検討するということは、やらないというようなことも実際にあるわけ

でございますが、ぜひ前向きなことで、何年かたったらというより何年もたたないうちに、

半年ぐらいの間にそういったことが実現できるような体制づくりを、ぜひお願いをしたいと

いうことを希望いたしまして、一般質問を終わります。 

○議長（那須博天君） 以上で倉科栄司議員の質問は終了いたしました。 

  一般質問の途中ですが、この際、暫時休憩といたします。 

  再開は１時を予定しております。 

 

休憩 午前１１時４４分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（那須博天君） 休憩を閉じ再開いたします。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◇ 薄 井 孝 彦 君 

○議長（那須博天君） 一般質問を続けます。 

  ４番に、７番の薄井孝彦議員。 

  薄井孝彦議員。 

〔７番 薄井孝彦君 登壇〕 

○７番（薄井孝彦君） ４番議員の薄井孝彦です。 

  今回は、町平たん部の水道用地下水の保全対策の問題と、防災対策の２つのテーマについ
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て質問させていただきます。 

  まず、１番、池田町平たん部の水道用地下水の保全対策についてですが、本年９月８日付

の新聞において、一部上場企業サントリー食品インターナショナル（本社東京）が、大町市

常盤の西山地区で、地下100メートルから地下水をくみ上げ、年間約1,000万ケース（１ケー

ス550ミリリットル、24本入り）のミネラルウオーター、サントリー天然水の生産を、2020

年末から稼働を予定しているとの報道がありました。サントリーは、年間13万2,000立方メ

ートルの地下水の揚水を行うことになります。 

  池田町の平たん部の水道用水源は、100％地下水に依存しております。その地下水は、高

瀬川の伏流地下水及び東山の森林浸透水から構成されると考えられます。 

  今回の質問に当たり、松本盆地の地下水保全問題に精力的に取り組んできている安曇野市

の取り組みをお聞きし、資料をつけさせていただきましたので、それをもとに説明させてい

ただきたいと思います。 

  安曇野市の調査によりますと、高瀬川の伏流地下水は、水を通さない岩盤、先代三系や大

峰類層で囲まれた松本盆地の大きな地下水瓶、かめとも言いますけども、につながっている

と考えられます。 

  すみませんけれども、５ページの資料１をごらんいただきたいと思います。 

  これは、安曇野市の烏川から明科にかけての地質断面を図で示しておりますけれども、松

本盆地に降った雨は、水を通さない岩盤が地下にありまして、その上に最大400メートルの

厚さの砂礫層がありまして、そこを平均10年から15年を経過して、犀川、それから高瀬川、

穂高川の３つの河川が合流するその押野の付近から、標高520メートル程度ですけども、湧

き出しているというふうに考えます。 

  近年、安曇野市の一部のわさび田の湧水が、水枯れ現象を発生したということから、危機

感を感じた安曇野市は、平成22年ころから委員会をつくり、地下水の保全実態調査、保全対

策について研究、検討をしております。 

  次のページをごらんになっていただきたいと思います。 

  ６ページ、これに、松本盆地における地下水の流動経路というのを示してありますけれど

も、これは信大の調査したものでございますけれども、これを見ても、池田町の地下水とい

うのは、安曇野市の三川合流部のほうへ流れている可能性が、つながって水瓶とつながって

おりまして、三川合流部のほうへ流れている可能性があるかと思います。 

  次のページの７ページの長期的な水位・湧出量の変化ということで、安曇野市の行った調
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査が図２の24に示されておりますけれども、長期的に見ますと、湧出量は減少しておりまし

て、地下水というのを見ますと、三川合流部では余りこう変化は見られません、少ないんで

すけれども、上流部であります大町市だとか松本市では、10メートル近くの水位低下がある

ということがこの図から見てわかるかと思います。 

  次のページ、８ページをごらんになっていただきたいと思いますけれども、これは安曇野

市が行いました現在の松本盆地の水田作付面積が、現在よりさらに40％減った場合、どうい

う現象が起こるかということですけれども、三川合流部の水位が低下して、その湧出量が

25％減少する。それとあわせて、同時に上流部である大町市、これ池田町も含めますけれど

も、10メートル近い水位低下が起こるということが言われております。 

  ついでにすみません。次のページの９ページに、資料４として安曇野市における水の収支

ということで、地下湧水量がふえますと、やっぱり湧出量が減少して、全体的な水位低下が

起こってくるということがわかると思います。 

  これで、地下揚水量を年3,400万立方メートルとなっておりますけれども、国土交通省の

調査では、工業用水としては、松本盆地全体で約5,000億トンというふうに推定した値が報

告されています。 

  また、その下の表の３の１に、安曇野の地下水が生み出す価値ということで、ミネラルウ

オーターの生み出す価値が849億円だということでなっておりまして、これから推定、計算

していきますと、年間約57万立方メートルの揚水量が安曇野市ではあるというふうに考えら

れます。 

  元に戻ります。 

  ミネラルウオーター製造に伴う無制限の地下水揚水は、松本盆地全体の地下水の減となり、

それにつながっている町水道水源地下水への影響も考えられます。そこで、池田町町民に必

要不可欠である水道用地下水を、将来にわたり保全するために必要と考えられる対策につい

て、町の考え方をお聞きします。 

  まず、(1)として、池田町平たん部の水道用水源の地下水の水位及び水質の現状について

お聞きします。 

  池田町の平たん部の水道用水源は、大町市社の第１水源、これは丹生子水源と言われてい

ますけれども、地下１メートルの浸透地下水を集めて、自然落下にて町に導水し利用してい

る資源でありまして、電気代のかからない貴重な水源であります。それと池田町５丁目にあ

る第２、４、５水源、これは地下100メートル程度の井戸から、地下44メートル付近からポ
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ンプアップしている水源というふうに聞いております。 

  先ほどの安曇野市の調査でもございましたけれども、安曇野市の地下水量は、昭和61年か

ら平成19年にかけて、年平均595万立方メートル減少し、平成19年から平成27年にかけては

微増傾向だといっております。 

  また、同市の調査も先ほども述べましたけれども、長期的に見ると、松本盆地の地下水位

というのは昭和59年から平成28年までで、大町市で約10メートルから15メートル、それから

松本市で８メートルから10メートル低下しているというふうに推察されます。 

  池田町の地下水位も、長期的に見れば低下しているというふうに考えますが、町の水道水

源の地下水の状況について、次の点をお聞きします。 

  まず１点、第１水源、大町市社の丹生子水源の使用量、湧出量に変化はあるのか、また水

質に変わりないかお聞きします。 

  それから次のページにいきますけれども、安曇野市の調査によりますと、松本盆地の水田

作付面積が40％減った場合、大町市全体の地下水が、５メートルから10メートル低下するお

それがあるというふうに推測されますけど、その場合、現在、取水している丹生子水源の地

下水に影響があるのかないのか、その辺のところの考え方をお聞きいたします。 

○議長（那須博天君） 丸山建設水道課長。 

〔建設水道課長 丸山善久君 登壇〕 

○建設水道課長（丸山善久君） それでは、薄井議員の御質問についてお答え申し上げます。 

  第１水源における水量の経年推移でありますが、第１水源は御質問にありますとおり、大

町市丹生子地籍において伏流水を集水し、大町市社地籍の配水池まで自然流下により導水し、

正科から４丁目の一部地域に供給をしております。 

  第１水源での取水量の実測はしておりませんが、同配水池からの平成29年度の配水量とし

ましては約16万6,000立方メートルであり、需要の増減はありますが、十分な供給量が維持

されております。 

  水質は、一般的に硬度で示される水１リットル当たりのカルシウム、マグネシウムの含有

量が、ここ20年間におけるデータでは硬度50ミリグラム前後であり、軟水となっておりまし

て安定しております。 

  また、水田作付面積の減少による地下水位の低下についてでありますが、前段で申し上げ

ましたとおり、第１水源は伏流水を集水しているため、地下水位の状況を常時把握しており

ませんが、配水池への流入状況等を、今後注視してまいりたいと考えております。 
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○議長（那須博天君） 薄井議員。 

〔７番 薄井孝彦君 登壇〕 

○７番（薄井孝彦君） この丹生子水源というのは、私、後からいろいろ、いろんな人から聞

いてわかったんですけれども、いわゆる水を通さない岩盤があそこのところにありまして、

その割れ目に東山から集まった地下水が湧き出ているという、極めて特殊な恵まれた水源だ

ということでありますので、恐らく東山のかん水機能が著しく低下すれば、かなり湧出量も

減ってくるかと思いますけれども、そうでない限り、そんなに安曇野市の大きな水がめとつ

ながっているという水源ではないので、比較的今後も安定して使えるんじゃないかというふ

うに、私も後から勉強してわかりましたので、その点をちょっと補足させていただきますけ

れども、そういうことで、本当に先人というのは、非常にいいところに目をつけて確保して

いただいたということを、非常にありがたいと思ったわけでございます。それだけに、今後

もこの水源というのは、十分にうまく利用していかなければいけないんじゃないかというふ

うに思います。 

  次の質問に移ります。 

  ②５丁目の第２、第４、第５水源の揚水量、地下水、水質の現状値及び経年推移はどのよ

うになっているのかお聞きします。 

  また①と同じく、松本盆地の水田作付面積が現在よりさらに40％減った場合、５メートル

から10メートル、現在より水位が低下するおそれがあると推察されますが、町としてどのよ

うに考えるのか考え方をお聞きします。 

○議長（那須博天君） 丸山建設水道課長。 

○建設水道課長（丸山善久君） それでは、質問にお答えさせていただきます。 

  第２、第４、第５水源における揚水量の現状でございますけれども、町全体の使用量が減

少傾向にあることから、揚水量は減少してきております。 

  地下水水位につきましては、水位データを見る限り、各年の差異はありますが、データの

ある平成16年から平成29年度までは、大幅な水位低下は認められない状況でございます。 

  水質は、第１水源と同様に、カルシウム、マグネシウムの含有量の硬度の平均が、第２、

第４水源は、水１リットル当たり70ミリグラム、第５水源では50ミリグラムの軟水であり、

おおむね安定しております。 

  また、水田の作付面積の減少による地下水位の低下に対してでございますけれども、地下

水位のデータによると、水位のグラフが降水量グラフと相似であることから、東山一帯及び
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水源地周辺の降雨による影響を受けやすいことが見受けられ、水田からの地下浸透の影響も

少なからずあるかとは思いますけれども、各水源のポンプ井はそれぞれ55メートルから101

メートルと深いこと、また、ポンプの設置位置がそれぞれ33メートルから60メートルと、今

後の水位低下に十分余裕がある位置でありますので、水田の作付面積減少に伴う地下水位低

下は、喫緊の課題とは認識しておりませんが、今後も水位や水質につきまして、長期的な視

点から引き続き注視してまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（那須博天君） 薄井孝彦議員。 

〔７番 薄井孝彦君 登壇〕 

○７番（薄井孝彦君） この前、ちょっと町のほうからデータをいただきまして、それを見ま

すと、やはり、私は長期的に見れば、減少傾向というのは否めないんじゃないかというふう

に思います。 

  それから、そんなに心配したことはないよということでありますけれども、やはり安曇野

市の調査で、恐らく水田面積というのは減っていく可能性はあると思いますので、今後そう

なった場合、やっぱり水位低下というのは恐らく考えられると思います。 

  それと、資料としては出しませんでしたけども、国土交通省が2011年に、松本盆地の全体

の工業用水、年間、先ほど5,000万トンと言いましたけれども、それが２倍、５倍、10倍に

なった場合の水位低下をシミュレーションしております。それを見ますと、やはり上流部で

ある大町市のほうで５倍、10倍になった場合には、５メートル以上くらいの水位低下がある

というふうに聞いて、データとして推察をしております。 

  そういった２つのデータを合わせますと、将来的に、やはり池田町の水田の減少、これが

一番影響があると思いますけれども、10メートルから、２つ合わせた場合、19メートルの水

位低下になるおそれがあるんじゃないかというふうに推察をされますます。 

  現在、池田町の地下水位というのは、地下20メートルから30メートルのところで多分取水

していると思うんですけども、その場合、それにさらに水位低下が15メートルから19メート

ル加わりますと、現行の20メートルから30メートルの地下水位というのが、34～35メートル

から40メートル近くになるんじゃないかなというふうに推察されます。 

  そうすると、井戸によっては、44メートルのところから採水しているポンプもありますの

で、採水できなくなってポンプの位置をずらすと、下にすると、そういうことも必要になっ

てくるおそれも、私は出てくるんじゃないかなというふうに考えます。その辺のところは課
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長、どんなふうにお考えでしょうか。 

○議長（那須博天君） 丸山建設水道課長。 

○建設水道課長（丸山善久君） 水位の関係でございますが、ちょっと概略、御説明いたしま

すと、第２水源の関係でございますが、現在、平成29年度の水位の状況でございますが、水

位は15.4メートルの位置にあるということで、ポンプの位置が大体33メートルから39メート

ル、第２水源は２本の井戸がございます。それで、ここの井戸につきましては、深さが55メ

ートルから60メートルあるということで、水位の状況からすれば、比較的浅い位置で取水が

できているという状況でございます。 

  第４水源の関係でございますけれども、平成29年度は17.8メートルの位置に水位がござい

まして、ポンプの位置が大体60メートルの位置で取水をしており、ここの井戸の深さが80メ

ートルという状況になってございます。 

  また第５水源の関係でございます。ここが一番深い井戸でございます。深さが101.5メー

トルの深さがございまして、平成25年度における水位は21.9メートルという状況で、ポンプ

の位置が44メートルの位置で取水をしているという状況でございます。 

  比較的この状況を見ますと、ポンプの位置は深いところまで差し込んであるわけでござい

ますけれども、水位の関係では、比較的浅い位置で推移をしてきているという状況にござい

ますので、今後この水位低下があれば、ポンプを足して取水というか、くみ上げる管を足す

ようなことにもなろうかと思いますけれども、今のところはこんなような状況でございます

ので、喫緊の課題ではないのかなと、そんなような認識ではおりますので、よろしくお願い

いたします。 

○議長（那須博天君） 薄井孝彦議員。 

〔７番 薄井孝彦君 登壇〕 

○７番（薄井孝彦君） 確かに、喫緊の課題ではないと思いますけれども、将来的にはそうい

うことも起こり得るということの認識は、多分一致したんじゃないかと思います。 

  それで、今、私、問題になるのは、自家用の水道水源として使っておられる方があります。

その方は、大体20メートルぐらいのところで、水位的には16メートルくらいのところからポ

ップアップしてやっているとか、あるいは池田町にも、公営の酒屋さんの中に40メートルく

らいの井戸水で、16メートルくらいのところから採水してるという、そういう酒屋さんもあ

ります。 

  そういうところは、この水位が低下していった場合、やはり水位を下げるとか、あるいは
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枯れてしまうとか、そういう現象が今後出てくるんじゃないかということを、私は危惧をす

るわけです。特に来年度から大町市の常盤で、先ほど申しましたけれども、サントリーの取

水が始まるわけでございまして、その影響というのが心配なわけでございます。 

  そういうこともありますので、ぜひ、いわゆる町のほうとしても、地下水連絡協議会のほ

うと連携して調査をしているとは思いますけれども、町独自の自家用の農業用水の水位につ

いて、あるいは使用状況についてアンケート調査をして、監視をしていくということが私、

必要ではないかと思いますけど、その辺についての考えた方はいかがでしょうか。 

○議長（那須博天君） 矢口住民課長。 

○住民課長（矢口 衛君） それでは、薄井議員の御質問にお答えいたします。 

  今、建設水道課長のほうも申しましたとおり、池田町で地下水の取水をしている各水源地

の水位を常時監視していますし、アルプス地下水保全対策協議会でも、当町の事業所等４カ

所を含めました協議会で構成しています市町村の井戸82カ所の地下水の一斉測水調査という

ものを、平成23年度と平成27年度と実施しています。 

  また平成28年度には、協議会にて構成市町村の井戸所有者の地下水利用実態調査を実施し、

当町の家庭用37カ所、事業用14カ所の計51カ所の井戸を調査しています。 

  このように協議会のほうで定期的に実施する調査、研究によりまして、調査結果、研究結

果というものを情報共有しまして、協議会の趣旨に従って、各市町村が地下水の保全に努め

ているところでございます。 

  ミネラルウオーター製造会社の地下水取水の具体的な計画というのは、まだはっきりわか

っておりませんので、影響の有無についてもわかりませんが、当町で常時監視しています各

水源地の水位に異常が見られる場合には、地下水の調査を検討したいと思いますので、御理

解のほどお願いいたします。 

  以上です。 

○議長（那須博天君） 薄井孝彦議員。 

〔７番 薄井孝彦君 登壇〕 

○７番（薄井孝彦君） 家庭用の地下水については、調査しておるでしょうか。 

○議長（那須博天君） 矢口住民課長。 

○住民課長（矢口 衛君） 協議会としては、まだ各地下水、家庭用、それから事業用ですか、

実態調査ということでやっているところで、一斉測水調査というものは家庭用では実施して

おりませんので、お願いいたします。 
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○議長（那須博天君） 薄井孝彦議員。 

〔７番 薄井孝彦君 登壇〕 

○７番（薄井孝彦君） 協議会では、それでいいと思いますけど、今後、家庭用地下水が、割

と水位が浅いので影響が出てくるおそれがあるので、できれば、それを再来年度から、サン

トリーの取水も始まりますので、あわせて家庭用の地下水を調査するように検討していただ

きたいということなんですけど、その辺はどうでしょうか。 

○議長（那須博天君） 矢口住民課長。 

○住民課長（矢口 衛君） 町の単独での調査となりますと、大変大きな費用がかかります。 

  町の水源地の水位というのを常時監視していますし、定期的な調査は協議会のほうでも実

施していますので、もし、この水源地の水位に異常が見られる場合には、町単独の調査を検

討したいと思っておりますので、御理解のほどお願いいたします。 

○議長（那須博天君） 薄井孝彦議員。 

〔７番 薄井孝彦君 登壇〕 

○７番（薄井孝彦君） 本格的な調査でなくて、持っているポンプの使用者、家庭用の１人年

１回くらいアンケートで、どうですかということを文書でもって回答してもらうような、な

るべくお金のかからない方法で把握するということが必要じゃないかと思いますけど、それ

も無理でしょうか。 

○議長（那須博天君） 矢口住民課長。 

○住民課長（矢口 衛君） 協議会のほうでも定期的に実態調査をしていますので、そちらと

かぶらない範囲で、また町の方でも、もしそういう調査ができるかどうかというのも、今後

ちょっと検討していきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（那須博天君） 薄井孝彦議員。 

〔７番 薄井孝彦君 登壇〕 

○７番（薄井孝彦君） ぜひ、その辺のところは、私、当面の課題として一番影響が出てくる

ところと思いますので、やっぱり池田町の家庭の方が地下水として利用しているというのは、

非常に私は、ある意味では町の地下水が豊かだということですので、それは非常にいいこと

だと思いますので、それは保全義務というのは私もあると思いますので、ぜひそういう調査

も、お金のかからない方法でやっていただくよう、お願いしたいと思います。 

  参考までに、越前市、越前の石川県の大西というところがございますけれども、そこでは

非常に地下水が豊富だということで、民間の約８割の方が、地下水を家庭用にして使われて
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いるという実態の中で、最近、地下水が変わってきたということがございまして、観測デー

を設けまして、毎日その水位を表示するとか、あるいは観測井戸３カ所について、最低この

水位は守りましょうということを市のほうで決めるとか、契約で決めるとか、そういうこと

をやっている自治体もありますので、そういったところも研究していただいて、ぜひ調査を

お願いしたいと思います。 

  次の質問に移ります。 

  町平たん部の水道地下水保全対策についてでございます。 

  池田町平たん部の地下水の保全対策として、松本盆地全体の地下水を保全する対策と、東

山の地下浸透水をふやす対策の２つが考えられます。 

  まず第１に、松本盆地の地下水保全対策についてですけれども、安曇野市は、「地下水は

地域住民共有の財産であり、地域住民は地下水保全の強化に努め、次世代に引き継ぐ責務を

有する」と考え、地下水を毎年300万トンふやすことを目標に、水田の冬期湛水や麦収穫後

の湛水などによる地下浸透を高める施策を進めてきました。 

  しかし、これらの対策は、国から水利権行使として疑問が投げかけられ、対策として活用

できるかどうか不透明な状態となっています。そのような中で、安曇野市のミネラルウオー

ター製造会社の地下水使用量は年間56.6万トンと推定され、同市の地下水の年間増加目標

300万トンの約18.9％と大きな割合を占めています。 

  したがって、ミネラルウオーター製造企業による地下水揚水量についての対策が必要と考

えます。ミネラルウオーター製造企業は、安曇野市、松川村、大町市で８社程度あり、今後

さらにふえた場合、松本盆地全体の地下水位低下を引き起こし、池田町の水道水源の地下水

にも影響を及ぼすと考えられます。 

  松本盆地の地下水保全を図るため、大町市から塩尻市までの11市町村で構成されているア

ルプス地域地下水保全対策協議会で、町から次の事項を検討していただくよう提言していた

だけないか、町の考え方をお聞きします。 

  ミネラルウオーター製造事業者の地下水揚水量の上限値の設定について検討していただき

たいこと、また、松本盆地全体のミネラルウオーター製造事業者数の総数についても検討を

していただきたいという２点であります。町の考え方をお聞きします。 

○議長（那須博天君） 矢口住民課長。 

○住民課長（矢口 衛君） それでは、薄井議員の御質問にお答えいたします。 

  松本盆地の地下には、水量においても水質においても、北アルプスの豊富なミネラルを含
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んだ日本有数の地下水が貯えられていると思います。地下水環境については、市街地化など

による社会的影響と温暖化による北アルプスの降雪量の減少で、雪解け水の減少を引き起こ

す自然的影響が、地下水の涵養量に影響を及ぼすものと思われます。 

  当町も含め、大町市から塩尻市までの11市町村及び県とで構成されたアルプス地域地下水

保全対策協議会は、松本盆地を大きな一つの水がめとして捉え、豊富な湧き水や地下水を、

将来にわたり良好な状態で守り、継承していくために、地下水の保全及び涵養並びに適正利

用に向けて取り組んでいます。 

  協議会は、広域的なルールとして、協議会の構成市町村が取り組んでいくべき地下水保全

の方向性を示し、取水制限等の具体的な規制内容が含まれるべきではないとしていますので、

議員の言われる上限値設定の提言はできないことになっています。 

  地下水保全の方向性に従って、各市町村の判断のもと条例等が整備され、住民や事業者と

協働して、地下水保全に取り組むことを協議会は目指していますので、よろしくお願いいた

します。 

  以上です。 

○議長（那須博天君） 薄井孝彦議員。 

〔７番 薄井孝彦君 登壇〕 

○７番（薄井孝彦君） 協議会として、検討する考えがないということだと思いますけれども、

今そういうことでありますけれども、今後とも御理解していくように、私どもとしても努力

したいと考えておりますので、時間の関係上、次の質問に移ります。 

  東山の森林保水力を高め、地下浸透水をふやす対策についてのことでございます。 

  東山の森林涵養機能は、大量の松枯れ木により大きく低下していると考えます。東山の保

水力を高め、地下浸透水をふやすことが、町水道地下水の保全対策につながると考えます。 

  平成30年５月25日、国に新たな法律である森林経営管理法が成立し、来年度から新たな森

林管理システムが始まります。このシステムでは、森林所有者の森林管理責任を明確化し、

森林所有者が管理できない場合は、市町村が管理委託を受け、意欲と能力のある林業経営者

に再委託するものであります。再委託できない場合は、森林及び再委託に至るまでの森林は

市町村管理となり、所有者不明の森林については、市町村の管理権を可能とするものであり

ます。 

  この新しい森林管理システムを進めるため、来年度から国から森林環境譲与税、これは仮

称でございますが、交付されるというふうに聞いております。森林環境譲与税がどの程度交
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付されているかお聞きします。 

  また市町村での新システムを進めるため、国は、地域林政アドバイザーの雇用や委託、特

別交付税措置率0.7、上限額350万円の委託も可としております。町はこの新システムを活用

し、どのような森林管理を進めるのか、林政アドバイザーの雇用や委託の導入も含め、考え

方をお聞きします。 

○議長（那須博天君） 宮﨑振興課長。 

○産業振興課長（宮﨑鉄雄君） それでは、ただいまの御質問に対してお答えをさせていただ

きます。 

  森林経営管理制度等につきましては、議員のおっしゃられたとおりでございまして、森林

環境譲与税、仮称でありますけれども、こちらについては、平成31年度より国から交付がな

される予定でございます。 

  この配分率につきましては、私有林の人工林の面積に対して50％、林業就業者数に対して

20％、人口に対して30％の配分割合でございます。 

  当町への譲与金額でございますけれども、試算をしてみますと、約170万円前後かという

ふうに試算をしているところでございます。 

  こちらの使用目的等につきましては、間伐、更新伐等によりまして、森林の持つ本来の多

面的機能が果たせるための森林整備に使用をしていく予定でございます。ただ、まだ国から

法令等で詳細が示されておりません。今後、検討してまいりたいと思っております。 

  続いて、２点目の地域林政アドバイザーの関係でございますけれども、こちらにつきまし

て要件が幾つかございます。林業技士、認定森林施業プランナー等の資格を有する者であっ

て、市町村の森林整備計画の策定とか、施業計画等々が立てられる人材であるということで

ございますので、当町の今後の状況を見てみますと、アドバイザーの雇用は必要と考えてお

ります。 

  現在のところ、平成31年に人材等々を発掘する中で、平成32年度にはアドバイザーを設置

してまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（那須博天君） 薄井孝彦議員。 

〔７番 薄井孝彦君 登壇〕 

○７番（薄井孝彦君） 森林整備を、大北森林組合の問題で、ちょっと事業、実際の主体の整

備が今後の課題だと思いますけれども、ぜひ辺も含めて進めていただきたいと思います。 
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  次の問題の防災対策に移ります。 

  １、小学校の通路に面したブロック塀（1.2メートルから2.2メートル）の点検の進捗状況

はと。 

  本年６月18日、大阪府北部地震で高槻市の小学校のブロック塀が倒壊し、登校中の小学校

４年生が下敷きとなり死亡する痛ましい事故が発生しました。 

  ９月議会の一般質問で、町は、９月４日、県から文書が届いたので、通学路に面した高さ

1.2メートルから2.2メートルのブロック塀の安全点検を目視で行うとし、調査方法、調査終

了時期は今後検討していくと回答しました。その後の進捗状況をお聞きします。 

  ＰＴＡ、自主防災組織と連携し調査を行い、問題のあるブロック塀については、町の責任

で所有者と話し合い、改善されるようを取り組んでほしいと考えます。 

  また、危険なブロック塀撤去が進むよう国の補助制度を活用し、ブロック塀の撤去、町補

助金の制度の創設に向け検討できないか９月議会で求めましたが、町は検討するとしました。

その後の検討状況についてお聞きします。 

  さらに、この際、道路に面した構築物（自販機など）についても、自主防災組織と連携し

て調査し、危険なものは指導していく考え方がないのか町の考え方を聞きます。まず、進捗

状況についてお聞きします。 

○議長（那須博天君） 中山教育保育課長。 

○教育保育課長（中山彰博君） それでは、ただいまの御質問にお答えさせていただきたいと

思います。 

  通学路のブロック塀点検につきましては、2.2メートルを超えるブロック塀の有無につき

ましては、既にＰＴＡの皆様を通じまして、９月中に点検を実施したところでございますけ

れども、1.2メートルから2.2メートルのブロック塀の目視調査につきましては、控え壁の有

無を個人の敷地に入って調査をするということから、未実施となっております。 

  県教委の調査につきましては、建築基準法に基づきましたブロック塀の構造、高さ2.2メ

ートル以下、高さ1.2メートルを超える場合につきましては、控え壁が必要な点、また鉄筋

を内部に設置するなどの点等々の項目を踏まえての目視調査とされております。 

  しかしながら、私どもはブロック塀は、通学路のみに設置されているというわけではあり

ませんので、防災上の点検として、全町挙げての調査のほうがよいかというふうに考えてお

りまして、今後の調査につきましては、建築基準法のブロック塀の危険判定を含んでの調査

ということで、防災担当課及び建設水道課と協議しながら進めてまいりたいと思いますので、
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よろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

○議長（那須博天君） 薄井孝彦議員。 

〔７番 薄井孝彦君 登壇〕 

○７番（薄井孝彦君） 町の責任で、これ、いつまでに調査終わるんでしょうか。 

○議長（那須博天君） どこでお答えになります。 

  藤澤総務課長。 

○総務課長（藤澤宜治君） それでは、いつまでということでございます。 

  教育委員会サイドの通学道路の関係につきましては、一旦の終息ということでございます。

ただいま教育保育課長も申し上げましたとおり、通学路という問題ではなくて、町全体を考

えていかなければいけないと。本当に大阪の悲惨な事故がないように、行政、それから町の

皆様で、ともに注視をして協力していかなければいけないと考えております。 

  町全体のという部分でございます。 

  先に、９月の議会でもお答えをしたとおりでございますが、自主防災会、７月でございま

すが、お願いをした経過がございます。調べていただいて提出をしていただいたところと、

そうでない自主防災会がありますので引き続き自主防災会にお願いをしてまいりたいと考え

ております。 

  また広報の８月号で、安全基準ということで、町の皆様方に確認をお願いをしたわけでご

ざいますけれども、この点につきましても、ただいま御指摘ありましたその他の構築物も含

めて、再度広報等でお知らせをしてまいりたいと考えておりますので、お願いいたします。 

○議長（那須博天君） 以上で薄井孝彦議員の質問は終了いたしました。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◇ 服 部 久 子 君 

○議長（那須博天君） 一般質問を続けます。 

  ５番に、８番の服部久子議員。 

  服部久子議員。 

〔８番 服部久子君 登壇〕 

○８番（服部久子君） ８番、服部久子です。 
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  ４点質問いたします。時間がないので、よいお答えを、ぜひよろしくお願いいたします。 

  前回もお聞きしました給食費の減免のことについて、お聞きいたします。 

  前回、給食費の無償化の実施を求めて質問しましたところ、町長は、次年度、給食費の減

免策を具体化すると回答されました。町の明快な回答を求めてお聞きいたします。 

○議長（那須博天君） 甕町長。 

〔町長 甕 聖章君 登壇〕 

○町長（甕 聖章君） それでは、ただいまの服部議員の御質問にお答えをいたします。 

  給食費の減免ということでございますけれども、現在、町では、子育て支援の一環といた

しまして、年額１万円の減免措置を実施しております。次年度から、これを１万円プラスい

たしまして２万円にすべく、松川村との事務者協議に入っております。この案が固まり次第、

各町村議員の皆様と協議の上、決定してまいりたいと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（那須博天君） 服部久子議員。 

〔８番 服部久子君 登壇〕 

○８番（服部久子君） そうすると、月に１万円じゃなくて年に１万円ですね。はい、わかり

ました。 

  そうすると、年間半額までにはいかないわけですよね。小学校がたしか４万幾ら、7,000円。 

〔「４万2,800円」と呼ぶ者あり〕 

○８番（服部久子君） そうですよね。中学校が５万くらいで。 

〔「５万2,400円」と呼ぶ者あり〕 

○８番（服部久子君） すみません、はい、そういうことで、だから、３分の１、２分の１ま

でいかないということですよね。 

  それで、私ちょっと全国を調べてみましたら、ことし７月、文科省が学校給食についての

調査結果を発表しております。小・中学校ともに、給食費の無償化を実施しているのは、自

治体76自治体、全体の4.2％でした。それで、一部無償化を実施している自治体は424自治体、

24.2％です。これ合わせますと、約30％近い自治体が、無償化と一部無償化ということをし

ております。それで76自治体のうち、ほとんどの自治体が１万人を切った自治体です。池田

町も、今もう９千何人というような状態ですので、もっと子供さんの子育てを応援するため

にも、アピール度を高めるようにしていただければなと思うんです。 

  それで今、子育てが非常に大変ということで、近年になって急速に無償化、それから一部
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補償がふえてきておりますので、地方の衰退、それから子供の貧困、少子化対策ということ

を、やっぱり意識的に小さな町は考えないといけないんじゃないかと思うので、もう少し補

助を上げるというお考えはないでしょうか、お願いいたします。 

○議長（那須博天君） 甕町長。 

○町長（甕 聖章君） 子育て支援につきましては、保育料をゼロ、給食費もゼロ、教育費が

ゼロと、これ理想でありますけれども、それには支援にも限りがありますし、またその他の

給食費以外でも町は別の角度でも支援しておりますので、今、当面はこの線でいきたいなと

いうことで考えております。よろしくお願いいたします。 

○議長（那須博天君） 服部久子議員。 

〔８番 服部久子君 登壇〕 

○８番（服部久子君） 給食費ゼロ、医療費ゼロ、教育費ゼロ、これ、理想ではなくて、実際

に世界を見ますと、先進国やられております。 

  だから、日本も先進国でありながら、非常に一人一人の負担が大きくて、税金を何のため

に払っているのかというような気さえしてきます。ぜひそれを何ていうんですか、無償化が

常態化するような、そういうような子育てを目指していただければなと思います。 

  では、次に進みます。 

  学校と地域の連携で自殺防止対策をということでお願いいたします。 

  全国の自殺者は1998年以降、14年連続３万人を超える状況が続いていましたが、2012年、

15年ぶりに３万人を下回り、その後、５年連続３万人を下回っております。その背景には、

2006年に自殺対策基本法が制定され、行政や社会の努力が反映したのではないかとされてお

ります。 

  しかし、１日60人が自殺している状況に変わりはありません。長野県の自殺者も年間400

人前後となっております。 

  日本は、他の主要国と比べ、自殺率は非常に高く、10万人中、自殺者は19.5人となってお

り、イギリス、イタリアと比べ2.7倍にもなっております。また、若年、青年層の死亡のト

ップが自殺によるものです。中でも小・中・高生の自殺は、10年間3,000人となっておりま

す。全体の自殺総数は減少傾向にあるものの、小・中・高校生の自殺は高どまりしている状

況です。 

  国は2016年に自殺対策基本法を改正し、自殺に追い込まれることがない社会を目指し、行

政、社会が連携して対策を立てることを決めました。それに伴い、各県、各市町村が自殺防
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止計画を策定することとなりました。それを受けて、平成29年７月に、県は第３次自殺対策

推進計画を策定しております。また文部省は、平成30年６月に、各県教育委員会などに対策

の取り組みを求めております。 

  町の取り組みについてお聞きいたします。 

  町のこの10年間の自殺の現状はどのようになっておりますか。また、町の相談は、包括支

援センターや子ども子育て推進室などが対応しておりますが、どのような相談や傾向が見ら

れますか、お聞きいたします。 

○議長（那須博天君） 塩川健康福祉課長。 

○健康福祉課長（塩川利夫君） それでは、お答えさせていただきます。 

  まず、この10年間の自殺の現状についてですが、統計の関係で、平成18年度から平成29年

度の12年間の数値でお答えします。12年間の総数は16人でありました。男女の内訳につきま

しては男７人、女９人です。１年平均で1.3人という状況であります。 

  健康福祉課への相談については、現在、主に介護、認知症など、高齢者の生活面での相談

事は地域包括支援センター、子供についての悩み事等は子ども子育て推進室、また、健康面

での相談は健康増進係、生活困窮や障害による相談事は福祉係で対応しております。 

  相談内容と昨年度の相談件数につきまして、それぞれの係ごとに申し上げます。 

  まず地域包括支援センターにつきましては、総合相談が413件、権利擁護に関する相談が

19件、高齢者虐待に関する相談件数17件という状況でした。 

  続きまして、子ども子育て推進室につきましては、乳幼児健診時における育児相談が508

件、学校との連携相談が367件、保育園との連携相談が76件、理学療法士相談159件、作業療

法士相談22件、虐待相談11件等が主な内容でございます。 

  続きまして、健康増進係につきましては、各地区で実施している健康相談が504件、うつ

傾向の見られる方へのカウンセラー相談が118件、福祉係の関係では、障害福祉サービス利

用のための計画相談が115件、生活困窮関係が７件、生活保護の相談が４件という状況でご

ざいました。 

  それぞれの相談の傾向につきましては、一昨年と比較して、高齢者に関する総合相談は増

加傾向、子供に関する相談は横ばい傾向、健康相談、カウンセラー相談は若干減少傾向、障

害福祉サービス利用のための計画相談、生活困窮関係、生活保護関係につきましては、横ば

い傾向が見られる状況でございます。 

  以上です。 
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○議長（那須博天君） 服部久子議員。 

〔８番 服部久子君 登壇〕 

○８番（服部久子君） ありがとうございます。 

  詳しく調べていただきまして、よくわかりました。 

  それで、次にいきます。 

  自殺対策基本法の改正案では、各自治体が自殺防止計画をつくることになっておりますが、

町はいつまでに策定する考えでしょうか、お聞きいたします。 

○議長（那須博天君） 塩川健康福祉課長。 

○健康福祉課長（塩川利夫君） この御質問ですけれども、自殺防止計画の策定につきまして

は、今年度中の完成を目標に作業にとりかかっている状況でございます。 

  進捗状況につきましては、先月の庁議会議におきまして、健康福祉課より各課に国の示す

対策メニューの検討を依頼し、現在その集約作業をしている状況でございます。 

  以上です。 

○議長（那須博天君） 服部久子議員。 

〔８番 服部久子君 登壇〕 

○８番（服部久子君） これについての改定策が決まる前です、計画決まる前に、議会に対し

てのやわらかい考えというか、そういう案は示されないんでしょうか。 

○議長（那須博天君） 塩川健康福祉課長。 

○健康福祉課長（塩川利夫君） 今回の策定につきましては、全国的に国のほうから示してい

る例文がありますので、それに伴って行う計画でございます。今回につきましては、完成次

第、議員の皆さんには御報告させていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

  以上です。 

○議長（那須博天君） 服部久子議員。 

〔８番 服部久子君 登壇〕 

○８番（服部久子君） 次に、若年層の死亡原因の50％は自殺となっております。 

  小・中・高校生の自殺を防ぐ対策は急がれます。国は学校と家庭、地域の連携を強調して

おります。学校と行政の具体的な対策の策定を求めますが、どのような方針でしょうか。 

○議長（那須博天君） 塩川健康福祉課長。 

○健康福祉課長（塩川利夫君） 自殺防止計画の内容につきましては、基本的には、国の施策
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に沿った対策項目等の検討を行い、その中において、地域性の特徴を反映させていく内容と

なる予定でございます。 

  議員のおっしゃる若年層への対策につきましては、学校現場、教育委員会、子ども子育て

推進室における情報の共有化を図り、それぞれの取り組みが連携し、本人や家庭への対応に

つなげます。さらに地域においても、児童委員にもゲートキーパー養成講座を受講してもら

い、自殺予防の基礎知識を学習してもらうような対策を実施してまいります。 

  以上でございます。 

○議長（那須博天君） 服部久子議員。 

〔８番 服部久子君 登壇〕 

○８番（服部久子君） その計画を立てる場合に、今、学校で先生方の残業が非常に大きな問

題になっております。 

  それで、先生方は非常に報告を書いたり、いろいろ子供のお母さん方へのお便りを書いた

りということで、大変時間をとられているということで、子供さん一人一人になかなか目が

渡らないということもあるかと思うんですが、その点、先生方の働くその状況もやはり考え

ていただいて、それで先生方の御意見、生の御意見を、ぜひこの計画に反映していただきた

いと思いますが、そのような考えはあるんでしょうか。 

○議長（那須博天君） 塩川健康福祉課長。 

○健康福祉課長（塩川利夫君） 先ほども申したとおり、国の市町村自殺対策計画策定の手引

というものがあります。それに沿いまして、各担当の課のほうへ該当になるものをお配りし

てありますので、その中で学校の先生たちに見ていただき、手引と同じ場合があれば、その

まんまで、先生のほうで何か新たな追加分があれば、それにつきましては、こちらのほうへ

書いていただいたものを検討させていただくようになっておりますので、よろしくお願いし

たいと思います。 

○議長（那須博天君） 服部久子議員。 

〔８番 服部久子君 登壇〕 

○８番（服部久子君） そうすると、書類が行ったり来たりするだけで、先生方と顔を合わせ

てお話を聞くという機会がないような気がするんですが、やはりそれは何かこう、冷たい感

じがするんです。やはり生の声を聞いていただいて、それでつくっていただければなと思う

んですが、１回でも２回でもいいので、ぜひ生の声を聞く機会をつくってください、よろし

いでしょうか。 
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○議長（那須博天君） 塩川健康福祉課長。 

○健康福祉課長（塩川利夫君） 健康福祉課のほうでは取りまとめを行っていますので、その

前の段階につきましては、各担当課で行います。先生たちとの対応は担当課でさせていただ

いておりますので、できるかできないかは担当課のほうの判断になります。健康福祉課とし

ましては、各課から来たものについて全体的な取りまとめをさせていただいておりますので、

了解のほどお願いしたいと思います。 

○議長（那須博天君） 服部久子議員。 

〔８番 服部久子君 登壇〕 

○８番（服部久子君） 教育委員会のお考えをお聞きします。 

○議長（那須博天君） 平林教育長。 

○教育長（平林康男君） 働き方改革につきましては、全国的に教育委員会も非常に大きな項

目になっています。 

  それで、今、一応一月80時間というのが目安になっています。この時間を超えると、学校

長が個人で面接をして、どうなっているかという状況を聞きます。また、国の流れでは48時

間というものをめどにして、これから多分、残業しないようにという、そんな方向で進めて

いますので、とりあえず３校の校長会の中では、いつもその働き方につきましては話題にな

りますので、今の計画につきましても、いずれそれが土俵にのったときに、もう一度３校、

あるいは県のほうにも確認をとっていけばと思っていますので、よろしくお願いをしたいと

思います。 

○議長（那須博天君） 服部久子議員。 

〔８番 服部久子君 登壇〕 

○８番（服部久子君） この計画を立てる場合に、日ごろ、先生お忙しいんですが、ぜひ顔と

顔を合わせて、行政と学校、それから保育園が、担当者が顔を合わせて、ぜひ生の声を聞き

ながら計画を進めていただきたいと思います。 

  それで、もう一つ聞きたいんですが、さっき福祉課長さんが、11年間で自殺した16人と言

われましたけど、これは年齢わかりますでしょうか。 

○議長（那須博天君） 塩川健康福祉課長。 

○健康福祉課長（塩川利夫君） この場では年齢のほうは把握しておりませんので、よろしく、

お願いしたいと思います。 

○議長（那須博天君） 服部久子議員。 
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〔８番 服部久子君 登壇〕 

○８番（服部久子君） 次にいきます。 

  日本の子供は自己肯定感が薄くて、アメリカ、中国と比べると３分の１から４分の１とな

っております。学校教育でどのような取り組みや対応をしておりますか。また、今後の取り

組みについてお聞きいたします。 

○議長（那須博天君） 中山教育保育課長。 

○教育保育課長（中山彰博君） それでは、ただいまの御質問にお答えさせていただきたいと

思います。 

  世界水準では、日本は自己肯定感が薄いと言われておりますけれども、先般行われました

全国学力調査の中の設問に、「自分にはよいところがあるか」の問いに対しまして、当町の

小学校では、全国平均より10％、中学校におきましては７％という高い数字が見られました。

また、「先生はあなたのよいところを認めてくれると思うか」の問いに対しましては、自己

好意感と同様に、全国平均を上回った結果となっております。 

  これら高い数値となった背景につきましては、常日ごろから、友達のよいところを探し、

互いがよいところを認め合う活動がされているということであります。特に、道徳教育は、

小学校におきまして平成30年度からの必須科目となり、学校では重点課題として取り組みが

されております。 

  通常の学習に加え、池小におきましては、放課後に子供たちの相談などを受ける時間を新

たに設けました。それによって、きめ細かな相談体制がとられております。また、会染小学

校につきましては、校長室や保健室で、子供の悩みを話せる場所を設けております。 

  中学校におきましては、各教科の授業で生徒同士がかかわる場面をふやしながら、日常的

に自己有用感、これにつきましては、自分が人の役に立っているんだという気持ちを高めた

授業を行っております。 

  また、先生方も、授業では、生徒のよいところを認めていくということを意識して広めて

いくことが、取り組みとして積極的に行われております。 

  今後につきましても、先生と生徒の信頼関係を大切にしまして、児童・生徒が気軽に相談

できる体制づくり、そして、人と人とのつながり、命の大切さなど、道徳教育の継続と自尊

感情、自己肯定感をつけるため、できるだけ具体的に数多く子供を褒めてあげる、褒めシャ

ワーを浴びせ続けていくことが肝要であるとしております。 

  以上でございます。 
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○議長（那須博天君） 服部久子議員。 

〔８番 服部久子君 登壇〕 

○８番（服部久子君） 児童・生徒の自殺は、新学期開始直後が増加する傾向があると言われ

ておりますが、池田小学校、会染小学校、それから高瀬中学校、どのような対策をされてお

りますでしょうか。 

○議長（那須博天君） 中山教育保育課長。 

○教育保育課長（中山彰博君） 各学校の取り組みでありますけれども、本年５月10日に、長

野県小中理事常任委員会におきまして、県の心の支援課より、自殺防止についての周知がご

ざいました。 

  長野県の20歳未満の自殺者の割合は、全国的にも上位を占めておりまして、特に７月から

８月にかけては発生率が３割、発生曜日につきましては金曜日から日曜日が６割、高校生の

自殺は７割を占めている報告がされたところであります。その中では、特に集団生活におい

ての適応の難しいハイリスクの子供とその保護者への対応は、配慮する必要があるとされて

おります。 

  学校では、新学期におきましては、新しい環境に早くなれるということを重点に、子供た

ちが安心して学校に来ることのできる体制として、先ほどの質問でもお答えを申し上げまし

たけれども、子供との相談体制を丁寧にしているところであります。 

  自殺者は、新学期開始というよりも、夏休み期間中に発生件数が多くなる傾向であります

ので、この時期を前に、夏休みの生活のあり方を再度、子供たちを初め、保護者の皆様に周

知することが必要と考えます。 

  各学校では、特に自殺防止計画は作成されておりませんけれども、道徳教育を中心として、

自己肯定感、自己有用感を高める取り組みを、これからも継続して取り組みたいということ

で進めたいと考えておりますので、よろしくお願いをいたします。 

  以上でございます。 

○議長（那須博天君） 服部久子議員。 

〔８番 服部久子君 登壇〕 

○８番（服部久子君） 10月です、松川村の役場で、若者の自殺を防ぐための講演がありまし

た。たしか、これ、県が主催したと思います。 

  自殺を考える人は、生きたいと必ず思っているということで、相談したい気持ち、聞いて

ほしい気持ちが必ずある。それを受けとめる信頼できる人、それから手だてがあれば、自殺
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をとどめることができるというようなお話がありました。 

  児童・生徒、若者が相談しやすい手だてを町は行政、学校、地域、民間の連携と協力して、

ぜひ考えていっていただきたいと思いますが、どのような方針を考えておられるか、お聞き

いたします。 

○議長（那須博天君） 塩川健康福祉課長。 

○健康福祉課長（塩川利夫君） 今の御質問でございますが、自殺予防における対策には幾つ

かあると思います。 

  その一つとして、ゲートキーパー養成講座の受講が有効であると考えられます。ゲートキ

ーパーとは、悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る

人のことを言います。行政、学校、地域、民間において、それぞれが自殺予防の基礎知識を

身につけ、気づき、傾聴、つなぎ、見守りの４つのキーワードを実践することにより、自殺

予防の一助となることと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（那須博天君） 服部久子議員。 

〔８番 服部久子君 登壇〕 

○８番（服部久子君） そのとき、非常に強調して言われたことは、自分を認めてもらいたい

というか、あなたはそれでいいんだよということを非常に望んでいると。その肯定感が、自

殺をとどまることになるということを言われました。 

  それで、信頼できる人、誰でもいいんですけど、親御さんとか兄弟とか、それからおじさ

ん、おばさん、親戚とか、それから学校の先生とか保健師さんとか、誰でもいいんですが、

何せ１人だけいれば何とか相談できて、とどめることができるというようなことを強調され

ておりました。 

  それで、周りに誰も相談する人がなければ、ＮＰＯ法人のちょっと名前、今、出てこない

んですが、その方の話だったものですから、ＳＮＳというのは今非常に発達していますので、

それで、その自殺の相談の専門のところがあるので、そこにひとつ携帯でかけても、それだ

けでも何とかとどまることができるんですというようなことを強調されておりましたので、

中学校、小学校で夏休みに入るときぐらいに、ぜひそのＳＮＳの情報とか、そういうお話を、

ぜひ担任の先生からでもしていただくとか、何かそういうことを、手だてを何とか考えてい

ただけたらいいなと思うんですが、その辺ちょっと手がかりになることがあるかと思います

が、どうでしょうか、考えてもらえませんでしょうか。 



－102－ 

○議長（那須博天君） どこでお答えになりますか。 

  中山教育保育課長。 

○教育保育課長（中山彰博君） これは、ＳＮＳとはちょっと違いますけれども、既に県のＳ

ＯＳミニレターだとか、あるいは18歳までの子供がかける電話、チャイルドラインというの

を設けております。 

  それと、あと長野県子ども支援センターには、子ども専用ダイヤルというようなものも設

置されておりますので、そういったところを利用できるということで、これはもう、既に各

学校でも周知をさせていただいて、どんなときでも１人で悩まずに相談をしてくださいとい

う、間口を広げた形で案内をさせていただいている状況でございます。 

○議長（那須博天君） 服部久子議員。 

〔８番 服部久子君 登壇〕 

○８番（服部久子君） よろしくお願いいたします。 

  子供は、今が苦しくても人生長いんですから、どないでも道は切り開けると思うんです。

そういうとき、道徳の時間とかあるんですから、何かそういう、人生は長いから、今が大変

でも何とか切り開けるというような、そういうお話も、ぜひやっていただきたいと思います。

よろしくお願いします。 

  次にいきます。 

  生活保護費引き下げの影響をお聞きします。 

  10月から生活保護の生活扶助費が最大５％削減されました。2013年にも最大10％削減され

ております。厚生省の試算では、生保受給者の７割が減額されます。生活保護費の削減は保

護受給者ばかりでなく、就学援助や住民税や保育料、介護保険料、最低賃金など多くに影響

が出てきます。 

  2013年の引き下げのときは、町は、就学援助受給者が廃止対象にならないよう、就学援助

費を生活保護基準の1.2倍以下から1.5倍以下へ引き上げました。生活保護基準を満たしてい

る世帯の約８割は生活保護を受給しておりません。貧富の格差が広がる中で、これ以上引き

下げが進めば、生活が成り立たなくなります。今回の引き下げでどのような影響が出るのか、

また、対応はどうするのかをお聞きいたします。 

  町の生活保護受給者は、12月現在、31世帯35人となっており、昨年より減少しております。

受給者の生活費の改善があったのでしょうか。どのような状況ですか、お聞きいたします。 

○議長（那須博天君） 塩川健康福祉課長。 
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○健康福祉課長（塩川利夫君） 今の御質問でございますけれども、昨年度の状況につきまし

ては、33世帯37人であります。世帯数が２世帯、人数が２人減少していますが、内容としま

しては、施設入所のための転出が１人、死亡が１人という内容です。したがって、生活面の

改善があったということではありません。 

  また、昨年末から12月現在にかけまして、新規受給者はゼロ件でありますので、変化の少

ない期間であったと言えると思います。 

  以上でございます。 

○議長（那須博天君） 服部久子議員。 

〔８番 服部久子君 登壇〕 

○８番（服部久子君） 生活保護の受給者の中で、今回、引き下げで増額した世帯、減額した

世帯があるかと思いますが、どのような状況でしょうか。 

○議長（那須博天君） 塩川健康福祉課長。 

○健康福祉課長（塩川利夫君） 今回の見直しの特徴といたしましては、年齢、世帯人数、居

住地域別との均衡を図り、生活扶助基準の見直しを行うものですが、減額になる世帯につい

ては、減額幅を、現行基準からマイナス５％以内にとどめるものです。 

  その見直しの中で影響が大きかった世帯は、高校生を含む母子世帯で、母子加算の計算方

法がより実態に即した内容に見直されたものが１世帯ありました。全体的には金額の幅はば

らばらですが、15世帯が増額、６世帯が減額、10世帯が同額という状況であります。増額15

世帯の平均増額は月867円で、減額分につきましては、６世帯の平均減額月263円という状況

になっております。 

  以上でございます。 

○議長（那須博天君） 服部久子議員。 

〔８番 服部久子君 登壇〕 

○８番（服部久子君） 今年度きょうまで、保護を申請して給付した人数、今、ゼロというこ

とになっておりますが、その相談者というのは、今年度、何人ぐらいおられますでしょうか。 

○議長（那須博天君） 塩川健康福祉課長。 

○健康福祉課長（塩川利夫君） 相談者につきましては、福祉係のほうでやっているわけです

が、相談者が生活保護のほうにいくかいかないというのは県のほうで判断することです。相

談件数は何件かはありますけれども、きょう、ここでは把握はできておりませんので、お答

えのほうは差し控えさせていただきたいと思います。 
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  以上です。 

○議長（那須博天君） 服部久子議員。 

〔８番 服部久子君 登壇〕 

○８番（服部久子君） 今回の引き下げで、生活保護、それから就学援助の受給の廃止はあり

ましたでしょうか。 

  就学援助受給者が、政府の引き下げで対象から外れる場合、外れない対策を求めてお聞き

いたします。 

○議長（那須博天君） 中山教育保育課長。 

○教育保育課長（中山彰博君） それでは、ただいまの御質問にお答えさせていただきたいと

思います。 

  文部科学省からは、生活保護基準について、10月１日付で改定が予定されている旨の通知

がございましたけれども、この中では、生活保護基準は、社会保障、教育、税などのさまざ

まな施策の適用基準と連動していることから、平成30年度の基準の見直しにより、生活水準

の低下を招かないようにということで、改めて周知がされております。 

  当町では、就学援助項目が該当になるわけでございますけれども、今回の改定によりまし

て、平成30年度では、就学援助の未支給となる方はおいでにならない状況であります。それ

から、当町の就学援助に係る低所得者の判定数値につきましては、収入額に対する需要額の

割合を1.5以下として、平成26年４月に0.3ポイントアップさせております。現在、この倍率

内の方は、就学援助対象者として援助費の交付を行っている状況であります。 

  現在、国から示されております生活基準額の早見表は、平成24年12月末から変更されてお

りませんので、この表の改定がない限り、影響は出ない形となりますので、よろしくお願い

いたします。 

  また、影響があるとすれば、1.5に近い世帯に影響が考えられるということでありますけ

れども、当町の平成30年度の当初認定におきましては、就学援助で低所得者として判定され

た方は18世帯でございまして、倍率は、下が0.35、上が1.46で、平均しますと0.87というこ

とになりますので、生活扶助基準額が大幅に減額しない限り、当町では影響が出ないという

ふうに推察をしております。 

  なお、外れる場合の対策についてでありますけれども、今後、そのような事例があれば、

検討してまいりたいというふうに考えております。 

  なお、前段の生活保護費の影響につきましては、福祉課担当でお答えさせていただきたい
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と思いますので、お願いいたします。 

○議長（那須博天君） 塩川健康福祉課長。 

○健康福祉課長（塩川利夫君） それにつきましては、先ほど答弁のほうでも示したとおり、

母子加算の関係で１世帯が減額ということですので、よろしくお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（那須博天君） 服部久子議員。 

〔８番 服部久子君 登壇〕 

○８番（服部久子君） ぜひ外れる場合がある場合は、何とか工夫して就学援助を受けていた

だくようにしてください。お願いします。 

  その次に、高齢者の足の確保についてお願いいたします。 

  生活する上で、免許証を返した方とか、もともと免許証を持っていない方が買い物、それ

から病院に行く場合に、非常に不便だということをよく話をお聞きいたします。 

  それで、第６次総合計画では、まだ検討ということになっておりまして、しかし、非常に

大事なことだと、重要な施策だというようなところで、不満足の部類に入っております。そ

れで、近隣を調べてみましたら、大中小いろいろあるんですが、安曇野市とか白馬村とか、

いろいろデマンド方式のような感じのバスやタクシーなんかを実施されております。 

  それで、池田町は、第６次総合計画ではまだ検討になっているんですが、やる方向の検討

ということにならないでしょうか、町の方針をお聞きいたします。 

○議長（那須博天君） 矢口住民課長。 

○住民課長（矢口 衛君） 服部議員の御質問にお答えいたします。 

  交通弱者対策としまして、現在、町の社会福祉協議会では、町営バス、タクシー等の公共

交通機関を利用することが困難な高齢者及び障害者の外出の利便を図るために、福祉輸送サ

ービス事業を実施しています。予約制で、月曜日から土曜日の午前８時から午後５時まで車

両を運行しています。また、町営バスの巡回線も右回り、左回り、フリー乗降制を採用して

いまして、運行区間でバス停のない場所でも、自由に乗りおりしていただいています。 

  このような利便性に配慮した取り組みの効果もあると思いますが、前回、第５次後期のア

ンケート結果に比べ、優先すべき順位が下がっています。 

  巡回線のルートを図面に落として、ルートから半径200メートルのエリアを見ますと、山

麓地域も含めまして、ほとんどの住宅地域が半径200メートルエリアに入ってきます。バス

停、もしくは巡回線の沿線まで、ある程度歩かれることは健康のためにもよいことですし、
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町で力を入れています生活習慣病の改善にもつながると思います。歩行等が困難で要支援を

受けておられる方には、福祉輸送サービスをご利用いただきたいと思います。 

  また、買い物した商品の持ち帰りが大変という場合には、ことしの11月から北アルプス広

域連合で、高齢者の買い物サポート事業がモデル事業としてスタートしまして、買い物した

商品を無料で自宅に配達するサービスがありますので、御利用いただきたいと思います。 

  町の財政状況を考えますと、まず、現状の交通体系を充実させることが重要な取り組みと

思いますので、引き続き状況を見ながら、修正等も視野に入れて、運行時間等の配慮をして

まいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○議長（那須博天君） 服部久子議員。 

〔８番 服部久子君 登壇〕 

○８番（服部久子君） 各地域で安価なデマンド方式のタクシー、バスを構築しております。 

  ぜひそれらを検討していただいて、池田町、高齢化が進んでおりますので、ぜひデマンド

方式のタクシー、バスを検討していただければなと思います。 

  これで質問を終わります。 

○議長（那須博天君） 以上で服部久子議員の質問は終了いたしました。 

  一般質問の途中ですが、この際、暫時休憩といたします。 

  再開は15分後を予定しております。 

 

休憩 午後 ２時２０分 

 

再開 午後 ２時３５分 

 

○議長（那須博天君） 休憩を閉じ再開いたします。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◇ 大 出 美 晴 君 

○議長（那須博天君） 一般質問を続けます。 

  ６番に、５番の大出美晴議員。 
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  大出美晴議員。 

〔５番 大出美晴君 登壇〕 

○５番（大出美晴君） お疲れのところ御苦労さまです。 

  12月議会一般質問、５番の大出美晴です。質問よろしくお願いいたします。 

  まず、鳥獣被害の現状についてということでお願いをいたします。 

  広津、東山山麓を中心としたけもの被害、あるいは高瀬川沿いを中心としたカラス・モズ

等の鳥被害が急増しています。また町なかの糞害もあります。こういう状況の中、ことしは

ワイン用ブドウ栽培を行っている生産者の中には、鹿の食害に遭い、100万円相当の被害を

受けたとのことです。これから先も、実害はふえる可能性が高いと思います。町としての対

策内容やこれからの取り組みについてお聞きいたします。 

  質問の１から３あります。 

  １、電気柵の設置状況は、２として鳥獣駆除の状況は、３として鳥獣被害の取り組みはと

いうことで、関連ありますので、一括でよろしくお願いいたします。 

○議長（那須博天君） 宮﨑振興課長。 

〔産業振興課長 宮﨑鉄雄君 登壇〕 

○産業振興課長（宮﨑鉄雄君） それでは、大出議員の御質問にお答えをさせていただきます。 

  まず、質問の１点目、当町の電気柵の設置状況でありますけれども、ニホンジカ、イノシ

シ、猿の被害防止のため、平成20年度より、町及び鳥獣被害対策協議会におきまして、設置

をしてきてございます。南から中之郷地区、畑総整備エリア、鵜山地区、農地耕作条件整備

エリア、渋田見地区、クラフトパークから畑総整備エリア、滝沢地区、社口原エリア、相道

寺地区、広津ふれあい農園エリアとなっております。また、花見地区につきましては、中山

間地域直接支払事業におきまして交付金を活用し、設置をしていただきました。 

  また、当町の電気柵の総延長につきましては約7.8キロメートルでございます。このほか、

町の補助金を活用して個人で設置されたものが21件、約540メートルほどになります。 

  来年度以降につきましても、要望が出されております半在家地区以北、また未整備地区を

対象に、国の補助金を活用して延長していく考えでございます。 

  続きまして、２番目の鳥獣被害の状況でございます。 

  当町の有害鳥獣駆除対策については、有害鳥獣駆除実施隊を組織いたしまして、平成29年

度は16名、平成30年度１名の方がふえまして、17名で実施をしております。現在、さらに２

名の隊員をふやして、平成31年度には19名体制をしいてまいりたいと考えております。 
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  有害鳥獣駆除実績でございますけれども、４月から３月までの間で、狩猟捕獲を除くもの

であります。平成29年度、ニホンジカを23頭、イノシシを16頭。平成30年度10月末現在でご

ざいますが、ニホンジカが24頭、イノシシが25頭となっております。これは、いずれもわな

による駆除でございます。鳥類については、平成29年度実績で、カラスが14羽、ムクドリ13

羽、サギ類が４羽でございます。平成30年度10月末現在では、カラスが19羽、サギ類10羽と

なっております。鳥類につきましては全て銃による駆除となっております。このほか、猟期

においての捕獲頭数、平成29年度でございますけれども、ニホンジカが２頭、イノシシが17

頭という捕獲状況でございます。 

  そして、最後の鳥獣被害の対策でございます。 

  本年度、先ほども申し上げましたけれども、有害鳥獣駆除実施隊17名で、くくりわな、箱

わな、銃による駆除を継続して行っていただいております。 

  ニホンジカ、イノシシの駆除につきましては、32カ所にくくりわなを設置して駆除を行っ

ていただいております。猿につきましては、箱わなを仕掛けてはありますけれども、かつて

のように、思うようにかからないという状況でございます。そこで、本年は県にも協力をい

ただきまして、新たなわなについて、先進地事例を参考に研究を行っておるところでござい

ます。 

  電気柵につきましても、設置から年数が経過してきております。修繕等も必要となり、ま

た、新規設置についての国の補助金要望を、継続して行ってまいりたいと思っております。 

  最後に、町なかのカラス対策でございます。 

  追い払いの実施等をしてはおりますけれども、また同じように戻ってきてしまうという状

況でございまして、こちらについては、今後、カラスの研究をされている専門家の方に御相

談をさせていただきながら、地域住民と一緒になって、カラスが池田町からいなくなるよう

な対策をとっていければというふうに考えております。 

  質問内容の３点について答弁をさせていただきました。よろしくお願いをいたします。 

○議長（那須博天君） 大出美晴議員。 

〔５番 大出美晴君 登壇〕 

○５番（大出美晴君） 電気柵については、今、ワイン用のブドウをつくっている生産者から

も言われているのは、どうしても、沢とかそういうようなところが、条例というか決まりの

中で、そこにつけられないというようなところがあって、そういうようなところから、鹿だ

とかイノシシだとか入ってきてしまう。あるいは、どうしても電気柵の場合、下のほうとい



－109－ 

いますか、そこをイノシシなんかは掘って入ってきてしまうというようなことがあって、今、

下にトタンだとかいろんなもので、入らないような方策をとってくれているとは思うんです

けれども、それがどうしても風とかそういうので飛んでしまうというようなところがあって、

もう少ししっかりとした設備といいますか、対策はとれないかというようなことも言われて

きました。そんなところを、これからどんな形でやるのかお聞きしたいと思います。 

○議長（那須博天君） 宮﨑振興課長。 

○産業振興課長（宮﨑鉄雄君） ただいまの御質問でございますけれども、議員御指摘のとお

り、電気柵が100％防げるというものではございません。 

  やはり以前設置したものにつきましては、電線だけを張りめぐらしてやっておりました。

猿の被害が懸念されるというところで、そういう方式をとらせていただいたわけでございま

すけれども、近年、ニホンジカ、イノシシということで、視界に入らないように、下の部分

を波トタン等で視界を防いで、飛び越えようとするときに鼻先等が電線にかかるという形の

ものに大分変えてきてございます。 

  やはりそれぞれ対象の動物によっても、下を掘るイノシシ等もございますし、それぞれの

対象動物に対して、的確な予防措置ができるような形で今後も検討を重ね、また、広域的に

防げるような形で進めていければと思っております。 

○議長（那須博天君） 大出美晴議員。 

〔５番 大出美晴君 登壇〕 

○５番（大出美晴君） ぜひ完璧なものというものはないと思いますけれど、生産者と話しし

た中で、電気柵については対策していってもらいたいと思います。 

  それから質問の２番のところの中で、狩猟です。銃とかそういうものを使った狩猟とかそ

ういうのに若手が入ってきてくれるのかという、そういう候補がいるのかどうか、そこら辺

もちょっとお聞きしたいです。 

○議長（那須博天君） 宮﨑振興課長。 

○産業振興課長（宮﨑鉄雄君） 猟友会、駆除実施隊のメンバー的には同じでございます。 

  本年、新たに入っていただいた方は、定年をされて60代の半ばくらいの方が１名、実施隊

として加わっていただきました。ことし、猟友会のメンバーとしては、40前後の方お二人に

入っていただいております。 

  ですので、平成31年度には、駆除実施隊として活動をお願いするということで、２名ふえ

る予定でございますけれども、若手の方が入っていただいて一安心ということなんですが、
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今入っている猟友会のメンバーも大分高齢化が進んできております。今後は、さらなる若い

方の狩猟免許の取得等にもお願いをしていきたいと思っております。 

○議長（那須博天君） 大出美晴議員。 

〔５番 大出美晴君 登壇〕 

○５番（大出美晴君） ほかの地区では、この間もテレビで見たんですけれど、やっぱり若い

人たちでないと、どうしても体力的に、いろんな動物を待つ時間がかなり長かったり、狩猟

の期間とかいうのも、寒いときにかかるというようなこともあったりして、やっぱり高齢化

の中でお年寄りがそういう体力的に難しいということもあるので、Ｉターン、Ｕターンの人

たち、それから移住定住の関係もあったりして、そういう人たちで興味もある人は率先して

入ってもらって、これ、ちょっと私の考えなんですけど、そういうことを視野に入れてやっ

ていただければありがたいかなと思います。 

  それから今、言ったような狩猟、それからくくりわなとかそういうのでとるときにも、く

くりわななどについても、かかった動物の中には、すごい暴れて危険だというようなところ

もあって、どうしてもお年寄りだと、逆に危ないというようなところもありますので、そん

なところもお願いをしたいと思います。 

  あともう１点、県のほうとも話というか、いろんな方策を問い合わせているようなことを

今、言ったんですけれど、光とかそういうもので近づかないようにできるということも聞い

ていますけれど、そんなような、例えばＬＥＤの青色とかそういうような色のものが、動物

にとって、昔でいえばオオカミの目の光に似ていると。なので、ほかの動物が近づかないと

いうようなことも聞いています。そんなようなところを検討するところがありますか、どう

か。 

○議長（那須博天君） 宮﨑振興課長。 

○産業振興課長（宮﨑鉄雄君） 対策として、先ほど後段でお話ありましたオオカミの仕掛け

等については、余り効果がないんではないかということをお伺いはしております。 

  あと、先ほどのように電気柵のないところ、道とか沢を伝って圃場に入ってしまう。その

ときの対策として、センサーというのも一つあるかということで、今検討をしております。 

  それとあと、くくりわなです。設置をして、毎回毎回、毎日毎日同じところへ足を運ばな

ければ、かかっているか、かかっていないかわからないということで、足を運ばなければい

けないということもありますので、最近ではセンサーを取りつけて、それがスマホのほうに、

どのわなにかかったというような機械も開発されているということでございまして、こちら



－111－ 

のほう、国の補助金によりまして少しずつ導入をしつつ、見回りをする皆さんの負担軽減を

図れるような形で、対策をとってまいりたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（那須博天君） 大出美晴議員。 

〔５番 大出美晴君 登壇〕 

○５番（大出美晴君） カラスとか、それからムクドリとか、そういう件もありますけれど、

ちょっとこれについては、今のところ多分、手の施しようがないというのは私もわかります。 

  ですので、とりあえずは、けもののほうをしっかりとやっていただいて、けものたちが近

づかないと、近づかないだけでも、いろんなもののを作物を生産できますので、そんな方策

をしっかりととっていただければありがたいと思います。よろしくお願いいたします。 

  続いて、保小中一貫教育の将来像はということでお聞きします。 

  他の議員から、保小中一貫教育についてはいろいろ質問が出ていますが、私としては、ど

のような体制になるのか理解ができないところが多いので、再度伺いたいと思います。きょ

うも２件ぐらいありましたけれど、その中で、私のほうとしては具体的なところをお示し願

いたいと思います。 

  質問の１として、もうストレートに、学校統合を念頭に置いての考えなのかということを

お聞きいたします。 

○議長（那須博天君） 平林教育長。 

○教育長（平林康男君） それでは、ただいまの御質問に、ちょっと説明を加えながらお話し

をさせていただきます。 

  現在の池田町の教育は、これまで池田の教育にかかわっていただきました皆様により、子

供の目線に、姿勢に立った、きめ細かな教育がなされてきていると私は思っております。今

回の保小中一貫型の教育は、今まで培われてきた池田町の教育の部材に立った上で、さらに

よりよい教育を目指すという、そんな考え方であります。 

  このよりよくという言葉が、非常に大切な意味を持つわけであります。でありますから、

根本的な原理原則が変わるわけではなく、新しい手段を取り入れることで、より一層教育の

質が向上する、そんな改革を目指しております。 

  具体的には、保育園から小学校、小学校から中学校へのつなぎが、さらにスムーズにつな

がるようになること、特に支援を要する子供たちの保育から学校へのつなぎの部分が大切だ

と思います。そして、高瀬中学校を卒業するとき、全ての子供が身につけていてほしい基本
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的な部分を、保育園、小学校、中学校の先生方が共通理念として持ち続け、子供たち一人一

人が持っているすばらしい個性を、みんなで育てるということであります。 

  以上、今回の保小中一貫型教育の質的な改革であって、ハードの部分ではないということ

を御理解いただきたいなというふうに思います。 

  以上です。 

○議長（那須博天君） 大出美晴議員。 

〔５番 大出美晴君 登壇〕 

○５番（大出美晴君） 平林教育長、最後の答弁になると思ったんですけど、なかなかうまく

逃げられてしまったような形になりました。 

  理想じゃないんですけれど、きのうも私、ある先生と一緒に飲んでいました。その中で、

このことが多少出たんですけれど、では、子供たちをどのように成長させていくのかという

のが、この保小中一貫教育の中では、私としては見えてこないんです。 

  どういうふうに、頭のいい子に育てるのか、それとも何でもできるような子、育てたいの

か、要は、知識だけで今の子たちが育っている部分もかなり多いと思います。知識から知恵

につなげるところを、どういうふうに考えるのかというところ。知識だけだったら、いろん

な本だとか、今、インターネットでもそうですけれど、そういうので、もう頭の中に入れれ

ば、ペーパーテストなんかすぐできてしまうような形なんですけど、じゃ、実際に社会に出

たときに、そういう子たちが、臨機応変にいろんな知識を知恵に変えてできるかというとこ

ろが、今の子たち、ちょっと足りないような気もします、実際に。 

  ですので、そういうところ、保小中一貫教育というのは、そういうところをどういうふう

につなげていくのかというところを、ちょっと案があったら、考えがあったら教えてくださ

い。 

○議長（那須博天君） 平林教育長。 

○教育長（平林康男君） 今、言われたことを、今、学校、保育園の校長先生を中心にしてつ

くっているということでありますので、ちょっと私がすぐに言うことはできません。 

  今、言われた、やはり知識ではなくて知恵、これは当然これからやっていくべき姿だと思

います。国でも、アクティブラーニング、主体的で対話的で深い考え方、私たちの中では、

素心深考、素直な心で深く考える、こういうことを子供たちに植えつけさせたいなというふ

うに思っております。 

  でありますので、まずは今やりたいのは遊びです。遊びから学ぶということを主体にして
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やっていきたいなというふうに考えております。それには、やはり保育園からが一番土台で

ありますので、保育園のときに、中でなくて外遊びをいっぱいする。これは、今度の新教育

長さんもその考え方だと思いますけれども、「信州やまほいく」ということで、やはり自然

の中から学ぶ、楽しく遊ぶ、これをやっているうちに、素朴な質問が学問につながってくる

ような、そんな方向性に、私はなっていけばいいかなと思いますので、この土台を今つくっ

ています。 

  ですから、来年、その中で、またカリキュラム等出てきますので、そのとき、またいろん

な質問があればしていただければと思います。今のところは、そんなところで御理解をいた

だければと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（那須博天君） 大出美晴議員。 

〔５番 大出美晴君 登壇〕 

○５番（大出美晴君） では、もう１点だけ、質問の２ですけれども、町と学校の双方に考え

方の差はないかということで、今、校長先生、校長会とかそういうところで案を練っている

ということもお聞きしましたけれども、まだ、下の先生たちに浸透していない。これから浸

透させるのか、どのぐらいの時間といいますか、かけていくのかというところ、案があった

ら教えてください。 

○議長（那須博天君） 平林教育長。 

○教育長（平林康男君） 先ほどもちょっと説明させていただきましたけれども、現在、校園

長準備会というのがございまして、これによりまして、教育委員会と保育園、それから小学

校、中学校のすり合わせをしているというのが現状であります。 

  今回の保小中の中心は、やはり授業改革が中心になります。保育士、それから教職員が、

これまでの考え方にとらわれることなく意識改革をして、いかにそれぞれが同じ立場で同じ

方向を目指して取り決め、取り組めるかということが鍵になってくるわけであります。 

  そのために、15年間のガイドライン、それからグランドデザイン、こういうものを今つく

っている最中であります。これが見えてきますと、先ほどの質問にもお答えができるかなと

いうふうに思っております。 

  そして、一貫によって、とにかく、先ほども働き方改革が出ましたけれども、業務改善に

も努めていきたいということで、今回の保小中によって、新たな校務をふやさないというこ

とも、原則として考えております。 
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  保護者や地域の方々に説明したり、御協力をいただいたりする前に、先生方に理解と実践

をしていただくことが先決でありますので、平成31年度につきましては、まず第１として、

教職員同士が知り合う、それからつながる。２番目でありますけれども、思考力、判断力、

表現力、この３つを伸ばす保育の実践、授業の実践。そして３番目が、15歳のゴールの子供

像を共有する、この３つのポイントにつきまして先生方に実践をしていただきながら、保護

者や地域の方々にどのような御協力をいただくことができるか、保小中一貫した新たなカリ

キュラムを作成していく中で、協議をしていく予定であります。 

  この改革が、子供にも保育士、教職員にも魅力があふれ、わくわくどきどきする、そんな

楽しい改革になるようなことが大切ということで、今、進めていることでありますので、よ

ろしくお願いをしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（那須博天君） 大出美晴議員。 

〔５番 大出美晴君 登壇〕 

○５番（大出美晴君） 15年間に向けて、いろんな制度といいますか、そういうものが改革さ

れて、いずれにしても子供たちが中心のことですので、うまいぐあいにできていけばありが

たいかなということも思いますし、先生たちとの何ていうかな、整合性というか、すり合わ

せがうまくできていけば、ありがたいかなというふうに思います。 

  平林教育長、御苦労さまでした。 

  ちょっと私、納得できないところもありますけれど、先へ進みます。以上にします。 

  続いて、移住者の自治会への加入促進はということでお願いいたします。 

  今、池田町では、自治会離れが起きているように感じます。現にある住民からは、移住者

がなかなか自治会に入らないということもお聞きします。また、既存の自治会員も、事情に

より抜ける人もいます。このままでは、自治会の崩壊もあるやもしれないという危機感を感

じるところです。 

  そこで質問をいたします。町としてのこれについての取り組みをお聞きしたいと思います。 

○議長（那須博天君） 小田切副町長。 

○副町長兼企画政策課長事務取扱（小田切 隆君） それでは、最初に、自治会の加入率の推

移について御説明申し上げたいと思います。 

  平成21年度におきます自治会の加入率につきましては、90.1％という数字がございました。

そして、平成30年度につきましては、81.1％ということでございますので、この10年間で
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10％のものが減ったという状況となっております。 

  この要因につきましては、議員分析のとおり、高齢者の独居世帯の増によりまして、自治

会費が払えないといったような理由によりまして脱退された方もいらっしゃるわけでござい

ますが、やはり一番大きな要素といたしましては、地域おこし協力隊を含めてですけれども、

移住者の方が自治会に入らないというものが、一番大きなウエートになってくるのかなと思

っております。 

  事移住者の方につきましては、前段には相談会を設けておりますので、必ずその中で、自

治会加入につきましても要請をしてございますし、また、転入手続の際も再度御案内を申し

上げているところでございますが、なかなか加入には至っていないというのが現状でござい

ます。特に、この自治会加入につきましては、強制力を持たないということがございますの

で、これという決定打がないというのも事実でございますので、行政といたしましても、非

常に頭の痛い問題として捉えているわけであります。 

  以上であります。 

○議長（那須博天君） 大出美晴議員。 

〔５番 大出美晴君 登壇〕 

○５番（大出美晴君） 町としても、頭が痛いところだと思います。 

  １つ、心配するのは、自主防災会なんかもありますし、自治会に入らないと、自主防災会

ですら、組織できないような状態になるのではないかなというところもあります。いざ災害

のときに、いろんな不備とかふぐあいとか、そういうのも出てくる可能性もありますし、そ

れから、この間も聞いた中では、今、町内の中でも、組の中で今度、年番かな、お祭りで舞

台を引いて歩くという当番になったんだけれども、入っている人たちが11軒だかで、そのう

ちのもう抜けてしまって、７軒ぐらいしかなくて、そのうち、今、言ったような高齢者がい

る家庭しかないということで、結局３軒か４軒ぐらいしか実際には引く人がいなくて、どう

するんだよというような問題も出てきました。 

  ある人からは、子供たちの問題も出てきているということもあります。これ、舟のおはや

しの部分もそうなんですけれど、みんなで協力しなければいけないんですけど、ちょっとこ

れは自治会との関係薄いので、それは抜いておきますけれど、今、言ったような心配もあり

ます。 

  それから、自治会に入らないということでは、自治会費の問題も多分出てきていると思い

ます。そんなところ、自治会は入らないで、ごみもそのまま出してもいいとか、いろんなそ
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ういう条件といいますか、状態で、町がオーケー、オーケーとやってしまうと、どうしても

入っている人たちからも、そこら辺のところを突かれる部分もありますし、自治会によって

自治会費が違う、入会金も違うということもありますけれど、そういうところの会費も払わ

ないで暮らしている人たちのほうがよっぽどいいじゃんみたいなところもあるんですけれど

も、そういった何ていうかな、誤差というか、そういうところを、やっぱり町も見逃しては

いけないと私は思います。 

  一番問題なのは、自治会で、そういうところへ配り物とかそういうものをやらなくなった

ら、取りに来ればいいじゃんというふうになるんだけども、今度、誰も取りに来なくなった

というときに、町からの連絡だとかそういうものができなくなる。結局、行政の人たちが回

って歩かなければいけないというような心配も出てくるんですけど、そんなところをちょっ

とお聞きしたいと思います。 

○議長（那須博天君） 小田切副町長。 

○副町長兼企画政策課長事務取扱（小田切 隆君） まず、自主防災会と自治会の関係でござ

いますが、これにつきましても、総務課を中心といたしまして、自治会に入らなくても、最

低限、自主防災会には入っていただかないと、いざというときの支援できませんよというこ

とも訴えていただいております。 

  また、先ほどお祭りの例が出ましたけれども、私どもの４丁目の例を申し上げますと、や

はり、一つの年番だけでは対応できないということがございまして、引き年番というのを新

たにこさえまして、翌年度の年番が前の年を手伝うというようなことで、やはりこれにつき

ましては、地域での協力が不可欠であるといったような事例となってまいります。 

  また、ごみの問題でありますとか広報物の問題、これもいろいろな面からも出ております

が、特にごみ集積所の関係につきましては、今、どうしても自治会が補助金を受けて設置を

するということで、自治会主役でのごみの集積方法ということになってまいりましたが、や

はりこれだけ非加入者がふえるということになりますと、ごみ集積のあり方につきましても、

何らかの要綱等を定める中で、ちょっと一つのルールをつくっていかないと、やはりそうい

った不公平感が出るのではないかということも、この間も実は話をしたところであります。 

  また、広報の配布物につきましても、最初のころは、自治会に加入されていない方も少な

かったわけでございますので、役場庁舎内に専用のボックスを置いて取りに来てもらうとい

うことで何とか対処できたわけでございますが、先ほど10年間で10％減ったということがあ

らわれているように、非常に未加入者が多くなってきまして、役場のほうでもそのボックス
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が、もう間に合わないといったような状況となっております。 

  ですから、これも、もう配布方法等も変えなければいけないということで、一つの打開策

としましては、例えば公民館でありますとかやすらぎの郷だとか多目的研修センターです、

こうした大きな公共施設にそれぞれブロック別に配布物を置いて、そこで取りに来ていただ

いたほうが、地域に近くなるのではないかというような案等も出ておりますので、これにつ

きましては、まだまだ結論が出るのは先になろうかと思いますけども、そのようなことでの

具体的な検討にも入っているというようなことで、御理解をいただきたいと思います。 

○議長（那須博天君） 大出美晴議員。 

〔５番 大出美晴君 登壇〕 

○５番（大出美晴君） ぜひ、今、言ったようなことを早急に実施できるようにしていってい

ただいて、最終的には、それぞれの家庭の不公平感というようなものが、自治会費だとかそ

ういう面もそうですけれど、不公平感というものがなくなるような形で進めていっていただ

ければ、ありがたいと思います。 

  以上で質問を終わります。 

○議長（那須博天君） 以上で大出美晴議員の質問は終了いたしました。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◇ 櫻 井 康 人 君 

○議長（那須博天君） 一般質問を続けます。 

  ７番に、９番の櫻井康人議員。 

  櫻井康人議員。 

〔９番 櫻井康人君 登壇〕 

○９番（櫻井康人君） ９番、櫻井康人です。 

  12月定例会一般質問を行います。 

  聞くだけで、目がしょぼしょぼして、非常に高齢者にはきついわけですけれども、よろし

くお願いします。 

  通告内容につきましては、１点目、農業環境の変化に町の対応は、２件目として、中学校

の運動部活動についての２件です。 

  １件目、農業環境の変化に町の対応はについて、町の考えをお聞きします。 
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  ＴＰＰ、（環太平洋連携協定）が、アメリカを除く11カ国で、ことし12月30日に発効しま

す。その内容は多岐にわたり、農業分野の農産物に関しては、既に関税ゼロのものも含め、

51の品目の関税が即時撤廃で、最終的には81％の品目の関税が撤廃されると言われています。 

  この中の主要農産物については、町の主役農産物でもある米が、キロ当たり341円の関税

は維持されるものの、最終的には、アメリカに対して７万トン、オーストラリアに対しては

8,400トンの輸入枠が与えられるとされています。ほかに、牛肉、豚肉等の関税引き下げが、

非常に厳しい内容でございます。 

  今回、ＴＰＰから離脱したアメリカは対象外ですが、今後始まる日米貿易交渉で、日本に

とって、より厳しい条件を突きつけられる。米に関しては、輸入枠の拡大、あるいは関税引

き下げを求めてくるのは必至であります。 

  こうした世界の農業環境下、農業が工業製品の犠牲になったとはいえ、日本の、そして地

方の農業は、どう生き延び、生き残らなくてはならないのか。 

  ある経済のアナリストは、生き残りの一つとして、海外産品と競合しない農産物に特化す

ることと言っています。野菜の鮮度、果物の海外と競合しない品の確立、第２は、最も重要

な米のブランド化、商標、銘柄、品質等の確立としています。 

  今、米に関しては、大規模農家に生産集約してコスト低減を図るとしても、日本では15ヘ

クタール、15町歩以上耕作の大規模農家でも、生産コストはキロ当たり200円程度、また、

海外品につきましては、変動があるものの平均で50円程度と、とても競争できる価格ではあ

りません。発想を変えて、米をブランド化して競争力をつけないとだめと論じています。 

  我々が考え、行ってきた農地の集約、大規模化によるコストの低減、省力化、町で掲げる

「人・農地プラン、町内一農場」の施策と米のブランド化を、いかに整合性を持たせて進め

ていくか、ＴＰＰの発効を控え、町の考えをお聞きします。 

  さらに、今後予定される自由貿易協定につきましては、御存じかと思いますけれども、今

後、ＴＰＰとの経済連携協定、これが順調に行けば来年２月１日に発効ということ。さらに

東南アジア地域包括的経済協定が、11月に協議が行われたという報道がありました。こうい

う中で自由貿易協定、特に農業に関係するＴＰＰの発効を控え、町の考えをお聞きします。 

○議長（那須博天君） 宮﨑振興課長。 

〔産業振興課長 宮﨑鉄雄君 登壇〕 

○産業振興課長（宮﨑鉄雄君） それでは、櫻井議員の御質問にお答えをさせていただきます。 

  まず、１点目の米のブランド化、今後の進め方ということでございます。 
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  池田町の農業の中心となりますのは、やはり水稲が中心でございます。池田町では、毎年、

農業祭の折に、お米コンテストを実施しております。おいしいお米のアピールということで

ございますけれども、こちらのお米につきましては、食味値で80点以上のお米が生産されて

きております。この食味値を一つのＰＲポイントといたしまして、町と営農支援センターで

は、ふるさと納税の返礼品にお米を活用させていただいてございます。 

  米の継続的な生産に向けては、議員御指摘の農地の集積、集約化を図りつつ、近代的な機

械化も図りながら、生産コストの低減を引き続き目指してまいります。 

  また、議員御提案のブランド化の取り組みでございます。こちらにつきましても、しっか

りとしたルールづくり、特徴のあるお米づくりというものを視野に入れ、ＪＡとも連携しつ

つ、生産者、農業法人、担い手農家の皆さんと検討を行ってまいりたいと考えております。 

  また、ＴＰＰ関連法案等、今後出てくるわけでございますけれども、一つ一つ現状をもう

一度見直す中で、輸出米につきましても、海外販路開拓に向けて検討を行ってまいりたいと

考えております。 

  以上でございます。 

○議長（那須博天君） 櫻井康人議員。 

〔９番 櫻井康人君 登壇〕 

○９番（櫻井康人君） 今の答弁で、輸出米については、３点目に質問する予定ですので、よ

ろしくお願いします。 

  ＴＰＰに関してですけれども、町長の最終的な考え、聞きたいんですけれども、御存じの

方もあろうかと思いますけれども、ＴＰＰが浮上したのは約８年前ということで、ちょっと

昔の新聞を読んだら、そういう時代だったんですが、このときの政治、政権党は民主党だっ

たんです。民主党は賛成、野党だった自民党が反対。その先、安倍内閣になって自民党は推

進派、それで野党になった民主党、ちょっと名前は変わりますけれども反対だということで、

本当に力の強いものが政治を引っ張っていくというような、象徴的じゃないかということで、

本当に国は、こういったＴＰＰに関する農業とか、その他工業製品のことを考えているのか

という、本当に悲しく思うのが現実です。 

  そういう中で、今、宮﨑課長、答弁願ったんですけれども、町長として、やはりこういっ

た政治の中、国の考え方の中でも日本の農業、あるいは、ちょっと規模の小さい池田町の農

業というのは、最終的にはどういう形になるのか、どういう形にしなければいけないのかと

いうことを、再度お聞きしたいんですけれども。 
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○議長（那須博天君） 町長、いきますか。 

  甕町長。 

○町長（甕 聖章君） それでは、ただいまの櫻井議員の御質問にお答えいたします。 

  どんな形になるか、どの程度の影響が出るか、非常に読みにくいところだと思います。ま

た、ＴＰＰにつきましては、農業ばかりではなくて、その他の産業についても関連が出てま

いります。 

  国の選択というところにもよるわけでありますけれども、私といたしましては、やっぱり

基幹産業であります農業を、しっかりと守っていかなくてはいけないというのが基本的な考

えであります。全面的にＴＰＰ反対というようなことではありませんけれども、このＴＰＰ

発効する中で、農業をどうやって守るか、これからの大きな課題ではないかな、そんなふう

に今、感じているところであります。よろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

○議長（那須博天君） 櫻井康人議員。 

〔９番 櫻井康人君 登壇〕 

○９番（櫻井康人君） 先ほど話ししたとおり、ＴＰＰには、発効までにかなりの矛盾があっ

たと思うんですけれども、決められたことに対しては、もう守っていかなければならないと、

そういう国民の立場だと思います。 

  そういう中で、質問の２点目になりますけれども、米イコール農業の考えでなく、商工会

の会議の中でも申し上げているんですけれども、農商工連携して米を含めた農産物を、売れ

るブランド品としてつくり出す必要があると思います。 

  農商工が持っているノウハウを農業に集中できる環境づくり、これからの農業は、大規模

で生産性の高いことが生き残りではなく、ある人が言っていましたけれども、農業も高い感

性を持って努力を積み重ねることのできる人、団体が生き残っていくという考えがあります。

この感性を生み出す力を、ぜひ農商工連携してつくってほしいと考えますが、いかがでしょ

うか。今、騒がれている６次産業化についても視野に入れての考えですが、町の考え、お聞

きします。 

○議長（那須博天君） 宮﨑振興課長。 

○産業振興課長（宮﨑鉄雄君） それでは、ただいまの御質問にお答えをさせていただきます。 

  米のブランド化につきましては、他の産地と違う特徴を持たせることが重要であると考え

ます。また、米だけでなく、農産物のブランド化も重要であります。 
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  ６次産業化を推進するためにも、農業、商業、工業等が連携をして、ブランド化の開発に

向け進めてまいりたいと思います。つくり手、加工する方、そして売る方という、これが連

携した６次産業化というものが、必要になってこようかと思います。 

  このために、昨年立ち上げました中小企業・小規模事業者振興条例に基づいた円卓会議の

席においても、産業全般ということでございますので、検討を行ってまいりたいと思ってお

ります。 

  また、米と農産物等の先ほどもちょっと言われておりました、次の質問にも出てくるわけ

でございますけれども、海外販路等の推進協議会においても、今現在、酒をターゲットに、

米の加工品と申しますか、日本酒をターゲットに進めてきております。こちらのほうの協議

会のメンバーにも商工会、ＪＡ、また事業者、行政がかかわってきております。こちらも含

めて、農産物全般についての検討を行ってまいりたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（那須博天君） 櫻井康人議員。 

〔９番 櫻井康人君 登壇〕 

○９番（櫻井康人君） ３点目の質問ですが、御存じのように、国内での米の消費量は年々下

がり、米離れが進んでいるのが現状です。 

  そのために、求められるのは販路の拡大ということですけれども、この販路拡大の一つの

手段として、米の輸出に取り組んでいる人、組織が県内にも随所にあります。輸出ルートを

確立して販路拡大を図る道を、これは行政だけではいかないと思いますけれども、ＪＡ、ま

たほかの団体と連携し、切り開く必要があると考えますが、どうでしょうか。 

  先日、松川村で、ＪＡ主催の担い手を対象にした意見交換会がありましたが、そこの席で、

松川のリンゴ組合から話があったんですけれども、リンゴ組合につきましては、個人的な組

合なんですけれども、既にリンゴを輸出している、そういったルートも図りながら輸出して

いるという話も聞きましたので、個人の力に頼る面もあろうかと思いますけれども、ぜひ音

頭取りをＪＡとか行政が行って、こういう販路を切り開くということをお願いしたいんです

が、いかがでしょう。 

○議長（那須博天君） 宮﨑振興課長。 

○産業振興課長（宮﨑鉄雄君） それでは、米の海外輸出、農産物全般にかかわるところの海

外輸出についてでございます。 

  当町、安曇野市、松川村と一緒になりまして、日本酒と農産物ということで、販路拡大を
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進めているところでございます。 

  米の海外輸出につきましては、台湾、香港、シンガポール等東南アジアへの輸出が多くな

ってきております。ただ、こちらにつきましては、日本国内の競合する産地が多く参入して

いるというふうにお聞きをしております。 

  昨年のマレーシアでの海外販路のプロモーションを行った折に、当町産の風さやかを、お

にぎりにして試食をしていただきました。そのときには、味等について、大変好評を得たと

いうことでございます。マレーシアでも、スーパーマーケットで日本の米が販売をされてお

ります。非常にスーパーマーケットでの競争というものは、厳しいかなというふうに考える

ところでございます。 

  そこで、当町としては、一度に大量のスーパーマーケット用の輸出というものは考えずに、

飲食店へのプロモーションを仕掛けていったらどうかということで、今後、対応をしてまい

りたいというふうに考えております。 

  さきの答弁でも述べさせていただきましたけれども、ＪＡ、商工会等と一緒になって進め

ております池田町農産物等推進協議会において、また検討を重ねてまいりたいと考えており

ます。 

  以上です。 

○議長（那須博天君） 櫻井康人議員。 

〔９番 櫻井康人君 登壇〕 

○９番（櫻井康人君） ＴＰＰ、その他の米の自由貿易協定が次々と結ばれて、非常に危機感

を持つんですけれども、危機感を持っているだけでは前へ進まないので、行政、あるいはＪ

Ａ、その他の団体と連携して、前向きに我々も進めていきたいと考えております。 

  次に、２件目に入ります。 

  ２件目につきましては、中学校の運動部活動について、現状と今後についてお聞きします。 

  先日、自宅に、県の中学校体育連盟の会長名で、「競技団体が主催する中学校の運動部を

対象とした大会の精選について」の依頼文が送られてきました。 

  内容は、平成30年３月、スポーツ庁が出した運動部活動の在り方に関する総合的なガイド

ライン及び県内での平成26年２月に、長野県中学生期のスポーツ活動指針についての取り組

みと、競技団体が主催する大会のうち、学校の運動部単位で参加する大会等の精選について、

推進してほしいとの内容でした。 

  内容を見ていただければわかりますけれども、そこで、競技団体主催の一員としてですけ
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れども、これらのガイドライン、あるいは指針に異議を唱える立場ではありませんが、子供

たちの生活環境を考え、この通達が中学校生活、あるいは運動部活動を志す生徒に、どのよ

うな影響を与えると考えるのか、教育長の考えをお聞きします。 

○議長（那須博天君） 平林教育長。 

○教育長（平林康男君） それでは、ただいまの御質問にお答えをしたいと思います。 

  ガイドラインや通達は、全国的に共通する部活動の課題に対する新たな打開策と考えます。

授業を離れ、自分の好きなスポーツや吹奏楽など、それらに打ち込むこと自体、それは子供

たちにとって、成長の過程で欠かすことのできないものであります。 

  しかし、少子化に伴い、部員の確保の困難性、生徒の多様なニーズへの対応など、多くの

課題が山積みされているのも実情であります。そして、強く勝利にこだわり、また、今以上

の水準や記録に挑戦することは自然なことでありますけれども、それのみを重視した過度な

活動にならないよう、留意する必要もあります。 

  大会の精選につきましては、大会は土日にわたって行われることがあったり、大会でよい

成績を残すために練習量がふえたりします。大会が多いことは、活動の過熱化にもつながり

ます。大会は練習の成果のバロメーターではありますが、これを契機に、部活動の本来の意

味と活動形態を考え直すよい機会と捉え、大会の回数の適正についても、客観的に見直す時

期に来ているというふうに考えます。 

  以上であります。 

○議長（那須博天君） 櫻井康人議員。 

〔９番 櫻井康人君 登壇〕 

○９番（櫻井康人君） このスポーツ庁の出しましたガイドラインにつきましては、新聞紙上

で見られた方もおありかと思いますけれども、当初の内容に１件、こういったことを決めて

も守らない学校が多いという話の投書が１件、それと、これ、きのうかおとといかの新聞に

載っていましたけれども、松本市の運動部のあり方研究授業、この授業が市からの委託で、

中学校部活に、山雅の指導者を委託するという話の記事が載っていました。 

  運動部活動についての組織調査、要するに、とりあえず４校、開成、女鳥羽、清水、丸ノ

内の４校の山雅ということですので、競技種目につきましてはサッカーが主体という話でし

たけれども、一番興味を引いたのは、指導するのは当然なんですけれども、指導のほかに、

この４校、中学１年生を対象に、3,800人ぐらいいるようなんですけれども、この生徒たち

を対象に、運動部の活動について生徒の意識調査をしたいと。 
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  その目的につきましては、生徒が求める練習内容に応える指導方法を探り、地域の団体が

部活動にかかわっていく方法を模索する目的と。それらを目的にして意識調査を行って、さ

らに分析して、市は、教員側と生徒側、両面から部活のあり方を考えていきたいという話が

ありました。 

  授業内容につきましては、いろいろ出ていますけれども、アクティブラーニングというこ

とで、受動的な授業じゃなくて、能動的な授業というのが進められているようなんですけれ

ども、こういったスポーツも上から押しつけてやるんじゃなくて、こういった意識調査をし

て、下からどういう部活動を望んでいるのか、どういう指導をしてもらいたいのかというの

は、絶対その考えがあると思うんですけれども、高瀬中学校、ちょっと松本の3,800人に対

しては少ない学生数かもしれませんけれども、ぜひこういった意識調査をして、部活動のあ

り方というのを再考していただければと思いますが、その辺いかがでしょうか。 

○議長（那須博天君） 平林教育長。 

○教育長（平林康男君） そうだと思います。 

  いずれにしても、生徒の数が少なくなり、そして、またなれない顧問の先生が部活指導、

そういういろいろな難しい問題があります。 

  やはり、これからは部活の精選、あるいは、後で出てくるかもしれませんけれども、他校

との連携、そういうふうにいろいろなことを考えていかなければ、過渡期になっております、

その中でも、やはり中心になるのは生徒でありますので、生徒が、まず何を考えているかと

いうことを酌み出すことが、非常に大事なことだと思います。 

  多分、学校のほうでも、その調査とかやっていると思いますけれども、もう一度、校長会

等で確認をさせていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（那須博天君） 櫻井康人議員。 

〔９番 櫻井康人君 登壇〕 

○９番（櫻井康人君） ありがとうございます。 

  このガイドラインの通達の中で、私は全然知らなかったんですけれども、義務教育の活動

中に、政府が設置してあるスポーツ庁というのは、その権限というのはどの範囲なのか。 

  私が考えるには、もう義務教育だったら、全部文科省のエリアじゃないかというような考

えを持っていたんですけれども、ちょっとこの問題と離れるかもしれませんけれども、教え

ていただきたいと思います。 

○議長（那須博天君） 平林教育長。 
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○教育長（平林康男君） スポーツ庁につきましては、文科省や厚生労働省など、複数の省庁

にまたがるスポーツ行政の関係機構を一本化したものであります。文科省のスポーツ・青少

年局を母体にしまして、文科省の外局として、2015年10月１日に設置をされております。 

  文科省設置法第15条によりますと、スポーツの振興、その他のスポーツに関する施策の総

合的な推進を図ることを任務とする。この法律によって、このスポーツ庁が動いているわけ

でありますけれども、文科省は、これまでにもスポーツに関する課題解決に向けて、スポー

ツ庁に指導という形でお願いしてきている経過があり、今回のガイドラインについても、お

願い、指導するという、そんな立場でこの関係が保たれているということでありますので、

よろしくお願いをしたいと思います。 

○議長（那須博天君） 櫻井康人議員。 

〔９番 櫻井康人君 登壇〕 

○９番（櫻井康人君） 先ほどの松本の意識調査の中で、選手側と教師側、顧問側の考えを知

りたいというようなことでしたので、３番目の質問としては、想定はできるんですけれども、

運動部の顧問の負担軽減のためと、そのガイドラインの内容にもありますけれども、今、高

瀬中学校の現状、要するに、運動部の顧問をしている先生と、全然無関係の先生方の差とい

うのはどのくらいあるのか。要するに、負担の現状というのを、まず知りたいんですけれど

も。 

○議長（那須博天君） 平林教育長。 

○教育長（平林康男君） 現在、高瀬中学校には、運動部活というのは６部活ございます。そ

のうち、外部指導者というものを入れている部活につきましては、女子バレーの関係、それ

から男子と女子のそれぞれバスケット、それから軟式野球部、この部活が外からの指導者を

入れている部活であります。 

  顧問の負担感につきましては、外部指導者がいないとき、技術的な指導ができない、また

専門的な知識を持たない顧問の場合、部活動の運営や指導に、保護者の行き過ぎた介入もあ

ったりすることを聞いております。 

  また、大会につきましては、最近は、中体連主催の大会のほかに、それ以外の各種大会が

ふえ続け、その回数に問題があるようです。今回の依頼文書は、そのあたりを見直しという

ことかなというふうに思います。 

  それから、部活には２人おります。主となる先生、それから副となる先生、２人ずついる

わけでありますけれども、基本的には、主となる先生が１人で面倒を見てくれています。 
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  それから、部活の指導者というのは、できるだけ独身の方、家庭生活に影響しないという、

そんなことも少し考慮しているということも聞きましたけれども、それと同時に、部活の経

験があるかないか、そのあたりで決めているようであります。現在、高瀬中学校にこの前お

聞きした中では、それほど負担感というものは感じていないということを、私は教頭先生の

ほうからお聞きをしております。ほかの学校を、ちょっと私は聞いていないのでわかりませ

んけれども、私の聞いた範囲の今のお答えでありますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

○議長（那須博天君） 櫻井康人議員。 

〔９番 櫻井康人君 登壇〕 

○９番（櫻井康人君） 顧問の先生が負担を感じていないというのは、結果的にはいいことだ

と思いますけれども、それが指導にちょっと手を抜いているのかどうか、それはわかりませ

んけれども、先生の、あるいは顧問の方の負担というのは、私も個人的に息子がそういう立

場にありますので、よくわかります。 

  次、４番目の質問に入りますけれども、部活の廃部、あるいは合同チーム、あるいは拠点

化の部活、こういったさまざまな形態の活動が今後ふえてくるとしていますが、本当、生徒

数減を考えると、今の高瀬中学校、町のスポーツ環境の最適な姿はどうなのか。また、その

ために何が必要と考えるか、最後にお聞きします。 

  高瀬中学校の部活、運動部につきましては、６の運動部があると聞いたんですけれども、

私の関係する野球部につきましても、新人戦については秋に行われるんですけれども、２人

ないし３人の部員ということで合同チームになったんです。やっぱり合同チームになると、

合同チームの中で生徒数が多い学校が主体となって、どうしても後に従うような形になって、

最終的にはもう参加しないというような形になって、野球あるいは運動部を志す生徒につい

ては、非常にかわいそうな気がするんですけれども、その辺、何が必要なのか、最後お聞き

したいと思います。 

○議長（那須博天君） 平林教育長。 

○教育長（平林康男君） 今、野球部の話が出ましたけれども、本当に野球部は非常事態にな

っております。通常は、当然11人以上いるわけでありますけれども、今の１、２年がそれぞ

れ２名ずつということで、今回の新人戦につきましても、一中、それから白馬、この３校の

合同チームであります。対戦相手も仁科台１チームということで、今までの野球の関係者か

ら見れば、本当に信じられないような状況になっております。 
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  そんな形で、この前、高校のほうでも、子供たち、中学生を対象とした教室を開きながら、

少しでも部活に入ってほしいという、そんな取り組みをされております。 

  健康長寿の町づくりの重要な位置づけとしまして、スポーツの振興が上げられます。一人

１スポーツ以上の取り組みが必要であります。保育園、あるいは生まれたときからスポーツ

に親しませ、それを高齢者まで一貫した取り組みをすることが大切であります。それは保小

中一貫型教育の取り組みの中でも大きな要素となっております。 

  子供のころは、あらゆるスポーツに挑戦することも大切であります。それは、バランスの

よい体づくりでもあり、自分に適したスポーツにめぐり合うためのものでもあります。そう

した中で、中学校の部活は非常に大切であります。しかし、少子化により現状の部員数が維

持できなくなったり、教職員の働き方改革等も含め、部活の本来の目的など、新たに検討す

る時期に来ております。 

  部活によって燃え尽き症候群とならず、生涯スポーツ、楽しみ続けられる部活動でなけれ

ばなりません。季節ごとに異なるスポーツを行う活動、競技志向ではなくレクリエーション

志向で行う活動、体力づくりを目的とした活動等、生徒が楽しく体を動かす習慣の形成に向

けた動機づけという観点も大切であります。また、競技をすることのみならず、見る、支え

る、知るという観点からも捉える必要があります。 

  県でも合同部活支援事業、あるいは、ゆるスポーツ活動支援事業など、生徒のニーズに合

った活動と運動機会を保障できる事業展開をしておりますので、町としてもそれにのっとっ

た対策が必要と考えます。 

  今後につきましては、池田町スポーツ振興協議会というものがありますので、この協議会

の要綱を見直す中で、学校スポーツ、生涯スポーツについて検討していきたいと考えており

ますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（那須博天君） 櫻井康人議員。 

〔９番 櫻井康人君 登壇〕 

○９番（櫻井康人君） その内容につきまして、よろしくお願いします。 

  最後にですけれども、ぜひ、その学校教育関係者にお願いしたいのは、きのうの新聞、信

毎に載っていました。佐久長聖高校の前の野球部の監督、中村良隆さんが監督時代の感想を

述べています。この中で、今はもう、参加することが意義という考えなんですけれども、勝

負はやっぱり勝たなければだめだと。勝って初めて、その子供たちも集中力がついてくると
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いうような内容。これ、絶対一読する価値があると思います。 

  そういうことをお願いして、私の質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（那須博天君） 以上で櫻井康人議員の質問は終了いたしました。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◇ 矢 口   稔 君 

○議長（那須博天君） 一般質問を続けます。 

  ８番に、３番の矢口稔議員。 

  矢口稔議員。 

〔３番 矢口 稔君 登壇〕 

○３番（矢口 稔君） お疲れさまです。 

  ３番の矢口稔です。 

  長時間の、もう少しでございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  今回は、時間が３分の２になっていますので、質問も大きく２つに分けて、国際交流の推

進について、そして、新地域交流センターについてお尋ねをいたします。 

  まず初めに、国際交流の推進についてお尋ねをいたします。 

  去る12月11日に、マレーシアより、チョンファ独立高校の生徒約20名が高瀬中学校を訪問

しました。これは、先月、議会として初めて、議員それぞれ経費を自己負担いたしまして、

マレーシアを海外視察した際、学校訪問として、クアラルンプール市内のサラックサウス小

学校訪問が実現したためでございます。その中で、マレーシア元駐日学生協会の御協力によ

り、今回の高瀬中学校との交流に至った経過があります。 

  我々が、マレーシアの小学校を訪問した際には、休日にもかかわらず、校長先生を初め、

多くの先生方の御対応をいただきました。学校の方針からクラス運営の工夫、給食のシステ

ムなどを丁寧に説明いただきました。議員からも多くの質問が出され、お互いの国の制度は

違えど、子供たちを大切に育てる気持ちに違いはないことを、お互い確信したところであり

ます。 

  さて、今回のマレーシア学生の中学校訪問としては、2005年に開かれたスペシャルオリン

ピックス長野大会に関係するオーストリア団のホストタウンとして、海外の方々をお迎えし

た以来の大きな国際交流プログラムとなりました。 
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  日本とマレーシアは、住む地域や気候は違いますが、学校で学ぶ第一外国語は英語であり

ます。日本にふだん住んでいると、なかなか英語で話す機会が少なく、実際の会話まで到達

するのにはかなりの時間がかかるのが現状であります。今回の訪問で、高瀬中学生もよい刺

激や経験を得たことと思いますが、行政側の評価をお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（那須博天君） 平林教育長。 

〔教育長 平林康男君 登壇〕 

○教育長（平林康男君） それでは、お答えをしたいと思います。 

  まず、当日につきましては、議員の皆様にいろいろお世話になったことを感謝申し上げま

す。ありがとうございました。 

  さて、中学校にとっては、この計画については、非常に計画にない、突然の外国からの訪

問客でありましたけれども、生徒たちの外国人を受け入れる順応性の高さには感心をさせら

れました。施設見学、授業、給食と進むうちに親密度も増し、全体交流ではバンブーダンス

が披露され、高瀬中の生徒もチャレンジさせてもらい、ほほえましい場面がありました。 

  国際交流で直接外国の方々と交流する体験は、これからの子供たちに期待する多様な人々

と関係を結ぶ力、国際感覚、これを育てるために大変有効であると考えます。もちろん、自

分が学習した英語力が試される絶好の機会でもありますが、それだけではなく、コミュニケ

ーションを通じて異文化を直接感じる、外国の人々と考えや気持ちを伝え合うことができま

す。進んでコミュニケーションをとろうとした生徒も、思うように英語が話せなかった生徒

もいましたけれども、交流を通して、改めて英語学習の必要性を感じたり、海外に留学して

みたいと思う生徒もいたりしたことから、生徒にとってこうした機会は、自分の視野や可能

性を広げるよいきっかけとなったというふうに思います。 

  以上であります。 

○議長（那須博天君） 矢口稔議員。 

〔３番 矢口 稔君 登壇〕 

○３番（矢口 稔君） おおむね好評な意見が聞かされたかと思います。 

  それぞれ学生本人にとっては、本当にもどかしい時間だったかもしれませんけれども、そ

れがひいていえば、国際理解につながるものかなと思います。言語だけでなく、そのしぐさ、

ジェスチャーやそういう動作を通じて、コミュニケーションをしているところも見られて、

そういったところの中学生のこういう多様性も感じられたかなと思います。 

  それを通じて、次の質問にまいりますけれども、国際交流担当の窓口設置についてであり
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ます。 

  今回の訪問を踏まえて、まず課題となったのが、担当窓口がどこなのかという問題であり

ます。議会の海外視察をきっかけに、海外販路を担当している産業振興課、学校を管轄する

教育委員会、そして、私たちの議会事務局と、３つの担当がそれぞれの立場で連絡調整を行

い、今回は実施することができました。 

  また、先ほどもお話しがありましたけれども、年度当初からの計画ではなかっただけに、

お互いどこまでを担当すればよいかのかわからず、苦労した経過があります。 

  今後は、こういったケースを糧に窓口を一本化して、国際交流担当を、どちらかの課の一

つの係として設置すべきだと思います。総合計画の中では、総務課町づくり推進係が一応担

うこととなっておりますが、果たして、現在の体制で本当に担当することは可能なのでしょ

うか、町の考え方をお伺いいたします。 

○議長（那須博天君） 小田切副町長。 

○副町長兼企画政策課長事務取扱（小田切 隆君） それでは、国際交流の窓口の一本化とい

うことで、町の見解をお示ししたいと思います。 

  現在、国際交流の担当といたしましては、企画政策課町づくり推進係がその役を担ってお

ります。その執務内容といたしましては、国際交流を全町のものとして捉えまして、どこの

国と友好親善をしたらいいのか、角度を変えてさまざまな視野から、その相手先を選んでい

るというのが現在の執務の内容となっております。 

  この業務内容は、１年を通しての他の業務と比べまして、非常に比重が少ないという部分

でございますので、専従職員を置かずに兼務状態ということで行っております。近い将来、

どこぞの国と決まった場合は、今回のような海外からの視察団につきましては、企画政策課

が窓口一本化ということになってこようかと思います。 

  さて、本年の状況でございますけれども、先ほど議員さんもお話にあったとおり、農業委

員会、産業振興課、そして議会の皆さんがそれぞれの目的を持ち、それぞれ計画をされまし

て海を渡ってきたわけでございますが、海外からの視察団も、当然、何らかの目的を持って

来ているわけでございます。ですから、来日されました目的に沿った部署で担当するという

ことでございまして、その目的が複数にわたった場合は、やはりこれは各課連携で行わなけ

ればならないということになってこようかと思います。これは何も海外からのものではなく、

国内の視察団の受け入れにつきましても、今までは同様の手法で行ってきたということでご

ざいます。 
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  事実、昨年、ことしと、ニュージーランドから講師をお招きいたしまして、参加体験型の

講演会も実施してございますが、その折にも健康福祉課と企画政策課が、お互い押しつける

ことなく連携調整をしまして、事に当たりまして、結果、参加者から大変好評を博したとい

う成功例もございましたので、引き続き、企画政策課が窓口一本でできるまでは、こうした

形で踏襲をしてまいりたいと思っております。 

  今お話のあったとおり、どこがああいった窓口になるのかと。実はこれ、役場の庁議の中

でも話題になったわけでございますが、どうも皆さん、それぞれ尻込みをされたというよう

なシーン、私も覚えているわけでございますけれども、やはり今回、議員さんからも、どこ

までやっていいのか非常に苦労したという御報告もありましたので、今回はこの連携という

部分に問題があったのかなかったのか、ちょっと検証をしなければいけないのかなと思って

おります。 

  以上であります。 

○議長（那須博天君） 矢口稔議員。 

〔３番 矢口 稔君 登壇〕 

○３番（矢口 稔君） 実際、目的を持ってこられる場合はいいんですけれども、池田町を、

今はインターネットで検索をして、池田町のサイトも英語版に、ちょっといろいろ誤訳はあ

りますけれども、大体それを見つけてきたときに、インターナショナルエクスチェンジディ

ビジョンとかそういった、要するに国際交流担当窓口というのがないと、どこに問い合わせ

したらいいかがわからないし、英語で問い合わせしていいのかすらもわからない。そうした

ところも含めて、企画政策課がちょっと窓口だけ一つ、こういう名前だけでも一つ出してお

くことによって、さまざまなこういう受け入れ態勢が整っているというところだけでも違う

のかなと思います。 

  それと、もう一つは、今回も裏で課題になったのが、通訳は誰がするのかと。何語でお互

いのコミュニケーションをとるのかというところもありまして、そういったところの調整を、

直前になって今回は行ったわけですけれども、そういったところの調整を、ぜひ担当課の調

整プラスアルファのところで、第三者的な立場のところで、町づくり推進係等で持っていた

だければ非常にスムーズかなと。主体的なところは連携で済むと思うんですけれども、その

点だけちょっと一つ、来年あたりに、来年以降そういった考え、本当に係名の一つを担当と

して、要するに置くことが適していると思いますけれども、その点について一言お願いいた

します。 
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○議長（那須博天君） 小田切副町長。 

○副町長兼企画政策課長事務取扱（小田切 隆君） 先ほどの私の回答の中で、今回の問題に

なった部分、検証しなければならないということがございましたが、今、議員さんの発言の

中で、大分その答えが出てきたような思いをしております。 

  やはり、総合調整というのは企画政策課がやりまして、その具体的なものは各課で調整す

るというのが理想になってくるわけでございますので、今回はそういった反省点を生かして、

次回からは、そのような形で持っていくのが理想かなと思っておりますので、そのようなこ

とで実現化に向けていきたいなと思っております。 

○議長（那須博天君） 矢口稔議員。 

〔３番 矢口 稔君 登壇〕 

○３番（矢口 稔君） それでは、次の質問を踏まえていきたいと思います。 

  国際交流、相互理解に関する事業の推進について。来年度以降の国際交流推進方針につい

てでございます。 

  国際交流のだいご味として、お互いの意思疎通がなかなかうまくいかないもどかしさだと

言われています。私も1996年、内閣府（当時の総理府）が主催する、世界青年の船事業で同

様の経験をいたしました。しかし、その経験が今の人生にも大きな影響を与えているのも事

実であります。 

  人種の違い、宗教の違い、言葉の違い、考え方の違いなど、人間の多様性をより深く理解

するのは、ＩＴ技術が発達した現在でも、直接会って交流することが一番であります。 

  第６次総合計画が策定中の現在、施策の重要度を示すアンケートの中で、友好交流の充実

を求める数値は、平均値の3.98から大きく下がり3.45となっております、低くなっているわ

けであります。この数字が示すのは、単に重要度が低いからではなく、友好交流そのものの

認知度や、町民の皆さんが国際交流にかかわる機会が少ないからこその数字ではないでしょ

うか。 

  周りの市町村を見ても、国際交流をする国や地域は１カ所のみならず複数に上るところも

少なくありません。県内の市町村を調べてみますと、国外に何らかの国際交流を行っている

市町村は35市町村、国内においても50市町村、これ、複数重なっていますけれども、があり

ます。当町の子供たちの将来のためにも、来年度から具体的な１歩を示すときだと思います。 

  また、県内の市町村を調べてみますと、なぜか、東南アジアの諸国連合、ＡＳＥＡＮの

国々は１国もありません。皆さんヨーロッパとか西欧諸国、近くは中国、台湾などが主に交
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流を推進しているところで、まだＡＳＥＡＮの国がないわけでございます。 

  そういった意味も含めまして、マレーシアにこだわることはないんですけれども、さまざ

ま学校の問題もありますし、先ほどのニュージーランドの話もございますので、町長の考え

方をお聞かせいただければと思います。 

○議長（那須博天君） 甕町長。 

○町長（甕 聖章君） それでは、ただいまの矢口稔議員の御質問にお答えをいたします。 

  大北管内を見回しても、海外との交流がないのは当町だけということになっておりまして、

過去にはオランダがその有力候補になっておりましたけれども、諸般の事情で断念するとい

うような経緯もありました。 

  町といたしましては、やはり大北の首長さんと話をする機会には、どうしても海外の話題

が出てくると。その話題についていかれないという寂しさがありますけれども、何とか見出

したいなと模索をしているのが現実であります。 

  候補地といたしましては、ニュージーランド、あるいは先ほどのマレーシア、またベトナ

ム等の話が出てきております。これをどこに絞るか、これからの課題ではないかと思ってお

りますが、先日、議員の皆様の視察をきっかけにいたしまして、マレーシアの生徒さん、高

瀬中学の生徒さんとの交流が行われました。その感想といたしまして、高瀬中の皆さんとい

たしましては、英語が話せるようになりたい、あるいは留学してみたい、あるいは自分の習

った英語が少しでも通じてよかったと、そんなような感想が聞かれたところであります。 

  そうしますと、やっぱり英語を勉強しておりますので、英語圏との交流が結構近いんじゃ

ないかという気がいたします。さっきもお話ありましたけれども、全く言葉が通じないとい

うのは話にならないということにつながってしまいますので、そんなところも焦点にしなが

ら、これから絞り込みを行っていきたいなと思っております。 

  いずれにいたしましても、生徒さんにとりまして異文化に触れること、特にグローバルの

時代でありますので、異文化を吸収して世界と接していく、本当に世界が身近な今、時代で

ありますので、そういう中で生きていく、それを実感するということが大事なことかなと思

います。 

  教育長の話にもありましたけれども、大いに生徒さんにとって刺激がある事業になるかな

と思います。何とか来年度中には、そんな方向づけができればなと考えているところであり

ます。 

  以上でございます。 
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○議長（那須博天君） 矢口稔議員。 

〔３番 矢口 稔君 登壇〕 

○３番（矢口 稔君） おおむね国際交流の重要性というものは理解、町長もされているのか

なと感じました。 

  やはり英語圏が一番理想という話がありましたけれども、英語圏だけですと、一方的に来

ます。向こうは英語でばんばん来ますので、こっちだけがもどかしさを感じて、向こうはば

んばんというところもありますので、そういった第一外国語あたりが英語圏のほうが、お互

いもどかしさといいますか、努力し合うというところも必要なところかなと思いますので、

参考にしていただきたいのと、まず、行くことも大事なんですけれども、来るプログラムと

して、今も内閣府、今、国際交流の青少年担当がありまして、東南アジアの青年たちをホー

ムステイするプログラムを毎年開催しております。手を挙げれば、おおむね内閣府のほうが、

ある意味こういう経費を負担して、そのプログラム、２泊３日ぐらいのホームステイのプロ

グラムもあります。そしてまた、ＪＩＣＡ、国際協力機構においても、そういったホームス

テイのプログラムありますので、比較的こういうハードルは１回進めてしまうと、特定の国

に頼らず、まず、なれるということも大事ですので、そうしたところも大事かなと思います

ので、また御紹介等させていただきながらお願いできればなと思いますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

  続いて、２番の新地域交流センターは誰のものかというものでございます。 

  この題名はいろいろ迷いましたけれども、実際、本当に唯一まだまだ町民のものにはなっ

ていない、実感が湧かないといったところがあるものですから、この題名にさせていただき

ました。 

  まず、１番目に、完成までに行う事業についてであります。 

  新交流センターの建設も本格化して、大きな躯体も見えてまいりました。先日の議会全員

協議会でも、若干の工期のおくれはあるものの、おおむね順調な工事との答弁がありました。 

  しかし、一般町民の地域交流センターへの関心は余り高いとは言えません。利用者の会を

結成しましたが、全体像が見えてきていません。ニュースレターも最近は発行していないよ

うに思います。また、広報いけだへの掲載についても量が少ないように思います。名称を募

集しても、決定するのは誰なのかわかりません。 

  今回、ある町民の方の寄附により、すてきなステンドグラスが図書館の壁面を飾るという

こともお伺いいたしました。輝ける竣工に向けて、プレイベント的な事業計画はないのでし
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ょうか。まだまだ新地域交流センターは町民から遠い存在にあります。新交流センターは一

体誰のものか、改めてお伺いいたします。 

○議長（那須博天君） 倉科生涯学習課長。 

○生涯学習課長（倉科昭二君） ただいまの御質問にお答えいたします。 

  11月に愛称募集を行ったところ、392点という予想を超える作品が寄せられました。町内

関係者に限定したにもかかわらず、近隣の愛称募集と比べても、決して引けをとらない状況

であります。建設中であり、なかなか現実味が湧かないと思いますが、これだけの応募があ

ったということは、町民の皆さんの期待度のあらわれと感じております。 

  ラクガキプロジェクトや写真で振り返る池田町公民館の実施により、公民館が取り壊され

て、新しく生まれ変わるんだと認識された方もたくさんふえたと思います。公民館ロビーで

は、１カ月ごとに工事現場のドローン写真により、進捗状況を掲示しておりますが、オープ

ンが近づくにつれ、広報することが多くなってきますので、内覧会の実施など、今後はより

積極的に情報を発信してまいりますので、よろしくお願いいたします。 

  また、建設時に定めた基本構想、それぞれが気軽に集い 楽しみ くつろぐ居場所を将来

像に、交流センターを、町民みんなで参加して学び合い、つくり育てていきたいと考えてお

ります。 

  以上です。 

○議長（那須博天君） 矢口稔議員。 

〔３番 矢口 稔君 登壇〕 

○３番（矢口 稔君） 392点という、非常に多い数だということですけれども、１人３点ま

でということもあったりとかして、まず、こういうなかなか話題に上がらない、意外と町民

の中で、交流センター、今どうなっているんだろうと、話題がなかなか提供されないところ

もあって、話題に上がってこないんです。 

  それと、公民館で模型が展示されて、ドローンの写真とかであるんですけれども、公民館

に行く、足を向ける方が限られておりますので、今後は、各分館とか公民館、完成図は多分

持っていけると思うので、役場のホールに持っていったり、南の創造館に持っていったり、

役場施設を巡回して見てもらうとか、いろんなことできると思うんです。 

  それと、通常でしたら開場100日前イベントとか、何百日前イベントみたいな形で、どん

どん機運を盛り上げていくんですけれども、完成が見えていないので無理かもしれないんで

すけれども、おおむねの、もうそろそろ、いや、いつごろできるだいという声が中には来て
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おりますので、そういったところ、ちょっと余裕を持って、式典はいつぐらいに開いて、そ

れに向けて何日前、あとはどのくらいの、こういう何ていうんですか、町民向けのプロモー

ションをどのように行っていくのか、その点はいかがでしょう。 

○議長（那須博天君） 倉科生涯学習課長。 

○生涯学習課長（倉科昭二君） それにつきましては、今、議員さんからもいろいろな御提案

もいただきましたので、それも含めまして、今後検討していきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

○議長（那須博天君） 矢口稔議員。 

〔３番 矢口 稔君 登壇〕 

○３番（矢口 稔君） 大体その完成時期といいますか、落成、竣工の日程等は、どのくらい

におおよそなるんでしょうか。それは、まだ決まっていないんでしょうか、どんな感じなん

でしょうか。 

○議長（那須博天君） 倉科生涯学習課長。 

○生涯学習課長（倉科昭二君） ただいま、現場のほうは一生懸命やっているわけですが、年

内に最後のコンクリ打設、大きな打設を予定しております。 

  そのころには、最終的な工期といいますか完成予想時期を示していただくようお願いして

いますので、よろしくお願いします。 

○議長（那須博天君） 矢口稔議員。 

〔３番 矢口 稔君 登壇〕 

○３番（矢口 稔君） なるべく早く、わかり次第、お願いしたいと思います。 

  続いて、施設の愛着についてお伺いします。 

  現在の公民館の壁面を飾っている池田町公民館さよならラクガキプロジェクトは、新しい

発想の事業であります。賛否両論あるかと思いますが、私は高く評価したいと思います。こ

の公民館の思い出を、素直に町民の皆さんが表現できる手法の一つであります。これも現在

の公民館に愛着があったからこそだと思います。 

  さて、新しい地域交流センターの愛着形成についてお伺いします。 

  まだ、完成もしていない施設に愛着はないのかもしれません。しかし、生まれてくる赤ち

ゃんが、胎動などを通じて母子がコミュニケーションを図るように、交流センターも、完成

前に町民との交流を図ることが、完成後の運営に大きな違いが生まれるものと思います。 

  新しい地域交流センターが真に町民のものであるために、施設の愛着形成についてお伺い
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をいたします。 

○議長（那須博天君） 倉科生涯学習課長。 

○生涯学習課長（倉科昭二君） ただいまの御質問にお答えいたします。 

  10月から始めましたラクガキプロジェクトは、小・中学生を中心に、保育園児や高齢者ま

で、300人近い方々に御参加いただいております。 

  当初、落書きの内容がどうなるか心配でありましたが、「公民館、今までありがとう」や、

「ふるさとチャレンジ塾、家庭教育学級ポレポレ塾などが楽しかった」、「公民館で結婚式

を挙げた」など、さまざまな思い出を寄せていただいております。また、文化祭の企画展で

は、写真で振り返る池田町公民館も、特に高齢者から、懐かしむとともに喜んでもらってお

ります。 

  今回の愛称募集により、町民の関心度は一気に高まったと思っております。今後、愛称決

定には、高瀬中や池工の生徒による投票も予定しております。未来を担う、そして、実際に

今後施設を使用する子供たちの参画により、同時に、周囲の親や家族等の大人も興味を持っ

てもらえるものと考えております。 

  また、池田工業高校建築科の生徒も、着工当初から毎月工事現場を見学しており、建物が

次第にでき上がっていく様子を肌で感じており、このように子供たちを中心に建設等にかか

わりを持ってもらい、交流センターの愛着を育む取り組みを続けてまいります。 

○議長（那須博天君） 矢口稔議員。 

〔３番 矢口 稔君 登壇〕 

○３番（矢口 稔君） 倉科課長、やっているじゃないですか。 

  でも、表に出てこないんです。全然こういった愛着形成に、愛着形成とは言わないかもし

れないですけれども、今までの中学生や池工の生徒に、こういう募集の選定にかかわっても

らうとか、池工の生徒が、毎月見ているんだよ、そういったところがなかなか伝わってこな

いんです。 

  なので、そういったところを、どう、こういうコミュニケーションをとっていくのか。そ

のやっている当事者はわかるんですけれども、周りの町民の皆さんは、何やっているのかよ

くわからない。決まるプロセスがよくわからないという気持ちの、ある意味違ったもやもや

感があるものですから、せっかくやっているんだったら、どんどん広報なりホームページな

り写真展なり、どんどん要するに表に出して、今こんな状況でやっているんです、町民が持

つわくわく感というのをもうちょっと演出していただければ、より今やっているものが無駄
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にならずに表に出て、より一層よくなるかと思います。別に否定しているわけではないので、

ぜひどんどん進めていっていただきたいと思います。 

  続いて、まいります。 

  また、地域交流センター内には、図書館が併設されます。現在の図書館からの移動も大変

かと思いますが、新交流センターの完成に合わせてオープンが可能なのか。また、移動に関

して約500万円の経費がかかると聞きます。昨年度の図書雑誌の購入費約470万円とほぼ同額

です。 

  町民の皆さんとの意見交換の中で、500万円もかかるのであれば、町民のボランティア等

で経費を削減し、その分、新図書の購入経費にしてほしいとの声を聞きます。これは、ある

一定の方ではなく、若い人たちもお年寄りの方も複数でその声が上がっております。 

  図書の移動を町民みずからの手で手伝えば、その分、新図書館への愛着も生まれ、運営の

ボランティア、今後は開館してからのボランティアへの協力も十分考えられると思いますが、

いかがでしょうか。 

○議長（那須博天君） 倉科生涯学習課長。 

○生涯学習課長（倉科昭二君） ただいまの御質問にお答えいたします。 

  新図書館への引っ越しにつきましては、計画では、閉館後、本の整理を実施し、配架の計

画を立てて箱詰めをし、引っ越しをしてオープンという運びになる予定でおります。 

  安曇野市や業者によりますと、引っ越し後、約３カ月が必要とのことですので、交流セン

ターとの同時オープンは難しいものと想定しております。また、同じような複合施設は、み

んなそのようなオープン状況とお聞きもしております。当町においてもそのような計画でお

りますので、御理解をお願いいたします。 

  また、図書の引っ越しでありますが、初めてのことなので、職員もどういうものか不安を

抱えております。基本的には業者を考えておりますが、以前から、町民の方からのお手伝い

をといった御意見もお聞きしておりますので、一部でも御協力いただけるよう、今後も検討

してまいりますので、御理解をお願いいたします。 

○議長（那須博天君） 矢口稔議員。 

〔３番 矢口 稔君 登壇〕 

○３番（矢口 稔君） 引っ越し後３カ月ということで、それも段階的にオープンするという

のも、一つの交流センターのあり方だとは思いますし、より、また交流センターがあいて、

中を見てから、図書館が今度オープンするんだという、またそういった期待感もあろうかと
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思いますので、そういったもので３カ月をめどに、またそういったオープニングイベント等

もあろうかと思いますけれども、お願いしたいと思います。 

  また、図書の移動、確かに非常に職員の方も不安を抱えていると思いますし、近隣市町村

見れば、そういった経過で移動しているということもありますけれども、池田町は池田町ら

しさの、先ほど教育長も、いろんなところでお話がありますけれども、池田町らしさ、先ほ

ど倉科課長もおっしゃいましたけれども、みんなでやるという、みんなで行うというのが、

交流センターのこういうプロジェクトの根拠になりますので、ぜひ開かれた交流センターは

もちろんなんですけれども、そこに町民の魂というかものが、うまく入り込んで、うまく運

営につながっていければ、今度は管理をする行政側にとっても、生みの苦しみはあるかもし

れないけれども、運営してみたら、要するに今度は、かえって町民の皆さんの関心がある上

に、運営がうまくいくということにつながると思うんです。 

  できてから考えるんでなく、できる前から考えるといったところで、ぜひお願いしたいと

思いますけれども、何かそういう図書館の移動に関して町民の皆さんが参画できる、こうい

う窓口やそういう機会というものは、またつくっていただけるんでしょうか。 

○議長（那須博天君） 倉科生涯学習課長。 

○生涯学習課長（倉科昭二君） 現在の中では、利用者の会の中に部会をつくってあります。

その中に図書館部会というのがありますので、その中でも検討していければと思っておりま

す。 

○議長（那須博天君） 矢口稔議員。 

〔３番 矢口 稔君 登壇〕 

○３番（矢口 稔君） 利用者の会というのが結成されているということがありますけれども、

利用者の会の中の人たちからもよくわからないとか、また、「利用者の会」という名前が利

用者の会なものですから、利用しない人は利用者の会に入れないのかというのが、ちょっと

何ていうんですか、名前のハードルが高過ぎて、そこら辺のところも、うまく利用者の会は、

ちょっとうまく名前を変えるなり何なりして、ちょっと、新交流センターの愛称にちなんだ

名前に変更して、要するに利用はしていないんだけれども、サポートはしたいという人がう

まく、例えば図書館を利用する人たちも、利用する会の人たちはいつも利用しているかもし

れませんけれども、引っ越しだけは、俺は力があるからぜひ参画したいとか、そうした人た

ちも、ぜひ参加したいと思うんです。 

  そうしたときの場合の窓口について、教育長、せっかくですので最後、まだあるかもしれ
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ませんが、一言だけお願いしたいと思います。 

○議長（那須博天君） 平林教育長。 

○教育長（平林康男君） ありがとうございます。 

  図書館の移動につきまして、私も前から非常に考えております。当初は、本当に町の皆さ

んのということで、真田町は実際、町民の方が全て移動しております。そんな記事を見たと

きは、何とかなりそうかなというふうに思ったわけでありますが、なかなか本番の実際の運

営のことを考えると、正確性を期すということを第一に考えますと、難しいかなという問題

もありますけれども、できるだけ町の皆さんがかかわる、手が入るということで、やっぱり

愛着が生まれますので、私はそれは同感であります。 

  今、課長のほうで利用者の会という話が出ました。確かに今お聞きしながら、利用しない

方はどうするかなという、そんなことにもなりますので、そこはもう一度検討しながら、多

くの皆さんがこの図書館の移動に手が入るように、そんな努力をしたいと思いますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

○議長（那須博天君） 矢口稔議員。 

〔３番 矢口 稔君 登壇〕 

○３番（矢口 稔君） 私を含め多くの方が参加できるように、また、ぜひよろしくお願いし

たいと思います。 

  続いて、交流センター内の各部屋、場所の名称についてであります。 

  昨年、振興文教委員会の視察で、岐阜市の「みんなの森メディアコスモス」へ伺いました。

新地域交流センターと同様に複合施設であります。その中で、各会議室の名称が、全て目的

別になっており、「かんがえるスタジオ」、「おどるスタジオ」、「つながるスタジオ」等

ユニークで、かつわかりやすくなっていました。新地域交流センターでは、第１会議室、第

２会議室などの従前の例にとらわれることなく、名称を設定すべきだと思いますが、町の考

えをお聞きします。 

  それとともに、一番最後の質問は、先ほど利用者の会等々ありましたので、また改めて質

問いたしますので、まずは、その会議室の名称についてお願いしたいと思います。 

○議長（那須博天君） 倉科生涯学習課長。 

○生涯学習課長（倉科昭二君） ただいまの御質問にお答えいたします。 

  現在の各部屋の名称につきましては、設計上のホール、中（なか）ホール、中（ちゅう）

ホールといいますか、会議室など、一般的な名称となっております。そのため、現在、内部
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で検討しておりますので、よろしくお願いします。 

  それにつきましては、やわらかくて部屋をイメージしやすい名称をと検討中であります。

また、条例にもその名称を使用してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいた

します。 

○議長（那須博天君） 矢口稔議員。 

〔３番 矢口 稔君 登壇〕 

○３番（矢口 稔君） メディアコスモスも、最初はそういった第１会議室とか第２会議室だ

ったらしいです、つくった当時は。 

  だけど、かた苦しくて、やはり混乱が生じて、そういった目的に応じた名前に、要するに

変えた経過があって、それによって利用者が、より利用しやすくなったというところがあっ

て、より何ていうんですか、やわらかい、今、話がありましたけれども、ということなので、

ぜひそちらのほうは期待しておきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  最後の質問です。 

  完成後の町民参加による運営についてであります。 

  先ほども答弁がありましたけれども、交流センター完成後には、さまざまな点で町民の皆

さんとの協働が必要になってくると思います。 

  現在は、利用者の会が結成されていますが、他の市町村の例を見てみると、応援団的な要

素も必要になってくると思います。「利用者の会」の名称では、利用者ではない、先ほど教

育長が話ししていただきましたけれども、ではない方の町民の方の参画や、ボランティア的

な運営補助など、参加しにくいのではないかと思いますけれども、その利用者の会を含めて、

完成後の町民参加による運営について、考え方をお聞きしたいと思います。 

○議長（那須博天君） 倉科生涯学習課長。 

○生涯学習課長（倉科昭二君） ただいまの御質問にお答えいたします。 

  町民から企画、運営について、参画やサポートしていただく仕組みを構築するため、各種

団体を初め、町づくり等に積極的な個人等から構成される利用者の会を６月に立ち上げまし

た。メンバーの中には、常時公民館を使用していない個人にも参加していただいております。 

  利用者の会は、いわゆる実行部隊となって、センターの運営をさまざまな面からサポート

してもらったり、みずからが企画事業を主催し、運営していただく組織と位置づけておりま

す。組織を参加者とともに育てながら、応援団的な取り組みも含め、交流センターを盛り上

げていく機運を築いていきたいと考えております。 
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  名称につきましては、今後、センターの名称、愛称募集の中で決まった名前を使用するこ

とも踏まえて、踏まえてといいますか、考えながら、利用者の会の中で、また名称を決定し

ていただければというふうに考えております。 

○議長（那須博天君） 矢口稔議員。 

〔３番 矢口 稔君 登壇〕 

○３番（矢口 稔君） 利用者の会ですので、運営とか企画だと思いますけれども、私は、や

っぱり図書館とかは、長時間に、今後ニーズに応じて延ばさなければいけないといいますか、

開館時間です。多分８時とかぐらいまで延ばしてほしいとか、そういう事務的なボランティ

アといいますか、留守番的なボランティアといいますか、今だんだんと、それが長時間にな

れば経費がかさむわけです。 

  なので、今もシルバーの方に、公民館の留守をお願いしているところも、ボランティアの

方にかわっていただくとか、さまざまなそういったかかわり、今度は運営の管理する側のと

ころのボランティアみたいなところも考えられるのではないかなと思いますけれども、余っ

た時間は教育長にということでございますので、教育長お願いいたします。 

○議長（那須博天君） 平林教育長。 

○教育長（平林康男君） ありがとうございます。 

  今、時間の話が出ました。これも先日、図書館のほうでもアンケートをとりまして、希望

がどのくらいかなということを今まとめておりますので、時間については、また結果が出る

と思います。 

  確かに今言われたことも、これからは非常に町の力をかりる、どんなところに町の方が入

っていただけるかということは、非常に大事な視点でありますので、町とともにつくり上げ

る交流センター、こんなことを主にして、町の力を、ぜひおかりしていきたいと思いますの

で、よろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（那須博天君） 矢口稔議員。 

〔３番 矢口 稔君 登壇〕 

○３番（矢口 稔君） 以上で私の質問を終了します。 

○議長（那須博天君） 以上で矢口稔議員の質問は終了いたしました。 

  一般質問の途中ですが、この際、暫時休憩といたします。 

  再開は15分後を予定しております。 
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休憩 午後 ４時２４分 

 

再開 午後 ４時３４分 

 

○議長（那須博天君） 休憩を閉じ再開いたします。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◇ 和 澤 忠 志 君 

○議長（那須博天君） 一般質問を続けます。 

  ９番に、６番の和澤忠志議員。 

  和澤忠志議員。 

〔６番 和澤忠志君 登壇〕 

○６番（和澤忠志君） それでは、12月定例会の一般質問をさせていただきます。 

  ６番、和澤忠志でございます。 

  今回は、２点について御質問をさせていただきます。１つが認知症対策について、それか

ら、あとは保小中の農業体験の取り組みについてでございます。 

  それでは、認知症対策についてお伺いいたします。 

  初めに、初期認知症集中支援チームの活動内容と実績についてお伺いいたします。 

  人生100歳時代を迎え、さらに長寿になれば、厚生労働省の研究班の調査では、認知症発

生率は75歳から５歳ごとに倍にふえて、85歳では５割、90歳では約８割の人が認知症になる

と考えています。 

  国の方針で認知症対策として、ことし４月より、北アルプス認知症初期集中支援チームが、

５市町村共同設置で業務を開始しました。国の方針では、各自治体ごとに支援チームを１つ

つくってくださいという方針でしたけれども、大北は、５市町村で１つということでありま

す。チームの構成は、認知症専門医と専門知識を持った看護師等のチームでございます。 

  そこで、一つ質問をさせていただきます。 

  当池田町においての活動実績を、具体的な例を挙げての答弁をお願いします。 

  この活動実績というものについては、北アルプス認知症初期支援チームの活動実績につい

て、平成30年10月24日に、大町市民生部福祉課地域包括支援センターにて集まったときに報
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告された実績表でございます。 

○議長（那須博天君） 塩川健康福祉課長。 

〔健康福祉課長 塩川利夫君 登壇〕 

○健康福祉課長（塩川利夫君） それでは、御質問について回答したいと思います。 

  認知症初期集中支援チームの活動は、９月末現在、池田町では延べ11人です。そのうち医

療、介護保険サービスにつながった方は２名です。 

  具体例として、家族や知人より、車の運転をしていて心配な方を、医療受診につなげられ

たという相談が多くを占めます。医療受診につなげ、医師より免許返納、介護保険サービス

の必要性を伝え、受け入れていただきました。 

  以上です。 

○議長（那須博天君） 和澤忠志議員。 

〔６番 和澤忠志君 登壇〕 

○６番（和澤忠志君） 大分成果を上げているということで、ちょっと私も一応勘違いしたこ

ともありますけれども、次の質問に移りたいと思います。 

  今、実績報告、受けましたけれども、相談件数が11件、実績が２人ということなんですが、

５市町村に比べて、特に大町市に比べたりしてみますと、活動件数とか実績が少ないように

思われました。例えば、池田町１件ですが、大町市では61件、松川村が16件、白馬村が13件、

小谷村が14件、実績でいいますと、大町市が19人、池田町が２人、松川村ゼロ人、白馬村２

人、小谷村２人と、こういうことになっておりまして、何か大町市に比べれば、人口割合で

いっても実績が少ないんじゃないかなというふうに思われたので、町の支援体制です、これ

が十分なのか、あるいは町の支援者が、的確に支援できているのかということについて、ち

ょっとお伺いしたいと思います。 

○議長（那須博天君） 塩川健康福祉課長。 

○健康福祉課長（塩川利夫君） それでは、今の質問について答弁させていただきます。 

  認知症初期集中支援チームの対象者は、在宅で生活している40歳以上の認知症の方で、医

療や介護サービスを受けているが認知症の症状が強く、家族や周囲が対応に苦慮している方、

認知症の疑いのある方で、適切な医療や介護サービスにつながっていない、または中断して

いる方です。 

  町では、認知症カフェも始まり、地域に出向き、認知症の相談を、池田町地域包括支援セ

ンターにいる認知症地域支援推進員２名を中心に、相談対応に当たっています。困ったとき
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には、初期集中支援チームに相談しています。 

  今後も、より地域に出向き実施していく予定です。 

  また、池田町のあづみ病院には、認知症疾患医療センターがあり、20年余りあづみ病院と

連携して、認知症の講演会をしてきた経過もあり、認知症が病気という認識は早くよりあっ

たと予想されます。そのためか、介護保険利用者の原因疾患の認知症率が、毎年、北アルプ

ス広域全体と比較して数％高く、医療や介護につながっているケースが多いと予想されます。 

  住民の方の相談の流れは、まず、町の地域包括支援センターやかかりつけ医師等に相談し、

必要に応じて、町が初期集中支援チームへつなぐという流れになっています。以前から認知

症の相談窓口となっている地域包括支援センターが第１の窓口であることは変わりありませ

ん。引き続き、認知症高齢者の窓口として広報をしてまいります。 

  以上です。 

○議長（那須博天君） 和澤忠志議員。 

〔６番 和澤忠志君 登壇〕 

○６番（和澤忠志君） 今、福祉課長から報告がありましたけれども、近隣５市町村に比べる

と、件数が少ないということなんですが、これは悪いことじゃなくて、池田町が福祉を充実

して、20年前からあづみ病院と連携して、他の市町村よりもいち早くそういう活動をしてき

たものですから、早目にそういう介護、認知症とかそういう人を捉えて、そういう人たちに

対応を早くしていることで実績を上げているということで、ほかの大町市とかはこれからと

いうことで、人数が多いという考え方が正解じゃないかなというふうに私も思います。それ

だけ池田町は福祉が充実しているということで、非常に感謝しておるところでございます。 

  そうはいっても、池田町は地域推進員が２人いうことで、１万人の人口の中で２人という

のはないよと。松川村も１人、ほかのところは１人、大町市でも３人しかいないということ

で、非常に池田町は福祉、そういうものに対しての取り組みが、あづみ病院が、疾患センタ

ーが近くにあるということで、非常にそんな面では取り組みが進んでいるんじゃないかなと

いうことで、非常に当町の誇らしい、一つの実態だというふうに考えています。 

  そうはいっても、やはり今、高齢化時代ですから、65歳で認知症の人が460万人いると。

それで予備軍が400万人いると。あと2025年から2040年ぐらいになると、700万人ぐらいにそ

の認知症がふえるというようなことが言われていますので、今よりどんどんふえていくと思

います。ということで、池田町もこれでいいということではなくて、今後の課題、あるいは

さらにより早く、対象者を早く支援できる対策は何かということを、ちょっとお伺いしたい
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と思います。 

○議長（那須博天君） 塩川健康福祉課長。 

○健康福祉課長（塩川利夫君） ただいまの御質問ですけれども、今年度始まった事業であり

ますので、課題につきましては、認知症初期集中支援チーム検討委員会で検討をしています。 

  その中で困難ケースのパラフレニー、アルコール依存症、人とのかかわりを拒絶する人な

ど、多く出てくることが予想されますので、支援チームの役割が重要になってきます。対象

者を早く支援できる対策については、多くの方に認知症の理解をしていただくために、身近

な場所での学ぶ場、相談窓口の情報提供が医療受診につながり、早期から必要なサービスの

利用につなげたいと思います。 

  以上です。 

○議長（那須博天君） 質問。 

  和澤忠志議員。 

〔６番 和澤忠志君 登壇〕 

○６番（和澤忠志君） そういうことで、盛んに池田町でも今やっているのがサロン、各部落

でサロンとかゴム体操とか、あるいはなないろカフェとか、いろいろ高齢者が社会へ出て、

みんなで活動すると。その中で、みんなが見て、ああ、異常だなと思う人を早目に情報とし

て取り上げてもらって、予防対策をしていくということが進んでいると思います。 

  そういうことなので、いずれにしても、それをより一層進めていってもらいたいというふ

うに思います。そういうことでよろしくお願いしたいと思います。 

  それでは、次、アルツハイマー型認知症対策についてお伺いします。 

  認知症の63％はアルツハイマー型認知症と言われています。現時点では改善の余地がない

難病であり、世界中で研究されています。 

  私もある人が、認知症じゃないかなと思った人がいたんですが、町へ問い合わせたら、い

や、それは別にマークしていませんということだったんですが、本当にその人は、２年ぐら

いしたらもう亡くなってしまったんです、重症になって。ですから、それで認知症について

ちょっと興味があったわけですけれども、本当にそういうことで、現時点では改善の余地が

ないということになっていますけれども、世界中で今、盛んに研究されているということで

す。 

  このアルツハイマー病につきましては、1906年に、ドイツの先生だと思ったんですが、ア

ルツハイマー博士により報告された症例でございます。内容につきましては、アミロイドβ
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という一種のたんぱく質ですが、これが脳に蓄積することで脳神経細胞が死んでしまい、脳

が萎縮して、生活をする上で支障が出てくる状態を指します。最終的には、人間としての尊

厳を維持できない状態となって、死亡に至るということであります。 

  軽度認知障害、ＭＣＩは、これは認知症ではないが、軽度の機能低下を有する状況でござ

います、段階としてです。アルツハイマー型認知症は一定の時間をかけ、認知機能が少しず

つ低下していきます。アミロイドβは、軽度認知障害が発生する20年から30年前、大体認知

症が発生するのは、もう65歳で５分の１と、５人に１人と言われていますけれども、早い段

階から、早い段階といいますと早い人は40歳ごろからですから、このアミロイドβが脳にた

まり、脳の萎縮が始まっていくということです。 

  そういうことで、今まではアミロイドβの蓄積したものを除外したり、あるいは、それを

抑えるというような研究が今まで進んできたんですが、なかなか効果がないというような実

態でございます。 

  そういう中で、最近テレビでやっていたんですが、今、世界中の研究でアドミという研究

センターが各国でやっている、日本にもあるんですけれども、これは認知症を、アミロイド

βが固まり始めたときに治療をする。そして、その効果を検証するというような実験が、Ｍ

ＲＩでその量を確定しながら薬を投与して、３年、４年後にはどんな形になるかという研究

の経過が2022年に発表になると。この発表の予定でいきますと、認知症の病気は治ると。対

策ができると。今、臨床実験の最中でございますけれども、そんなような予定がされており

ます。 

  ここで改善することがないということですが、１つは、あと数年たつと、そういういい薬

が、要は、治る可能性があるというふうに言われています。 

  そこで、話は、また戻りますけれども、質問をさせていただきます。 

  現在、認知症認定者数は、町に何人ぐらいいて、その内訳はどうなっているのでしょうか。

それから、また居場所の内訳はどうなっていますか。 

  それからまた、2025年、2030年、2035年の推定認知症の人数とアルツハイマー型の人数を

お聞きしたいと思います。 

○議長（那須博天君） 塩川健康福祉課長。 

○健康福祉課長（塩川利夫君） それでは、御質問についてお答えします。 

  平成30年３月31日現在、介護認定者数626人中、認知症の症状がある方606人です。居場所

は、在宅は471人、施設は135人です、ただし、在宅には住所を移さない有料老人ホームや老
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人保健施設に入所中の方も含まれています。なお、在宅にいる方は介護度が低い方が多く、

施設にいる方は重度の方が多く見られる傾向です。 

  認知症の種類はアルツハイマー型、レビー小体型、前頭側頭型、脳血管性という主なもの

がありますが、北アルプス広域連合の保管するデータは、種類まで掲載されていないものと

なっています。認知症サポート養成講座標準教材では、アルツハイマー病は約50％、レビー

小体型が15％、脳血管性認知症が15％となっています。 

  また、推定認知症の人数とアルツハイマー型についても、同様、把握されていませんが、

高齢者の増加に伴い、認知症の増加は予想されます。厚生労働省、2015年１月の発表による

と、65歳以上の７人に１人と推定されています。軽度認知症障害者も入れた推定は、65歳以

上の４人に１人が認知症と予備軍と言われています。そのことから、池田町の65歳以上

3,793人のうち４人に１人と推定しますと、約950人が認知症とその予備軍と推測されます。 

  以上です。 

○議長（那須博天君） 一般質問の途中ですが、５時になりますので、時間を延長して進めた

いと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

  では、和澤議員、質問をお願いします。 

  和澤忠志議員。 

〔６番 和澤忠志君 登壇〕 

○６番（和澤忠志君） そういうことで、いずれにしても、これは全国的な日本の高齢化が進

んでいるということで、日本全体の非常に大きな問題であると思います。 

  いずれにしても増加すると。これは確かでございまして、今626人がいるんだけれども、

960人ぐらいになるということでありますので、いずれにしても、そうすると、いろんな問

題が起こるんじゃないかなと。施設の問題とか家族の問題とか居場所の問題とか、独居が多

くなると１人でサービスをしなければいけないと。サービス費が増加するとか非常に大きな

社会的な問題でございます。 

  人口減少と同じで、もう、そういう人口が減少してから対策しても、なかなか進まないと

いうことであって、これももう予定されています。人口減少も予定されていたんですが、予

定されたけれども、対策をしなかったからこうなってしまっているということで、この認知

症も、もう予定がされているわけです。ですから、前もって、前もって早く手を打たないと、

にっちもさっちもいかなくなってからいくと、お金もかかる、人もかかる、人心も荒れると

いうことになると思いますが、期待は2020年にいい薬ができれば、それで明るい見通しが立
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つかどうかわかりませんが、いずれにしても、最初は高価な薬になるというふうに思われま

すので、やはり一般庶民は、何しろこの認知症を早期に発見して、対応できるものは対応し

て、なるべく認知症になる時間を延ばすとか、重症化を防ぐとかいうような努力をしていか

ないと、非常に我々の社会不安になるんじゃないかなというふうに思われます。 

  そういうことで、検査の方法もいろいろあるとは思いますけれども、アミロイドβＰＥＴ

検査とか、アルツハイマー病の危険遺伝子検査、これは特に遺伝子によってアルツハイマー

になるかどうかの遺伝子があると。アルツハイマーの遺伝子を持った人はなりやすいという

ようなことで、この遺伝子検査があるわけですけれども、これは非常に高額でございます。

40万円とかそれ以上するような高額の検査なので、普通の人は受けることができないという

ことで、当面、我々住民、平民が早目に、もうアミロイドβがたまってくる、そしてタウが

たまるころに、早目に軽度認知症のころに、早目に自分の脳の状態を見てもらって、早目に

これは将来認知症になるおそれが強いとすれば、もう対策をしていかなければいけないとい

うふうに思います。 

  それで、一応、あづみ病院に聞いてみましたら、軽度認知症検査はドック検査のオプショ

ンで可能だということで、検査をして、脳のアミロイドβの状況を調べてもらう中で、今後、

生活とかそういうものの予防とか、そういうものについてアドバイスしてくれるということ

で、オプションで２万円ということらしいです。 

  ですから、早目に町も、今、ほとんどこのオプションを受ける人はいないらしいんですが、

町としては補助金を出してこの検査を推進し、早目に自分の状況をわかって、必要な対策を

していくと。やはり認知症の改善になったり延ばしたり、重症化を防ぐと。そのうちにいい

薬が出てくると治ると、こういうことになると思うんですが、どうでしょうか、町として補

助金を出して推進するという考え方について、お聞きしたいと思います。 

○議長（那須博天君） 塩川健康福祉課長。 

○健康福祉課長（塩川利夫君） この御質問でございますけれども、アルツハイマー型認知症

の予防には、生活習慣病予防がとても重要だと言われておりますので、医療機関の健診検査

結果等を見ながら健康相談を実施しておりますので、現在のところ補助は考えておりません

ので、お願いしたいと思います。 

○議長（那須博天君） 和澤忠志議員。 

〔６番 和澤忠志君 登壇〕 

○６番（和澤忠志君） 今現在では考えていないということですが、これが本当に本格的に、
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どっちもなってしまうと困るんで、次の質問とも関連していますけれども、この予防対策と

しては、運動とか生活習慣病を何しろ改善する、それから地域に出て運動するとか、あるい

は、やっぱりそのほかに早期発見と、これが必要だというふうにうたわれています。 

  確かに運動、生活習慣病は、がんでも全てのもとですから、これを断つと認知症もなくな

るというふうに考えられますけれども、やはり認知症については、早期診断というのが必要

じゃないかなというふうに思われますので、いずれにしても、今、言ったように生活習慣病

の改善ということを、運動とか食育によって今、指導しているということなんですが、いず

れにしても早期診断というのが、今後の課題になるんじゃないかなというふうに思われます

ので、ぜひ、またもう一度、町としてもそこら辺について考えてもらいたいと思いますが、

いかがでしょうか、その点について。 

○議長（那須博天君） 答弁いいですか。 

  塩川健康福祉課長。 

○健康福祉課長（塩川利夫君） 先ほども述べたとおり、やはり健康についての受診をしてい

ただき、それに伴って何か病気があれば、例として脳に疾患があれば、それがアルツハイマ

ー病になるということもありますので、これからも健診をされる方を多くしていただき、健

康福祉課としては、健康管理のほうの面で力を入れていきたいと思いますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

○議長（那須博天君） 和澤忠志議員。 

〔６番 和澤忠志君 登壇〕 

○６番（和澤忠志君） 納得はできませんが、時間が過ぎていきますので、次に移らせていた

だきます。 

  それでは、今、町としては認知症の取り組み、あるいは町民の理解が進んでいるかという

ことで、私、個人的には、まだまだ認知症に対する怖さです、自分が将来、本当に85歳にな

れば２人に１人がアルツハイマーになるという怖さというものが、まだ知らされていないん

じゃないかなと。まだまだ余裕があると。自身もそうですけれども、そういうことでなかな

か怖さがわかっていないようだというように、これ、自分だけじゃなくて家族も困るわけで

す。認知症になると、必ずその人に対応しなければいけないと。 

  今さっき言ったように、ほとんど自宅にいますから、家族が非常にその対応に苦慮すると

いうことになりますから、非常にこの認知症の取り組み、認知症というものはどういうもの

かというものを、もっとアピールしていく必要があるということで、認知症サポーターを
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1,500人にするという目標がありますけれども、これはあくまでもボランティアということ

なんです。１度、私も講習を受けたんですが、時代が変わっていく、どんどん考え方も違っ

ていく、いろんな新しい対応が出てくるということで、１回受けて、これは認知症サポータ

ーが大勢いるで、これはいい町だというわけにはいかないと思います。 

  国でも、認知症サポーターを人口の１割にしろというようなことを聞いたことがあります

けれども、ただ、この人数によって、その内容が、皆さんが非常にわかっているということ

にできないと思うんです、これは定期的に研修する必要があると思われますが、その点につ

いてちょっとお伺いいたします。 

○議長（那須博天君） 塩川健康福祉課長。 

○健康福祉課長（塩川利夫君） この件でございますけれども、多くの町民に理解をしていた

だくために、長年、あづみ病院と、認知症を考える講演会を継続的に実施してきています。

昨年の参加者は191人、ことしは183人でした。 

  サポーター養成講座に、平成30年11月末現在889人参加しています。１度受講されても、

再度受講もお勧めをしています。サポーター養成講座は、今後、金融機関や自治会、自主的

なグループに声がけをしていく予定です。 

  より身近な地域で認知症の理解を深めるために、認知症カフェを実施し、認知症の種類、

対応の学習や相談、交流などを行っています。昨年度は、デイサービスなどの事業所に依頼

して３カ所で行いました。今年度は６カ所の計画をしました。そのうち３カ所は自治会やサ

ロンが主体で実施しをしております。参加者は昨年が119名でしたが、今年度は11月末現在

で120名と、参加者が伸びております。今年度につきましては、今後２カ所の開催を予定し

ています。 

  身近な地域で学ぶ場とサポーター養成講座、あづみ病院との講演会を地道に続け、多くの

方に理解をしていただけるよう、努めたいと思います。 

  以上です。 

○議長（那須博天君） 和澤忠志議員。 

〔６番 和澤忠志君 登壇〕 

○６番（和澤忠志君） これからは、そういう町民じゃなくても町の企業とか、そういうとこ

ろに広めていくということで、非常にありがたく思っております。 

  新聞によりますと、ある市では、もう中学生、あるいは小学生、この間は中学生でしたけ

れども、そういう学校にも認知症についての理解を進めていくと。高校も県立でありますけ
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れども、これは別にしても、中学生あたりでも、あるいは小学高学年でも、学校にも認知症

というものの要は理解を進めるということについてのお考えをお聞きしたいと思います。 

○議長（那須博天君） 平林教育長。 

○教育長（平林康男君） 今、お考えいただきました。 

  認知症と学校の関係というものも、またちょっと検討してみたいなと思います。私も今そ

のことについては、ほとんど考えはありませんでしたので、また、それも一つの課題として

受けさせていただきたいなと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（那須博天君） 和澤忠志議員。 

〔６番 和澤忠志君 登壇〕 

○６番（和澤忠志君） よろしくお願いします。 

  それでは、次の質問に移ります。 

  サービス高齢者住宅からの強制、特にアルツハイマー病の認知症の方が退去させられたり、

あるいは、入居を拒否されているということがテレビで報道されていますが、いずれにして

も池田町はこういう施設はないわけですけれども、今後、いずれにしても、そういう認知症

の患者が多くなる中で、今は多分、間に合っていると思います、今の池田の介護施設とか何

とかでは。 

  今後は当然、不足されると思われますので、自宅だけじゃなかなかいかないと思うんです

が、そこら辺について何か、こういう認知症対策に対する居場所をどう確保していくという

考え方があれば、お聞きしたいと思います。 

○議長（那須博天君） 塩川健康福祉課長。 

○健康福祉課長（塩川利夫君） それでは、今の質問ですけれども、サービスつき高齢者向け

住宅は、大北管内には大町市に４カ所あります。町、北アルプス広域連合に強制退室という

話は入っておりません。 

  松川村にある有料老人ホームには、デイサービス、訪問介護など、サービスが併設されて

いて、アルツハイマー型認知症患者の受け入れもされています。池田町近隣の市町村にある

老人保健施設、特別養護老人ホーム、小規模多機能型居宅介護、短期入所生活介護などの施

設では、アルツハイマー型認知症を受け入れてくれています。 

  今後増加していく認知症の方の居場所について、北アルプス広域連合が計画する介護保険

事業計画の中で、経過を見て検討をしていきます。 

  以上でございます。 
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○議長（那須博天君） 和澤忠志議員。 

〔６番 和澤忠志君 登壇〕 

○６番（和澤忠志君） よろしく検討をお願いします。 

  それでは、次の質問、保小中学校の農業体験の取り組みについてお伺いします。 

  いずれにしても近年、子供たちの農業体験の重要性が認識されつつあります。北海道の当

麻町は、町づくりの推進目標に食育を上げ、食育拠点として田んぼの学校を町で運営し、

1.9ヘクタールの土地で、米や野菜を子供たちが管理しているそうです。 

  また、給食の米は、全て子供たちのつくったもので、これ、保育園から全部そうらしいん

ですが、小さな町で5,000人ぐらいのところなんですが、全部自分たちの米でつくって賄っ

ているということです。子育て世代に人気があり、若者の移住者が増加したということであ

ります。 

  最近では、安曇野でも、多摩美術大学生のドキュメンタリー映画、「カレーライスを一か

ら作る」、カレーの材料を全て自分たちでつくることで、一皿のカレーをつくるのに、野菜

は思うようにできず、特に鶏の肉は雛から育て、愛情が生まれて、殺して食べることに抵抗

感を感じ、命の大切さ、食べることへの感謝の気持ちを感じるよい体験の記録映画ができ、

上映されるそうです。 

  そこで、池田町の現在の保育園、各小学校、中学校での農業体験の実態をお伺いいたしま

す。 

○議長（那須博天君） 中山教育保育課長。 

○教育保育課長（中山彰博君） それでは、ただいまの御質問にお答えさせていただきたいと

思います。 

  まず、保育園の農業体験でございますけれども、本年度におきましては、園庭内に畑をつ

くりまして、サツマイモ、ネギ、ジャガイモ、トマトなどを作付をいたしまして、植えつけ

から収穫まで一貫して農産物の生育を観察しながら、ネギやジャガイモなどにつきましては、

給食食材として子供たちが味わったところであります。また、園庭外でも、サツマイモ等の

収穫をさせていただきました。それから林産物の関係でありますけれども、シイタケの栽培

も行われまして、コマ打ちから収穫、食べるまでを体験したところでございます。 

  これら多くの作物を栽培できましたことは、和澤議員さんを初め、矢口新平議員、横澤は

ま議員、櫻井康人議員さん、それぞれのお力、そして農協青年部の皆様など、地域の皆様か

ら多大なる御協力をいただいたたまものであるということで、感謝するところであります。 
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  園児たちは、農産物の成長過程を見守る中で、野菜の色づきだとか香り、食感など五感を

通じまして、貴重な体験をさせていただいているところでございます。 

  次に、小学校の状況でありますけれども、小学校におきましては、農業体験は、生物学習、

社会科の学習として農産物の学習がされております。 

  池小におきましては、本年は、全校での焼き芋会に向けましたサツマイモの栽培、それか

ら５年生では、米づくり農家の課題を学ぶということで取り組みがされております。稲作に

つきましては、単に栽培活動ではなく、収穫したものをどのようにするか、あるいは収穫し

たもので、どんな学習ができるかということを視野に入れた学習に位置づけたものとして、

取り組みがされておる状況であります。 

  会染小学校でありますけれども、野菜栽培としましては、池小と同様のものでありますけ

れども、大豆、小豆などを含めまして、それぞれが栽培をされているところであります。ま

た、５学年では、米づくりとしまして、代かき、あるいは田植え、稲刈りなど、米づくりを

通しまして農業の大切さ、収穫の喜びに触れまして、食と農に関心を持つ取り組みがされて

いるところであります。 

  最後に中学校でありますけれども、中学校では、全校での取り組みにつきましてはされて

おりませんけれども、特別支援学級の生徒が畑で作物の世話をしておりまして、作物は、枝

豆、ササゲ、ニンジン、カボチャ等でございます。調理や食材の一部は、お菓子や芋餅とし

て、文化祭などで販売活動をしたところであります。育成から販売まで、各過程を学習して

いるところであります。 

  また、職場体験でありますけれども、２学年の生徒が将来の職業選択の一つとして、専業

農家での野菜栽培の農業体験がされております。 

  以上が、平成30年度の各成長期での取り組み状況となっております。 

  以上でございます。 

○議長（那須博天君） 和澤忠志議員。 

〔６番 和澤忠志君 登壇〕 

○６番（和澤忠志君） いろいろやって、ありがとうございます。 

  それで、私が一番感じたのは、米づくりなんですが、会染小学校は、代かきからいろいろ

やって田植えから体験をしているんですが、残念ながら、池田小学校は、ただ観察というこ

とで、実際、手で苗を植えたり起こしたり、収穫体験していないので、ぜひ、これを同じ池

田町ということなので、米づくりの町、池田町にとって、この池田小学校の校庭は、ぜひも
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とに戻して、会染と一緒に田植えから収穫まで体験させるようにしていただきたいと思いま

すが、いかがお考えでしょうか。 

○議長（那須博天君） 平林教育長。 

○教育長（平林康男君） 現状につきましては、先ほど課長が説明したとおりであります。 

  今回の保小中の教育の中でも、食育という視点も、ぜひ取り入れていきたいなと思ってお

ります。池田でとれる野菜と米、これを保育園の段階から中学校まで、植えつけから食材と

なって口に入るまでを、それぞれの年代で子供たちがかかわれる、そんなカリキュラムを作

成したいと思っております。 

  米づくりにつきましては、田植えや稲刈り等の節目の単なる参加型ではなく、種まきから

収穫まで一つの流れが学べるような、そんな体制を各校でできればいいかなというふうに検

討しておりますので、また地域の皆さんの御指導をぜひいただきたいと思いますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

○議長（那須博天君） 和澤忠志議員。 

〔６番 和澤忠志君 登壇〕 

○６番（和澤忠志君） 時間もありますので、それで、いずれにしても農業体験ということを、

当麻町みたいに大規模にはいかないと思いますけれども、小規模でもいいんですけれども、

町で畑を各１校で１反歩ぐらい確保して、その中で農業体験をしていくと。その中で、肥料

からつくって収穫して、物を捨てて循環する自然との共生で、命の循環を学ぶということが

必要だと思います。 

  教育長、本当に長い間御苦労さまでございましたが、ぜひ、このような学校に、そういう

町で運営した田んぼや畑をつくって、ぜひそういう農業体験の充実について取り組みをお願

いしたいと思います。 

  それからまた、食べるという字は、よい人をつくる意味がありますので、本当に教育の原

点は食育だと思っています。ひとつこの引き継ぎについて、きっちりと引き継ぎをお願いし

たいと思いますが、いかがお考えでしょうか。 

○議長（那須博天君） 平林教育長。 

○教育長（平林康男君） 今の思いを非常に私も感じましたので、何とか池田町の代表的なお

米、そして、また野菜につきましては、ぜひ子供たちにもこれから継承していくように、そ

んな引き継ぎをしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございま

した。 
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○議長（那須博天君） 和澤忠志議員。 

〔６番 和澤忠志君 登壇〕 

○６番（和澤忠志君） それでは最後に、皆さん、きょうは教育長に集中してやって、本当に

長い間ありがとうございました。これで終わります。 

○議長（那須博天君） 以上で和澤忠志議員の質問は終了いたしました。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◇ 立 野   泰 君 

○議長（那須博天君） 一般質問を続けます。 

  10番に、10番の立野泰議員。 

  立野泰議員。 

〔１０番 立野 泰君 登壇〕 

○１０番（立野 泰君） 10番の立野泰です。 

  一般質問を続けさせていただきます。 

  こんな時間になりましたので、簡単に質問をさせていただきたいと思いますので、お願い

をいたします。 

  私は、２点について質問をさせていただきます。 

  最初に、今後の海外販路拡大の事業の方向性についてをお伺いしたいと思っております。 

  安曇野市、池田町、松川村が官民連携プロジェクトで、安曇野地域の酒をマレーシアへ輸

出し、国の交付金を活用して、もう既に３年の取り組みとなっております。今までは準備段

階として、マーケティングに力を入れてきましたが、ようやくプロジェクトができたわけで

す。 

  池田町が、独自でプロモーション活動を展開するのは初めてであり、町にとっても関係者

にとっても期待が大きいものでございます。商品流通は、株式会社さとゆめを通じて、現地

のバイヤーの協力を得て、実施に向けて進めていったわけでありまして、これからも、町と

して積極的に推進していってほしいなと思うところでございます。 

  我々が議員研修に行った感想でございますけれども、マレーシアというのは３つの宗教、

多民族国家が混在していて複雑な国であり、国民の61％が信仰する国教のイスラム教、20％

の仏教、７％ヒンドゥ教であり、イスラム教では豚肉はだめ、酒は飲まない国でございます。 
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  酒はつくらない、飲まない国に酒を輸出、なぜと、こういうふうに思ったわけです。イス

ラム教は肉は食わないしということでございますけれども、私は、酒を飲まない国だからこ

そ、市場の開拓は有望であり、今、世界で和食ブームでございますので、興味を持っている

ときこそ、日本食を広めていくチャンスと考えておるところでございます。 

  また、酒の輸出については、ライセンスが必要ということでございましたけれども、ただ

単に輸出するわけでございません。ライセンスをとるのに、なかなか難問があったわけでご

ざいますけれども、町の担当者等々が、ライセンスの取得にこぎつけてくれたということで、

ようやく輸出する体制になったということでございます。 

  ペナン島の海鮮レストラン、2016年にオープンのクアラルンプールの三越伊勢丹レストラ

ン、日本食と酒を十分に堪能してまいったわけでございます。こんなすばらしいレストラン

なら、きっとマレーシアの人たちも、よさを見つけて繁盛するということを思って帰ってま

いりました。町からの酒、物品等もふえることを、私は期待するところでございます。 

  ちょっと前に、酒屋さんのところへ行って、社長とも話ししたりしてきましたけれども、

一日も早く海外への販路拡充ができることを望むということで、非常に喜んでいたわけでご

ざいます。 

  そこで、質問でございます。 

  １ですが、農作物は今回なかったと思うんですが、酒の販売は、海外販路拡大における３

市町村の連携を、具体的にどう進めていくのかなということで、私はちょっと疑問があった

わけでございます。 

  ペナン島、海鮮レストランに行ったときには、議員の皆さんもそうですけれども、安曇野

市のポスターというのも張ってやったわけです。それで、また隣の松川村では、台湾との姉

妹都市の関係で交流を、しょっちゅう行っているわけですけれども、そこにもお酒を持って、

宣伝していくということで、安曇野市も松川村も、それぞれ独自に努力はしているわけなん

ですが、せっかく３市町村でやってきたわけですから、具体的にこれからどう進めていくの

か、その辺を簡単に説明いただければと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（那須博天君） 宮﨑振興課長。 

〔産業振興課長 宮﨑鉄雄君 登壇〕 

○産業振興課長（宮﨑鉄雄君） それでは、立野議員さんの御質問にお答えをさせていただき

ます。 

  まずもって、11月終わりに議員の皆さん、当町、また安曇野市、松川村と連携して進めて
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おります海外販路の関係で、マレーシア国、ペナン島、またクアラルンプールを視察してい

ただきました。まことにありがとうございました。 

  先ほど議員の御指摘をいただきましたように、安曇野市、松川村と池田町、３市町村が一

つとなりまして、平成29年度には、以前、御披露させていただきましたけれども、３蔵共通

のラベル、またパッケージをつくらせていただき、外国語版のパンフレットもつくらせてい

ただきました。 

  そして、本年度、当池田町で進めておりましたマレーシアへの日本酒輸出ライセンスが10

月末にマレーシア国の許可がおりたということで、本年はマレーシアを中心に、日本酒のほ

うを開拓するということで、プロモーションを行っておるところでございます。また、今後

につきましては、現在、白馬村に多くの外国人旅行客が来ておりますオーストラリア、こち

らのほうをターゲットに、さらに販路拡大をすべく、プロモーションをかけていきたいとい

う考え方でございます。 

  この事業も、来年、再来年、平成32年度までの助成措置でございます。その間に一つでも

多くの国の販路の市場開拓ができればと考えておるところでございます。よろしくお願いを

いたします。 

  以上でございます。 

○議長（那須博天君） 立野泰議員。 

〔１０番 立野 泰君 登壇〕 

○１０番（立野 泰君） ３年たったわけですけれども、今、言ったようにラベルづくり、パ

ッケージ、あるいはパンフレットの製作等々、これで３年たったわけです。しかし、交付金

はあと２年で終わるということなんです。 

  そこで、もう一つお願いしたいことは、私は担当者とも話をした中でもって、酒のことに

関しては、池田町が積極的に、一番活動していくように思えているわけでございます。海外

販路の拡大について、手応えを感じているわけですけれども、もちろん、これについては、

民間事業者が、みずからが中心となってとることが前提でございます。そうでなければ、実

現は困難なのかなというふうに思っております。これから酒屋さんとの交渉も、交流もあろ

うかと思いますけれども、交付金が５年で終了した段階で、終了しているわけですが、今後、

では、この活動をどういうふうに進めていくのか、事業者等の支援をどのように続けていく

のか、その辺について簡単に説明をお願いしたいと思っています。 

○議長（那須博天君） 宮﨑振興課長。 
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○産業振興課長（宮﨑鉄雄君） 今後につきましては、議員御指摘のとおり、事業者さんが向

こうのバイヤーさんとの調整をしていただいて販売をし、輸出をしていくという形になって

まいります。 

  池田町の酒蔵さんにつきましては、ほぼ、県内消費がほとんどでございまして、輸出の割

合からいけば１％程度だと。現在も台湾、シンガポールのほうにも輸出されている事業者さ

んもおります。 

  そんな中で、酒蔵さんとの話の中では、輸出量を総生産量の３％にまで引き上げていきた

いということでございますので、町としても、そのように数量目標がございますので、でき

るだけ多くの国、多くのバイヤーとの仲介役となって、池田町の酒のＰＲをしてまいりたい

と思っております。 

○議長（那須博天君） 立野泰議員。 

〔１０番 立野 泰君 登壇〕 

○１０番（立野 泰君） 輸出は今だと１％、しかし、これから３％の売り上げにしていきた

いなというふうに思っているということでございますけれども、要は、一つの酒蔵が月に10

本や20本輸出したんでは、やらないほうがいいということですよね。 

  これは、輸出するのにもお金がかかっているわけですけれども、それで３番目として、私

とすれば、行政が積極的にかかわっていくことが、いいかどうかということについては疑問

があろうかなというふうに思っております。 

  やはり今、課長が説明したように、しっかりとしたプロジェクトを立ち上げた上で、専門

業者と連携をしながらいかなければいけないなというふうに思っているんですけれども、そ

こで、例えば酒のやりとりとか発注したりすることによって、ちょっと一部、矢口稔議員と

重複するかなと思って、私は、先ほど稔議員に答えていただいたものの中で、企画政策課と

町づくり推進課ということで、専門の窓口をとって対応していくというようなお話がござい

ましたけれども、私は、これはいろいろ海外の国際交流という中で、企画財政も町づくり推

進係もいいと思うんですけれども、やはりこの国際交流の酒を輸出するということについて

は非常に問題があると思うし、これからも伸ばしていかなければいけないと思うので、そう

いう中で今、農政係ですか、振興課でやっているわけですが、やっぱりそういう輸出関係に

関して、農作物、酒等について、ほかの何かしっかりした窓口が欲しいかなというふうに私

思っているんですが、その辺について返答をお願いしたいと思うんですが、どうでしょうか。 

○議長（那須博天君） 宮﨑振興課長。 
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○産業振興課長（宮﨑鉄雄君） こちら輸出に関しましては、先ほども申し上げましたように、

実際、輸出にかかわるところの窓口は事業者さんになろうかと思いますけれども、幅広く、

今後、輸出に向けての相談役としては、窓口として産業振興課農政係でやっていくことにな

ろうと思います。 

  先ほどの櫻井議員さんのところでも若干お話をさせていただきました。輸出関係、農産物

等の輸出関係につきましては、海外販路開拓推進協議会を組織しておりますので、事業者、

農協さん、商工会等も含めた中で、今後のあり方というものも検討をしてまいりたいと思い

ます。 

○議長（那須博天君） 立野泰議員。 

〔１０番 立野 泰君 登壇〕 

○１０番（立野 泰君） 私の質問が見当違いのことだったとは思うんですけれども、事業者

が主体でやっていくわけですけれども、やっぱり力を入れていくのは、指導していかなけれ

ばいけないのは、産業振興課農政係だというふうに思っていますので、この辺をしっかり来

年以降対策を練って、輸出拡大できるような方法をとっていってもらいたいなというふうに

思っておりますので、お願いいたします。 

  続きまして、酒の輸出については、今回は空輸で行ったと。しかし運賃が物すごく高くな

るので、とても採算がとれないということでございまして、船便だと安くなるわけですが、

しかし、これは例えばの話、一つのコンテナへたくさん積んでいかないと、採算がとれない

ということでございますよね。 

  ただ、酒だとか野菜とかについては期限がございます。酒を１年分送ったんでは、向こう

へ行って賞味期限というものがございますので、これからそれをどう賄っていくのかなとい

うのが私ちょっと心配なんです。30万円も40万円も出して酒だけ送って、とても輸出するこ

とはできないと思うんですが、その辺についてどうですか。 

○議長（那須博天君） 宮﨑振興課長。 

○産業振興課長（宮﨑鉄雄君） 確かに議員おっしゃられますように、空輸となりますと、非

常に経費がかかってくる。船便ですと経費は安いんですが、ある程度の量がまとまらないと

船積みができないというような問題もございます。 

  これにつきましては、他のものと一緒に同梱、一緒に梱包ができるかどうか、先ほども議

員御指摘でありますけれども、今後はその方向性をしっかり検討をさせていただきたい。 

  先ほども申しましたけれども、平成31年度、平成32年度のあと２年の中で、どのような輸
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出の方法がいいのか検証をしてまいりたいと思いますし、そのためには、やはり輸出をする

相手方、バイヤーさん、また飲食店等の商談をこの２年間の中でさせていただいて、多くの

取引先を確保することが重要であるというふうに考えております。 

  以上であります。 

○議長（那須博天君） 質問。 

  立野泰議員。 

〔１０番 立野 泰君 登壇〕 

○１０番（立野 泰君） もう１個、同じような質問になろうかと思うんですが、今回、官民

連携プロジェクトが造り酒屋、安曇野市、池田町で３蔵の日本酒でライセンスをとって輸出

したわけでございます。 

  伊勢丹のレストラン、すばらしいレストランでございまして、私も酒を堪能してきたわけ

ですけれども、今後、今、課長も説明したように、重複するかなと思うんですが、やはり輸

出するからには、安定した取引が行われていかなければいけないということでございます。

そしてまた、750ミリリットル入りが何万円、２万円というのが相場だそうです。コップ１

杯、3,000円も5,000円もするという、それでも売れてしまうと。非常に富裕層の方に飲んで

いただくということで、私はその限りでは、日本酒もこれからはいいのかなと思うんですが、

たくさんいかないといけないもので、その辺について一言だけお願いしたいと思います。 

○議長（那須博天君） 宮﨑振興課長。 

○産業振興課長（宮﨑鉄雄君） 確かに、先日ごらんをいただきましたイセタン・ザ・ジャパ

ン、すし麻布、またペナン島、オリエンタルレッドシーフードレストランさん、こちらのほ

うで本年フェアを行いまして、こちらのお酒につきましては、売れ行きについては順調であ

る。現在、議員の皆さんが行かれた翌日からクリスマスまでの間のフェアでございまして、

売れ行きが好調ということをお聞きをしております。 

  今後、やはりバイヤーさんとの取引については、酒蔵さんでやっていただくわけですけれ

ども、先ほども申し上げましたように、多くの相手方です、バイヤーさん、また飲食店を、

今後ふやしていくということが最優先かということで、今後、取り組みをさせていただけれ

ばと考えております。 

○議長（那須博天君） 立野議員。 

〔１０番 立野 泰君 登壇〕 

○１０番（立野 泰君） ありがとうございました。 
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  酒屋の社長と話ししたときにも、我々も行きたいと。来年はぜひ行って、実際に現地を見

てどんな対策をとるのか、行かしてほしい、行きたいなというふうに言っていました。 

  私も、後から着いていくつもりでおりますけれども、そんなことで、やっぱりバイヤーさ

んを通してやっていくということなんですが、これ、バイヤーもそうだし、取引先の事業主

の方も一緒になって、本当にたくさん売れるようなことを、方策を練っていただければあり

がたいかなと思っていますので、よろしくお願いいたします。 

  では、次に移らせていただきます。 

  移住定住促進のアピールということでございますけれども、移住定住促進については、多

くの議員の方、いろいろ話をしてきているわけでございまして、それでも２つほど質問をさ

せていただきますので、お願いいたします。 

  行政のほうで、移住促進については、ありとあらゆる方面でもって一生懸命努力していた

だいて、少しずつ成果が上がってきたというふうに思っておりますし、報告もございました。 

  私、12月初めに、県外から町に土地を求めて移住してくる方、これから家を壊して、家を

つくって、それから定住するという方にお会いしたわけでございます。 

  その方いわく、池田町、とても気に入ったと。なぜならば、私はそう余り思わなかったん

ですが、役場に来庁したときに感じた印象がすばらしくよかったとのこと。こういうのって、

余り聞いたことですよね。今、あいさつ運動とか一生懸命やっているんですが、通っていく

と、おはようございますと言うかい、下向いているよ、みんなというのですが、やっぱり外

部から来るとそういうふうに感じたんです、すばらしくよかったと。そうすると、私もちょ

っと考え直さなければいけないかなというふうに思っておりますけれども、そういうことで

印象がすばらしくて、それで職員が笑顔であいさつをしてくれたとのことで、町を気に入っ

てしまったということで、定住することに決めたということでございます。こんなすばらし

い町を理解してくれる人が大勢移住して、町がにぎやかになってほしいなというふうに、私

は思っているところでございます。 

  そして、また、この一つ、私の池田町においては、他の町村にない制度があったのも決め

手となったということでございますけれども、今までは、宅地は買えたけれども、農地がつ

いた場合には買えなかったというのが現実でございます、農地法によってです。 

  それが、安曇野市もほぼ回ったんですが、土地まで買えないと。せっかく自然豊かなとこ

ろへ来て、小さな住宅が建っているのが、野菜をつくるところも何もないということで、池

田町のこの方法を、農業委員会の方の努力で取り入れたことについては、非常によかったか
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なというふうに思っております。畑で家庭菜園をつくったり、やっぱりそこの中で住民との

交流等が生まれてくると、こういうことで非常によかったということで言われたんですから、

ぜひこの辺も大きな声でアピールをしていきながら、池田町にはこんな制度があるんだよと

いうことを、やっていっていただきたいなというふうに思っているわけでございます。 

  そこで、豊かな環境とお客を引きつける魅力のある町ではあるわけなんですけれども、観

光客も40万人くらいが来ていただいて、すばらしいことだと思うんですが、一つ、私、忘れ

ているわけではないんですが、東京、都会からのアクセスという問題が、時間がかかる、そ

れがデメリットかなというふうに思っているところでございます。 

  観光係を初めとして、その中でガイドマスター等の皆さんも町なかウオーキングや、やっ

ぱり散策をして案内をしていただいて、そういう結果も努力が実って、幾らか池田町に魅力

を感じてくれるかなと、リピーターがふえてくるかなというふうに思っているんですけれど

も、もっとこれから多くの人が、今以上に努力、係の方もしていただいて、いってほしいな

と思うんですが、その辺について一言お願いしたいと思いますが。 

○議長（那須博天君） 宮﨑振興課長。 

○産業振興課長（宮﨑鉄雄君） 職員に対するお褒めの言葉、非常にありがとうございます。 

  まず、この質問のお答えでございますけれども、池田町の知名度をアップさせるためとい

うふうに受け取らせていただきまして、今、町及び町観光協会のほうとしては、ＰＲという

ことでホームページの日々の更新等を行いながら、春の山桜トレッキング、北アルプス展望

ウオーク、夏のてるてる坊主アート展、秋のワイン祭り、大峰高原七色大カエデ等々をＰＲ

させていただいてございます。 

  移住定住ということでございまして、先ほど議員のお話にありましたように、池田町は、

空き家バンクに登録した家に隣接する、農地の取得に対して、下限面積を１アール、100平

米まで下げさせていただいております。これによりまして現在、２件の方が住宅と付随する

農地を取得していただいて、移住をされました。議員のお話にもありましたように、非常に

一つの強いアピールポイントというふうに、町としては認識をしております。 

  さらに、数々のイベントを開催する中で、例えば、北アルプス展望ウオーク等の受付ブー

スの横に、移住定住のために池田町がやっている施策、補助金とか、先ほどの農地つきの空

き家ありますよとか、そのようなＰＲができればなというふうに考えております。 

  一応、町のＰＲということの中で御答弁をさせていただきます。よろしくお願いいたしま

す。 
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○議長（那須博天君） 立野泰議員。 

〔１０番 立野 泰君 登壇〕 

○１０番（立野 泰君） 私も２回ほどウオーキングに出たんですけれども、美術館から回っ

て堀之内まで行って八幡様へ帰ってきました。 

  早い人と３時間くらい、２時間とか３時間違ったんです。そういうお客さんもいるんです

が、多くの人はストックをついて、だだだと回ってきてしまうんです。あれでよさがわかる

かどうかは知らない。一つのスポーツとして、体を鍛えるために、そういうものをやってい

るのかなというふうに思っているんですが、そういう人も、ゆっくり右見たり左見たりしな

がら、もっともっと町のよさをわかってほしいな。そうすると、さらに池田町がよくて、住

みたいと思っている人がいるかなと思っているんです。 

  ただ、いかんせん土地がないわけです。移住してきても、大抵東山山麓が欲しいわけなん

ですけれども、土地がないと。この辺については、また何とか考えて、空き家もいいんです

けれども、やはり来るからにはすばらしいところ、環境のすばらしいところがいいと思うも

のですから、その辺は、ぜひこれからも努力をしてもらいたいなというふうに思っています。 

  それから、質問の２ですけれども、町のよさをアピールするには、やはり短期、あるいは

長期に滞在していただいて、１週間とか10日です。やっぱり池田町を満喫していただくとい

うことが、一番大切かなというふうに思っているんです。 

  大学生を中心とした池田つむぐプロジェクトですか、こういうのをやって、広津でおやき

を焼いたりとか、宿泊体験とかやっているんですけれども、これはこれで若者との交流を積

極的に進めていただくということで、非常にありがたいことかなというふうに思っているん

ですが、ただ、農家民泊、あるいはシェアハウス等、こういうものがなかなか芽生えてこな

いというか、こういう施設を、町として受け入れられないそういう理由があるのかなと、私

はちょっと思うんです。 

  よそのことを言ってはいけません、松川村、それは民宿もやっているんですが、これもな

かなか安い金で泊めているんです。よさをアピールするためには安くてもいいんですけれど

も、やっぱり民宿だとかシェアハウス等が根づいてきて、そこに多く、幾日も滞在していた

だくことによって、やっぱりこれからそういう問題が解消してくるのかなというふうに思っ

ているんですが、その辺についてお答えをお願いしたいと思います。 

○議長（那須博天君） 宮﨑振興課長。 

○産業振興課長（宮﨑鉄雄君） やはり議員御指摘のとおり、池田町に欠けているものは、滞
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在型の観光、宿泊施設関係でございます。 

  現在は、町内、ビオホテル、またペンション、オーベルージュ、ゲストハウスがそれぞれ

ございまして、農家民泊をやられる御家庭が２件だけでございます。 

  今後、農家民泊については、農業プラスアルファ、また、人と人とのつながりということ

で、広津の皆さんにもちょっと御相談をさせていただきながら、一般農家の皆さんにも継続

して説明をし、お願いをしてまいりたいと思っております。 

  ゲストハウス、シェアハウス等についても、先ほどの、町長も答弁させていただいており

ますけれども、空き家、空き店舗の改修、また新規創業のための助成措置も用意をしていき

たいということでございます。これも一つの施策として、新規でシェアハウスとかゲストハ

ウスをやっていただける方を呼び込んでいければと思っております。 

  また、現在ある宿泊施設にお泊まりになった方にも、その宿泊施設の事業者さんが、池田

町のよさを伝えて、池田町に移住定住をしていただける方を呼び込めるように、また事業者

の皆さんにも御協力を仰いでいければと考えております。 

  以上であります。 

○議長（那須博天君） 立野泰議員。 

〔１０番 立野 泰君 登壇〕 

○１０番（立野 泰君） これは、ちょっと通告外ですので、と思っているんですが、ちょっ

と関連で質問をさせていただきたいんですが、町民の南のほうの会染、中鵜の方にとっては、

創造館に民間がお風呂をつくるということで、一部では創造館に風呂の施設をつくるという

ことで期待を持っていたわけなんですが、これ延期になったということでございます。 

  池田町においては、宿泊施設というのは何件かあるんです。ただ、５人とかそういう小さ

な施設なんです。これ、町として、宿泊施設、ホテル、例えば、そういうものをつくるとい

うことは、非常に金のかかる問題ですからいいんですが、やはり風呂があって泊まるという、

もうちょっと規模が大き目のものを、何とかこれからつくっていかなければいけないかなと

いうふうには思っているんです。これを、あしたつくるとか来年つくるというんじゃないん

ですけれども、そういう、例えば15年、20年というような、その程度の規模でもいいと思う

んですが、そういうものを今後計画していくつもりはあるのかどうか、その辺について、民

間でやっている方の泊まるというところを圧迫するようではいけないんですが、しかし、春

から秋にかけて、創造館でも写真展とか絵だけが来て、その人の泊まるのは松川とか穂高と

か松本とか、非常に安いところに泊まるんですね。 
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  だから、今後の計画として、何かそういうようなものを考えていく、そういうつもりがあ

るのかだけ、お聞きしたいと思いますので、お願いします。 

○議長（那須博天君） 小田切副町長。 

○副町長兼企画政策課長事務取扱（小田切 隆君） それでは、ただいまのことにお答えした

いと思いますけれども、なかなか直営でもって宿泊所を設けるということになりますと、町

に相当の観光資源がないと難しいということになっております。 

  つくった、赤字になったではちょっとしゃれにならない部分もございますので、できれば、

そういった宿泊施設等につきましては、民間のほうでお願いできればと思っているところで

あります。 

  それと、あと蛇足でありますけれども、お試し住宅の状況もこのところでちょっとお話を

させていただきますが、昨年の予算で整備をいたしまして、本年度からオープンしたわけで

ございますが、９月から２棟ともに入居者、移住お試し住宅、移住の方が入ったということ

とでございます。１人は１年契約、１人は３カ月契約ということで、昨日ほど出られたとい

うことでございますので、また、こうしたお試し住宅等もフル活用していって、もし、足り

ないようであれば、豊町にもう２棟、教員住宅がスペアございますので、それらを改修する

中でも、まだ対応できるのかなと思っております。この部分につきましては、ちょっと蛇足

ながらの補足とさせていただきます。 

○議長（那須博天君） 立野泰議員。 

〔１０番 立野 泰君 登壇〕 

○１０番（立野 泰君） 御回答ありがとうございました。 

  どこの町村でも、そういう宿泊施設をつくったところはみんな赤字で、指定管理なり、民

間会社へ譲渡してしまったということで、池田町はなくてよかったかなとは思っているんで

すが、しかし、反面、来ていただく方にとっては、やはり風呂へつかって、温泉でなくても

つかって、ゆっくり汗を流せるところ、それも欲しいかなというのは頭の隅にございます。 

  そんなことで、いつになるかわかりませんけれども、民間とも連携しながら、そういう施

設もぜひ実現できるような、町の財政のこともありますので、そんなことをお願いしながら

質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（那須博天君） 以上で立野泰議員の質問は終了いたしました。 

  以上で一般質問全部を終了いたします。 
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──────────────────────────────────────────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（那須博天君） これで本日の日程は全部終了いたしました。 

  大変長い時間御苦労さまでございました。 

  以上で散会といたします。 

  御苦労さまでございました。 

 

散会 午後 ５時５４分 
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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（那須博天君） おはようございます。 

  ただいまの出席議員は11名全員であります。 

  定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎各担当委員会に付託した案件について、委員長報告、質疑 

○議長（那須博天君） 日程１、各担当委員会に付託した案件についてを議題といたします。 

  これより各委員長の報告を求めます。 

  報告の順序は、予算決算特別委員長、総務福祉委員長、振興文教委員長の順といたします。 

  最初に、倉科栄司予算決算特別委員長。 

〔予算決算特別委員長 倉科栄司君 登壇〕 

○予算決算特別委員長（倉科栄司君） おはようございます。 

  平成30年12月池田町議会定例会におけます予算決算特別委員会の総合審議について、結果

を報告いたします。 

  予算決算特別委員会の総合審議は、12月14日、午前９時半より議会協議会室において開催

いたしました。出席議員は11名、議員全員でありました。 

  本委員会に付託されました案件は、議案３件であります。 

  各議案ごとの審議結果及び審査意見について報告をいたします。 

  議案第58号 平成30年度池田町一般会計補正予算（第８号）について。 

  特に意見はなく、挙手による採決の結果、全員の賛成で可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第59号 平成30年度池田町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について。 

  特に意見はなく、挙手による採決の結果、全員の賛成で可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第60号 平成30年度池田町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）について。 

  特に意見はなく、挙手による採決の結果、全員の賛成で可決すべきものと決しました。 

  なお、総務福祉委員会、振興文教委員会のそれぞれ所管に属します予算決算特別委員会の
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質疑につきましては、予算決算特別委員であります各委員長より報告をいたします。 

  以上、予算決算特別委員会の審議の結果について報告をいたしました。 

  なお、他の委員に補足がありましたら、お願いをいたします。 

○議長（那須博天君） 他の委員に補足がありますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（那須博天君） 補足なしと認めます。 

  審議報告を求めます。 

  大出美晴委員。 

〔総務福祉委員長 大出美晴君 登壇〕 

○総務福祉委員長（大出美晴君） おはようございます。 

  予算決算特別委員会における総務福祉委員会関係の審査報告を申し上げます。 

  日時、平成30年12月12日水曜日、午前９時30分から。場所、役場３階協議会室、出席者、

予算決算特別委員11名全員、行政側、町長、副町長を初め総務福祉に関係する課長及び補佐、

係長、また議会事務局長。 

  説明を省略し、重立った質疑について報告いたします。 

  なお、言い回しについては、簡潔にするため、文章上変えてある場合もありますので、御

了承ください。 

  議案第58号 平成30年度池田町一般会計補正予算（第８号）について。 

  企画政策課関係。 

  質問、企画費の少子化対策として、講演会を企画しているが、どのような内容か。 

  答、学習会として、育児雑誌の編集長を招き、親子を対象として具体的な子育ての学習を

予定している。また、10月に、ニュージーランド在住の井川孝信さんを招き学習会を行った。 

  総務課関係。 

  質問、一般職員の人件費の減額関係で、１人が４月に入り、10月に退職されたが、その理

由は何か。また、住民課の対応についてお聞きする。 

  答、自己都合で、他にやりたいことがあるということ。また、退職に伴い、臨時職員で対

応している。 

  住民課関係。 

  質問、バス運行事業の関係で、事故が保険の適用があり、リース代も戻ってくることでよ

かったが、先方との示談はどのようになっているか。 
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  答、先方から９月13日に申し出があり、町から９月19日に承諾書を先方に提出している。 

  質問、過年度分補助金充電インフラ整備事業補助金、４万7,000円の増額になっているが、

利用者がふえたことの補正か。 

  答、整備事業補助金は保守や電気保険料、電気料等が補助金になり、電気の使用量がふえ

ると若干増額となる。あくまでも実際の経費ではなく、先方の計算上で出している数字であ

る。 

  保健福祉関係。 

  質問、民生費の障害者福祉費の補正額が7,100万円であるが、当初予算に繰り込めないの

か。 

  答、当初予算は４月から９月の前期分で、前期分の実績の中で当初予算を上回る件数が出

た。また、１件の単価が多かったことによりふえてしまった。 

  質問、母子発達支援事業がふえたとのことであるが、どのような傾向が多いのか。 

  答、保護者の方も、子供について、発達障害の特性を知った上でかかわっていきたいとい

う相談がふえてきている。 

  質問、各種検診の委託料がふえているが、どの程度ふえているのか。 

  答、検診の主な増加として、肺がんＣＴの検診が大きな割合を占め、件数では例年よりふ

えている。 

  なお、議会事務局関係については、質疑なしでした。 

  議案第59号 平成30年度池田町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について。 

  質問、療養給付費は、昨年度に比べふえているのか。 

  答、９月期までは昨年とほぼ同じ状況であったが、10月期になり大分伸びている。主な伸

びは高額療養費が1,000万円超え、保険給付費が大分伸びている。 

  質問、国保会計の状況を、町民に予防的な意味から、広報を健康福祉課とともに計画して

みてはどうか。 

  答、保健予防として、健康福祉課と協力し、これからも積極的に広報をしていきたい。 

  以上で、予算決算特別委員会における総務福祉関係の報告を終わります。 

  他の委員に補足があれば、お願いいたします。 

○議長（那須博天君） 他の委員に補足がありますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（那須博天君） 補足なしと認めます。 
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  大出美晴委員の報告に対する質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（那須博天君） 質疑なしと認めます。 

  引き続き、審議報告を求めます。 

  櫻井康人委員。 

〔振興文教委員長 櫻井康人君 登壇〕 

○振興文教委員長（櫻井康人君） おはようございます。 

  予算決算特別委員会での振興文教委員会に付託された内容について報告します。 

  委員会開催日時、平成30年12月13日午前９時30分より。開催場所、池田町役場３階協議会

室。委員会開催出席者、議会側、全員、議会事務局長、行政側、町長、副町長、教育長ほか

産業振興課、建設水道課、教育保育課、生涯学習課の各課長、係長。 

  当委員会に付託された案件は、議案第58号 平成30年度池田町一般会計補正予算（第８号）

中、産業振興課、建設水道課、教育保育課について。２件目、議案第60号 池田町簡易水道

事業特別会計補正予算（第２号）についての議案２件です。 

  以下、説明を省略し、重立った意見、審議の内容を報告します。 

  議案第58号 平成30年度池田町一般会計補正予算（第８号）について。 

  産業振興課関係。 

  問、新設の第２駐車場のあきが目立つので、利用促進対策をしてほしい。 

  答、無料駐車場の表示を工夫して、利用してもらうよう努める。 

  建設水道課関係。 

  問、自治会長等で、高齢化により、メーン道路の除雪ができないとの声があるが、対策は。 

  答、自治会に後継者の養成をお願いしている。現状では、建設業者にも頼めないので、地

元の皆さんに協力していただくようお願いしている。高齢化による人材不足は町全体の問題

でもあると認識している。 

  要望、除雪ができない自治会があれば、行政としても対応を考えてほしい。 

  問、町南部のほうの県道の除雪について、除雪車が来る時間がわからないので、県と連絡

をして除雪車の来る時間を知らせてほしい。 

  答、県に要望して、わかる範囲で連絡をしていきたい。 

  教育保育課関係について。 
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  問、各小学校でガスコンロの購入とあるが、今までなかったのか。 

  答、今までは、アルコールランプを使用していたが、危険であるため、一部ガス化への交

換が進んでいたが、学習要項の変更で、教材がガスコンロに変更になったので、全てを交換

することとした。 

  問、放課後児童クラブの現状は。 

  答、登録者数では、会染が106人、池田が82人であり、利用状況としては、会染は、長期

休暇及び休日利用児は２％増、平日は10％減少の状況。池田は、長期休暇及び休日利用児は

８％減少、平日は８％の減少である。子供たちの安心・安全な中で過ごせるよう支援してい

く。 

  問、文化財保護の関係で、指定文化財のほかに保護していかなければならない文化財が多

くあると思うが、今後の予定は。 

  答、文化財保護委員会でも、そのような話は出ているので、今後検討していきたい。 

  議案第60号 池田町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）について、特に質疑はあり

ませんでした。 

  その他。 

  質問、早期保育を午前７時よりしていただきたいという要望があるが。 

  答、今までも、要望のあった個人には、ファミリーサポートの利用をお願いしている。 

  質問、水道の民営化についての考え方は。 

  答、現在は考えていない。 

  以上で、振興文教委員会の報告を終わりますが、他の委員の皆さんに補足の説明がありま

したら、お願いいたします。 

  以上です。 

○議長（那須博天君） 他の委員に補足がありますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（那須博天君） 補足なしと認めます。 

  櫻井委員の報告に対する質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（那須博天君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって予算決算特別委員会の報告を終了いたします。 
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  続いて、総務福祉委員会の報告を求めます。 

  大出美晴総務福祉委員長。 

〔総務福祉委員長 大出美晴君 登壇〕 

○総務福祉委員長（大出美晴君） 総務福祉委員会審査報告をいたします。 

  日時、平成30年12月12日水曜日、予算決算特別委員会終了後。場所、役場３階協議会室。

出席者、総務福祉委員６名全員、行政側、町長、副町長を初め総務福祉の陳情に関する課長

及び係長、また議会事務局長。 

  当委員会に付託された案件は３件であります。 

  説明を省略し、重立った意見内容と審査の結果を報告いたします。 

  なお、言い回しについては、簡潔にするため、文章上変えてある場合もありますので、御

了承ください。 

  陳情10号 「後期高齢者の医療費窓口負担の見直し」にあたり原則１割負担の継続を求め

る意見書採択について。 

  意見、後期高齢者の方は、戦後、非常に苦労してきた方たちであり、老後は安心して生活

できるよう、１割負担は維持したほうがよい。不足分は貯金を取り崩し、２割となれば、医

者にかかれないという人もふえるのではないか。 

  よって、この陳情に賛成である。 

  賛成はしたいが、資料の内容、マイナンバーの悪用には納得できない。 

  結果、賛成多数で採択と決した。 

  陳情11号 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交替制労働の改善を求める陳情について。 

  意見、介護現場の実態は資料のとおりと思うので、採択すべきと考える。 

  実際にどんな状態なのか明記した上で出すべきではないか。 

  医療連の調査であるので、県内の状況も含めた数値ではないか。全国的な組織から出てい

るので、トータルとして把握しているという理解でよいのではないか。 

  結果、全員の賛成で採択と決した。 

  陳情12号 全国知事会が求める日米地位協定の抜本的見直しと日本からオスプレイの撤去

を求める陳情書について。 

  意見、知事会でも日米地位協定の抜本的見直しを行っており、オスプレイの事故が頻発し

ているので、採択すべきである。 

  日米地位協定は不合理であり、不条理きわまりないと思うので、この陳情書は採択すべき
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ものである。 

  結果、全員の賛成で採択と決した。 

  以上、当委員会として３件とも採択しました。 

  なお、閉会中の継続審査は、池田町の町づくりと住民福祉の向上について、池田町第６次

総合計画についてを調査研究とすることにいたしました。 

  以上で、総務福祉委員会に付託された案件の報告を終わります。 

  他の委員に補足があれば、お願いいたします。 

○議長（那須博天君） 他の委員に補足がありますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（那須博天君） 補足なしと認めます。 

  委員長報告に対する質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（那須博天君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって総務福祉委員会の報告を終了いたします。 

  続いて、振興文教委員会の報告を求めます。 

  櫻井康人振興文教委員長。 

〔振興文教委員長 櫻井康人君 登壇〕 

○振興文教委員長（櫻井康人君） 振興文教委員会の意見、審査内容の報告を申し上げます。 

  日時、平成30年12月13日午前10時30分より。場所、池田町役場３階協議会室。出席者、議

会側、振興文教委員会５名全員、事務局長、行政側、町長、副町長、教育長、宮﨑産業振興

課長、中山教育保育課長。 

  当委員会に付託された案件は、陳情１件です。 

  以下、説明を省略し、意見の内容と審査結果を報告します。 

  陳情13号 通学支援バスに関する陳情書について。 

  意見、池工生徒のバス無料化は、財政上の問題。町外の人に、町の税金を使用すること等

で判断が難しい。県立なので県への要望とも考えられる。もっと調査が必要と考えるので、

時間が必要だ。継続審査でよい。 

  意見、池工生のみ無料では、他の学生との公平性からいって問題が生じる。 

  意見、現在も定期券等で半額補助しているので、これ以上の支援は必要ないと考える。趣
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旨採択でよい。 

  意見、無料化は難しいが、現状の実態や今後の厳しい生徒数を考えると、何らかの支援の

上積みを考えるべきである。 

  以上の意見がありましたが、採決の結果、継続審査と決定しました。 

  続きまして、閉会中の継続審査についてです。 

  １点目、社会資本総合整備計画の進捗状況の見きわめについて。 

  ２点目、里山整備と松くい虫被害木の撤去について。 

  ３点目、池田町第６次総合計画について。 

 の３点です。 

  以上３件について、委員の全員の賛成で可決しました。 

  その他として 

  意見、美しい町づくりの一環として、町中のカラスのふん対策が必要と考えるが。 

  答、カラスの専門家に依頼して、これから調査や研修を行い、松川村と共同で、里山に帰

す対策を考えていく。 

  以上で、振興文教委員会の報告を終わりますが、他の委員の皆さんに補足の説明がありま

したら、お願いいたします。 

○議長（那須博天君） 他の委員に補足がありますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（那須博天君） 補足なしと認めます。 

  委員長報告に対する質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（那須博天君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって振興文教委員会の報告を終了いたします。 

  以上で、各委員会の報告は終了いたしました。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第５８号より議案第６０号について、討論、採決 

○議長（那須博天君） 日程２、議案第58号より議案第60号について、各議案ごと、討論、採
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決を行います。 

  議案第58号 平成30年度池田町一般会計補正予算（第８号）について、討論を行います。 

  まず、この議案に対して反対討論がありますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（那須博天君） 次に、この議案に対して賛成討論がありますか。 

  矢口稔議員。 

○３番（矢口 稔君） おはようございます。 

  平成30年度池田町一般会計補正予算（第８号）について、賛成の立場から討論を申し上げ

ます。 

  今回の補正予算においては、主に、社会福祉費として、介護給付、訓練等給付費として

国・県の補助金より7,100万円余りの予算計上がありました。また、道路橋梁費として除雪

委託料1,600万円の補正予算もありました。そして、小学校関連ですけれども、小学校の関

連としては、これから行うスキー場のバス代、また池田小学校においては、理科用のコンロ

３台、プログラミングソフト10セットなど、これからの池田町を担う子供たちに成長を期待

するものの予算計上がありました。これは大いに評価するべきものと思います。 

  しかし、町の貯金である財政調整基金の繰り入れが4,590万円と、こちらのほうも増額で

補正予算が計上されており、財政調整基金の繰入額が７億円を超えてくる本年度の予算とな

っております。 

  今後の財政をしっかりと見きわめた中で調整運営を行っていただきたい旨の意見を付して、

この議案に対しては賛成すべきものと考えます。 

  以上です。 

○議長（那須博天君） 次に、この議案に対して反対討論がありますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（那須博天君） 次に、この議案に対して賛成討論がありますか。 

〔「省略」の声あり〕 

○議長（那須博天君） これをもって討論を終了いたします。 

  議案第58号を挙手により採決します。 

  この議案を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

〔賛成者 挙手〕 

○議長（那須博天君） 挙手全員であります。 
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  したがって、この議案は原案のとおり可決されました。 

  議案第59号 平成30年度池田町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について討論を

行います。 

  まず、この議案に対して反対討論がありますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（那須博天君） 次に、この議案に対して賛成討論がありますか。 

〔「省略」の声あり〕 

○議長（那須博天君） これをもって討論を終了いたします。 

  議案第59号を挙手により採決します。 

  この議案を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

〔賛成者 挙手〕 

○議長（那須博天君） 挙手全員であります。 

  したがって、この議案は原案のとおり可決されました。 

  議案第60号 平成30年度池田町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）について討論を

行います。 

  まず、この議案に対して反対討論がありますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（那須博天君） 次に、この議案に対して賛成討論がありますか。 

〔「省略」の声あり〕 

○議長（那須博天君） これをもって討論を終了いたします。 

  議案第60号を挙手により採決します。 

  この議案を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

〔賛成者 挙手〕 

○議長（那須博天君） 挙手全員であります。 

  したがって、この議案は原案のとおり可決されました。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎請願・陳情書について、討論、採決 

○議長（那須博天君） 日程３、請願・陳情等について、討論、採決を行います。 
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  陳情10号 「後期高齢者の医療費窓口負担の見直し」にあたり原則１割負担の継続を求め

る意見書採択についての討論を行います。 

  まず、この陳情に対して反対討論がありますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（那須博天君） 次に、この陳情に対して賛成討論がありますか。 

  服部議員。 

○８番（服部久子君） 賛成討論をいたします。 

  高齢者の貧困が進んでいます。また、年金が下げられ、各種の保険料が上がる中、これ以

上の負担は、厳しい生活を高齢者に強いることになります。 

  よって、この陳情に賛成いたします。 

○議長（那須博天君） 次に、この陳情に対して反対討論がありますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（那須博天君） 次に、この陳情に対して賛成討論がありますか。 

〔「省略」の声あり〕 

○議長（那須博天君） これをもって討論を終了いたします。 

  陳情10号を挙手により採決します。 

  この陳情に対する総務福祉委員長の報告は採択です。 

  この陳情は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

〔賛成者 挙手〕 

○議長（那須博天君） 挙手多数であります。 

  したがって、本陳情は採択と決定いたしました。 

  陳情11号 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交替制労働の改善を求める陳情について

討論を行います。 

  まず、この陳情に対して反対討論がありますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（那須博天君） 次に、この陳情に対して賛成討論がありますか。 

  服部議員。 

○８番（服部久子君） 賛成討論をいたします。 

  医療・介護の分野の労働は心身ともに非常に厳しい状況が続いております。そのことによ

って、人手、なり手不足が常態化しています。早期の改善は必要でありますので、この陳情
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には賛成いたします。 

○議長（那須博天君） 次に、この陳情に対して反対討論がありますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（那須博天君） 次に、この陳情に対して賛成討論がありますか。 

〔「省略」の声あり〕 

○議長（那須博天君） これをもって討論を終了いたします。 

  陳情11号を挙手により採決します。 

  この陳情に対する総務福祉委員長の報告は採択です。 

  この陳情は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

〔賛成者 挙手〕 

○議長（那須博天君） 挙手全員であります。 

  したがって、本陳情は採択と決定をいたしました。 

  陳情12号 全国知事会が求める日米地位協定の抜本的見直しと日本からオスプレイの撤去

を求める陳情書について討論を行います。 

  まず、この陳情に対して反対討論がありますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（那須博天君） 次に、この陳情に対して賛成討論がありますか。 

  服部議員。 

○８番（服部久子君） 賛成討論をいたします。 

  日本国内で起きた米軍にかかわる事故で、国内法で裁けないのは、独立国としてはあり得

ないと思います。国は、国民の命、財産を守る責任があります。 

  よって、この地位協定の見直しは当然であり、この陳情に賛成いたします。 

○議長（那須博天君） 次に、この陳情に対して反対討論がありますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（那須博天君） 次に、この陳情に対して賛成討論がありますか。 

〔「省略」の声あり〕 

○議長（那須博天君） これをもって討論を終了いたします。 

  陳情12号を挙手により採決します。 

  この陳情に対する総務福祉委員長の報告は採択です。 

  この陳情は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 
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〔賛成者 挙手〕 

○議長（那須博天君） 挙手全員であります。 

  したがって、本陳情は採択と決定をいたしました。 

  陳情13号 通学支援バスに関する陳情書について討論を行います。 

  まず、この陳情に対して反対討論がありますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（那須博天君） 次に、この陳情に対して賛成討論がありますか。 

〔「省略」の声あり〕 

○議長（那須博天君） これをもって討論を終了いたします。 

  陳情13号を挙手により採決します。 

  この陳情に対する振興文教委員長の報告は継続審査です。 

  この陳情は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

〔賛成者 挙手〕 

○議長（那須博天君） 挙手全員であります。 

  したがって、本陳情は継続審査と決定をいたしました。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎日程の追加 

○議長（那須博天君） お諮りします。 

  追加案件として、議案５件、発議３件が提出されました。 

  これを日程に追加し、議題としたいと思います。これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（那須博天君） 異議なしと認めます。 

  したがって、日程に追加し、議題とすることに決定をいたしました。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第６１号及び議案第６２号について、上程、説明、質疑、討論、

採決 
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○議長（那須博天君） 追加日程１、議案第61号 池田町一般職の職員の給与に関する条例の

一部を改正する条例の制定について、議案第62号 池田町特別職の職員等の給与に関する条

例の一部を改正する条例の制定についてを一括議題といたします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  甕町長。 

〔町長 甕 聖章君 登壇〕 

○町長（甕 聖章君） おはようございます。 

  池田小の皆さん、ようこそ議会においでいただきました。 

  それでは、議案第61号、議案第62号の提案理由の説明を一括して申し上げます。 

  初めに、議案第61号 池田町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制

定についての説明を申し上げます。 

  このたびの改正は、本年８月の人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じ、職員給

与の改定を行うものであります。平成30年４月１日適用分といたしましては、宿日直手当の

増額、給料につきましては400円から1,500円、平均改定率は0.2％引き上げます。また、勤

勉手当の支給月数を0.05月分引き上げ、4.45カ月に改定いたします。次に、平成31年４月１

日適用分といたしましては、期末手当を2.60カ月に、勤勉手当を1.85カ月とし、支給配分に

つきましても、６月期、12月期それぞれ2.225カ月の支給といたします。 

  次に、議案第62号 池田町特別職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例の制

定についての説明を申し上げます。 

  このたびの改正は、特別職の職員の給与に関する法律の一部改正に準じ、常勤の特別職及

び議会議員に支給する期末手当の引き上げを行うものであります。平成30年４月１日適用分

といたしましては、期末手当の支給月数を年間で3.35カ月とするものであります。また、平

成31年４月からの適用分といたしまして、期末手当の支給を、６月期及び12月期にそれぞれ

1.675カ月に変更するものであります。 

  以上、議案第61号及び第62号について提案理由の説明を申し上げました。御審議の上、御

決定をお願いいたします。 

○議長（那須博天君） 議案第61号について質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（那須博天君） 質疑なしと認めます。 
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  議案第62号について質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（那須博天君） これをもって質疑を終了いたします。 

  議案第61号について討論、採決を行います。 

  まず、この議案に対して反対討論がありますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（那須博天君） 次に、この議案に対して賛成討論がありますか。 

〔「省略」の声あり〕 

○議長（那須博天君） これをもって討論を終了いたします。 

  議案第61号を挙手により採決します。 

  この議案を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

〔賛成者 挙手〕 

○議長（那須博天君） 挙手全員であります。 

  したがって、この議案は原案のとおり可決されました。 

  議案第62号について討論、採決を行います。 

  まず、この議案に対して反対討論がありますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（那須博天君） 次に、この議案に対して賛成討論がありますか。 

〔「省略」の声あり〕 

○議長（那須博天君） これをもって討論を終了いたします。 

  議案第62号を挙手により採決します。 

  この議案を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

〔賛成者 挙手〕 

○議長（那須博天君） 挙手全員であります。 

  したがって、この議案は原案のとおり可決されました。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎議案第６３号より議案第６５号について、上程、説明、質疑、討論、
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採決 

○議長（那須博天君） 追加日程２、議案第63号 平成30年度池田町一般会計補正予算（第９

号）について、議案第64号 平成30年度池田町下水道事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて、議案第65号 平成30年度池田町水道事業会計補正予算（第１号）についてを一括議題

といたします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  甕町長。 

〔町長 甕 聖章君 登壇〕 

○町長（甕 聖章君） 議案第63号から議案第65号について、一括提案理由の説明を申し上げ

ます。 

  初めに、今回の補正予算３件につきましては、先ほど御決定いただきました一般職及び特

別職の給与条例の改正に伴い、それぞれ給料、手当、共済組合負担金、退職手当組合負担金

の増額を行うものであります。 

  それでは、議案第63号 平成30年度池田町一般会計補正予算（第９号）について、提案理

由の説明を申し上げます。 

  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ350万3,000円を追加し、総額をそれぞれ59億

3,510万9,000円とするものであります。歳入では、地方交付税で350万3,000円を増額補正い

たします。歳出では、給与等につきまして、各課にわたりそれぞれ増額の補正をお願いする

ものであります。 

  次に、議案第64号 平成30年度池田町下水道事業特別会計補正予算（第２号）について、

提案理由の説明を申し上げます。 

  このたびの一般職の給与改定に伴い、給与等の４万2,000円の増額を行いますが、汚水処

理事業維持管理委託料の減額により対応しますので、予算の総額の増減はありません。 

  次に、議案第65号 平成30年度池田町水道事業会計補正予算（第１号）について、提案理

由の説明を申し上げます。 

  今回の補正につきましては、議案第64号と同様に、一般職の給与改定に伴い、予算第３条

に定めます収益的支出の予定額を13万6,000円増額し、１款水道事業費の支出予定額を１億

8,242万円と定めるものであります。 

  以上、議案第63号から65号について提案理由の説明を申し上げました。御審議の上、御決

定をお願いいたします。 



－187－ 

○議長（那須博天君） これをもって提案理由の説明を終了いたします。 

  議案第63号について、質疑はありませんか。 

  矢口稔議員。 

○３番（矢口 稔君） １点お尋ねをいたします。 

  350万3,000円の国からの地方交付税により財源措置がされるということなんですけれども、

ラスパイレス指数の数字でございますけれども、平成29年４月１日現在、池田町は96.6％と

いうことでございました。今回また、この補正予算によって数字がどのくらい変化するのか、

わかれば教えていただければと思います。 

○議長（那須博天君） 藤澤総務課長。 

○総務課長（藤澤宜治君） つい先ごろでございますが、ラスパイレス指数の調査がございま

した。多分全国的にやっているものかと思いますが。予算額、給与改定により増額はしたわ

けでございますが、ラスパイレスの指数につきましては、たしか前年より若干下がっている

傾向で認識をしております。確かな数字につきましては、ちょっと手持ちございませんが、

よろしくお願いをしたいと思います。 

○議長（那須博天君） 他に質問はありますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（那須博天君） 質疑なしと認めます。 

  議案第64号について質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（那須博天君） 質疑なしと認めます。 

  議案第65号について質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（那須博天君） 質疑なしと認めます。 

  これをもって質疑を終了いたします。 

  議案第63号について討論、採決を行います。 

  まず、この議案に対して反対討論がありますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（那須博天君） 次に、この議案に対して賛成討論がありますか。 

〔「省略」の声あり〕 

○議長（那須博天君） これをもって討論を終了いたします。 
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  議案第63号を挙手により採決します。 

  この議案を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

〔賛成者 挙手〕 

○議長（那須博天君） 挙手全員であります。 

  したがって、この議案は原案のとおり可決されました。 

  議案第64号について討論、採決を行います。 

  まず、この議案に対して反対討論がありますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（那須博天君） 次に、この議案に対して賛成討論がありますか。 

〔「省略」の声あり〕 

○議長（那須博天君） これをもって討論を終了いたします。 

  議案第64号を挙手により採決します。 

  この議案を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

〔賛成者 挙手〕 

○議長（那須博天君） 挙手全員であります。 

  したがって、この議案は原案のとおり可決されました。 

  議案第65号について討論、採決を行います。 

  まず、この議案に対して反対討論がありますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（那須博天君） 次に、この議案に対して賛成討論がありますか。 

〔「省略」の声あり〕 

○議長（那須博天君） これをもって討論を終了いたします。 

  議案第65号を挙手により採決します。 

  この議案を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

〔賛成者 挙手〕 

○議長（那須博天君） 挙手全員であります。 

  したがって、この議案は原案のとおり可決されました。 

 

──────────────────────────────────────────────── 
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◎発議第８号より発議第１０号について、上程、説明、質疑、討論、採

決 

○議長（那須博天君） 追加日程３、発議第８号 「後期高齢者の医療費窓口負担の見直し」

にあたり原則１割負担の継続を求める意見書について、発議第９号 安全・安心の医療・介

護の実現と夜勤交替制労働の改善を求める意見書について、発議第10号 全国知事会が求め

る日米地位協定の抜本的見直しと日本からオスプレイの撤去を求める意見書についてを一括

議題といたします。 

  提出者から趣旨説明を求めます。 

  ５番、大出美晴議員。 

〔５番 大出美晴君 登壇〕 

○５番（大出美晴君） 発議を行います。 

  発議第８号 「後期高齢者の医療費窓口負担の見直し」にあたり原則１割負担の継続を求

める意見書について。 

  「後期高齢者の医療費窓口負担の見直し」にあたり原則１割負担の継続を求める意見書を

別紙のとおり提出する。 

  平成30年12月19日提出。提出者、池田町議会議員、大出美晴。賛成者、同じく倉科栄司、

同じく横澤はま、同じく薄井孝彦。 

  内閣総理大臣様、財務大臣様、厚生労働大臣様、総務大臣様。 

  「後期高齢者の医療費窓口負担の見直し」にあたり原則１割負担の継続を求める意見書

（案）。 

  経済的理由で必要な受診ができない高齢者が増えています。高齢夫婦無職世帯では生活費

などが毎月約５万5,000円不足し（総務省「平成29年家計調査報告」）、貯金を取り崩して

生活せざるを得ず、また「貯金なし」の高齢者世帯は15.1％（「平成28年国民生活基礎調

査」）にのぼるというのが実情です。 

  ６月15日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2018」（骨太方針2018）では、

「世代間の公平性や制度の持続性確保の観点から、後期高齢者の窓口負担のあり方について

検討する」とされました。具体的には、医療費窓口負担を現行の原則１割から２割にする議

論が始まっています。 

  年金収入も減るなか、後期高齢者の窓口負担の原則２割化は、治療が長期にわたる高齢者

の生活を圧迫し、必要な医療が受けられない事態が深刻化します。厚生労働省の社会保障審
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議会医療保険部会でも、２割化によって受診抑制が広がるなど、懸念する声も出されていま

す。 

  また、高齢者の負担増は、介護に携わる現役世代の生活をも圧迫することになり全世代に

多大な影響を与えます。必要なのは高額医療費の限度額引き下げをはじめとする患者負担の

軽減です。 

  このような実情に配慮し、後期高齢者の医療費窓口負担について、原則１割負担の継続を

求めます。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 

  平成30年12月19日。 

  長野県池田町議会、議長名。 

  続いて、発議第９号 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交替制労働の改善を求める意

見書について。 

  安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交替制労働の改善を求める意見書を別紙のとおり提

出する。 

  平成30年12月19日提出。提出者、池田町議会議員、大出美晴。賛成者、同、倉科栄司、同

じく横澤はま、同じく薄井孝彦、同じく立野泰。 

  内閣総理大臣様、財務大臣様、総務大臣様、厚生労働大臣様、文部科学大臣様。 

  安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交替制労働の改善を求める意見書（案）。 

  前文を省略し、項目のみ朗読します。 

  １、医師・看護師・医療技術職・介護職などの夜勤交替制労働における労働環境を改善す

ること。 

  ①１日且つ１勤務の労働時間８時間以内を基本に、労働時間の上限規制や勤務間のインタ

ーバル確保、夜勤回数の制限など、労働環境改善のための規制を設けること 

  ②夜勤交替制労働者の週労働時間を短縮すること 

  ③介護施設や有床診療所などで行われている「１人夜勤体制」をなくし、複数夜勤体制と

すること 

  ２、安全・安心な医療・介護の実現のため、医師・看護師・医療技術職・介護職を増員す

ること 

  ３、患者・利用者の負担軽減をはかること 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 
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  平成30年12月19日。 

  長野県池田町議会、議長名。 

  続いて、発議第10号 全国知事会が求める日米地位協定の抜本的見直しと日本からオスプ

レイの撤去を求める意見書について。 

  全国知事会が求める日米地位協定の抜本的見直しと日本からオスプレイの撤去を求める意

見書を別紙のとおり提出する。 

  平成30年12月19日提出。提出者、池田町議会議員、大出美晴。賛成者、同じく倉科栄司、

同じく横澤はま、同じく薄井孝彦、同じく立野泰。 

  内閣総理大臣様、防衛大臣様、衆議院議長様、参議院議長様。 

  全国知事会が求める日米地位協定の抜本的見直しと日本からオスプレイの撤去を求める意

見書（案）。 

  前文を省略し、項目のみ朗読いたします。 

  １、日米地位協定を抜本的に見直し、航空法や環境法令などの国内法を原則として米軍に

も適用させること。 

  ２、事件・事故時の自治体職員の迅速かつ円滑な立ち入りの保障などを明記すること。 

  ３、多発するオスプレイ事故は、日本人の生命・財産を脅かすものであり、いつこの大北

地域で生命・財産が脅かされるか分からず、危険なオスプレイの日本からの撤去を求めるこ

と。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

  平成30年12月19日。 

  長野県池田町議会、議長名。 

  以上です。 

○議長（那須博天君） 賛成者において補足の説明がありますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（那須博天君） 補足なしと認めます。 

  これをもって趣旨説明を終了いたします。 

  発議第８号について質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（那須博天君） 質疑なしと認めます。 
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  討論を行います。 

  まず、この議案に対して反対討論がありますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（那須博天君） 次に、この議案に対して賛成討論がありますか。 

〔「省略」の声あり〕 

○議長（那須博天君） これをもって討論を終了いたします。 

  発議第８号を挙手により採決します。 

  この議案を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

〔賛成者 挙手〕 

○議長（那須博天君） 挙手多数であります。 

  したがって、この議案は原案のとおり可決されました。 

  発議第９号について質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（那須博天君） 質疑なしと認めます。 

  討論を行います。 

  まず、この議案に対して反対討論がありますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（那須博天君） 次に、この議案に対して賛成討論がありますか。 

〔「省略」の声あり〕 

○議長（那須博天君） これをもって討論を終了いたします。 

  発議第９号を挙手により採決します。 

  この議案を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

〔賛成者 挙手〕 

○議長（那須博天君） 挙手全員であります。 

  したがって、この議案は原案のとおり可決されました。 

  発議第10号について質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（那須博天君） 質疑なしと認めます。 
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  討論を行います。 

  まず、この議案に対して反対討論がありますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（那須博天君） 次に、この議案に対して賛成討論がありますか。 

〔「省略」の声あり〕 

○議長（那須博天君） これをもって討論を終了いたします。 

  発議第10号を挙手により採決します。 

  この議案を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

〔賛成者 挙手〕 

○議長（那須博天君） 挙手全員であります。 

  したがって、この議案は原案のとおり可決されました。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎日程の追加 

○議長（那須博天君） お諮りします。 

  各常任委員会より、閉会中の所管事務の調査の申し出が提出されました。 

  これを日程に追加し、議題としたいと思います。これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（那須博天君） 異議なしと認めます。 

  したがって、日程に追加し、議題とすることに決定をいたしました。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎総務福祉委員会、振興文教委員会の閉会中の所管事務の調査の件 

○議長（那須博天君） 追加日程４、総務福祉委員会、振興文教委員会の閉会中の所管事務の

調査の件を議題とします。 

  常任委員長から、所管事務のうち会議規則第75条の規定により、お手元に配付しました申

出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。 

  お諮りします。 
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  総務福祉委員会について、委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異

議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（那須博天君） 異議なしと認めます。 

  したがって、総務福祉委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定をい

たしました。 

  続いてお諮りします。 

  振興文教委員会について、委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異

議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（那須博天君） 異議なしと認めます。 

  したがって、振興文教委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定をい

たしました。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎日程の追加 

○議長（那須博天君） お諮りします。 

  議会運営委員長より、閉会中の所掌事務の調査の申し出が提出されました。 

  これを日程に追加し、議題としたいと思います。これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（那須博天君） 異議なしと認めます。 

  したがって、日程に追加し、議題とすることに決定をいたしました。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件 

○議長（那須博天君） 追加日程５、議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査の件を議題とし

ます。 

  議会運営委員長から、会議規則第75条の規定により、お手元に配付しました申出書のとお
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り閉会中の継続調査の申し出がありました。 

  お諮りします。 

  委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（那須博天君） 異議なしと認めます。 

  したがって、委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定をいたしまし

た。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎日程の追加 

○議長（那須博天君） お諮りします。 

  議員派遣の件について、日程に追加し、議題としたいと思います。これに御異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（那須博天君） 異議なしと認めます。 

  したがって、日程に追加し、議題とすることに決定をいたしました。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎議員派遣の件 

○議長（那須博天君） 追加日程６、議員派遣の件を議題といたします。 

  この件については、会議規則第128条の規定によって、お手元に配付した資料のとおりと

することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（那須博天君） 異議なしと認めます。 

  したがって、お手元に配付した資料のとおり決定をいたしました。 

  なお、次期定例会までに急を要する場合は、会議規則第128条の規定により、議長におい

て議員の派遣を決定しますので申し添えます。 
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──────────────────────────────────────────────── 

 

◎町長あいさつ 

○議長（那須博天君） 甕町長より発言を求められていますので、これを許可いたします。 

  甕町長。 

〔町長 甕 聖章君 登壇〕 

○町長（甕 聖章君） 12月議会定例会の閉会に当たりまして、一言御礼のごあいさつを申し

上げます。 

  10日から本日まで10日間にわたる会期の定例議会、大変御苦労さまでございました。 

  提案いたしましたそれぞれの案件につきまして、慎重に御審議、御決定をいただき、まこ

とにありがとうございました。 

  審議の中でいただきました御意見や一般質問での御意見や御指摘は、今後の行政執行の中

で生かしていくよう努力してまいります。 

  ことしは、全国各地で災害に見舞われ、多くの皆さんが被災されました。地球温暖化によ

る気候変動の影響と言われておりますが、ことしをあらわす一字には、「災」の字が選ばれ、

年々災害の頻度が増すとともに大型になる傾向があるのではないかと思われます。当町でも、

災害に対する備えの充実を図ってまいりましたが、さらに強化に取り組み、安全・安心の町

づくりに取り組んでまいりたいと考えております。 

  結びに、議員各位におかれましては、ことし１年の御協力、御尽力に感謝申し上げます。 

  これから寒さも厳しさを増してまいります。健康に留意され、来る2019年が明るい新年を

迎えられますとともに、議員各位、町民の皆様にとりましても、輝かしい年となりますよう

御祈念申し上げ、本定例会の閉会に当たっての御礼のごあいさつといたします。 

  まことにありがとうございました。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎閉議の宣告 

○議長（那須博天君） 以上で本日の日程と本定例会に付議されました案件の審議は全部終了

いたしました。 
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──────────────────────────────────────────────── 

 

◎議長あいさつ 

○議長（那須博天君） 閉会に当たり、一言ごあいさつを申し上げます。 

  本定例会は、12月10日より本日まで10日間にわたり慎重な御審議をいただき、各位の御協

力により順調な議会運営ができましたことを厚く御礼申し上げます。 

  本定例会の審議及び委員長報告等の中にありました意見、要望等に十分配慮され、事務事

業の適切な執行に一層の御尽力を賜りますようお願いを申し上げます。 

  議員及び町長初め職員の皆様におかれましては、体に十分お気をつけいただき、来る2019

年という新しい年を健康でお迎えくださるよう御祈念申し上げます。 

 

──────────────────────────────────────────────── 

 

◎閉会の宣告 

○議長（那須博天君） これをもって平成30年12月池田町議会定例会を閉会といたします。 

  大変御苦労さまでございました。 

 

閉会 午前１１時０１分 
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